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Ⅰ 業 務 執 行 体 制 

 
 



 



業 務 執 行 体 制 
１ 組 織 機 構 

総務企画部、保健福祉環境部、産業経済部、建設部の4部23課1事務所1支所2分所で組織されている。 

 

２ 組織の主な改正 

総合的に対応できる組織体制を構築し、事務の効率的な執行及び事務量の減少等に応じた簡素で効率的な組織体制

の構築に向けて、所要の組織の見直しを行った。 

 (1) 総合的に対応できる組織体制の実現 

地域振興課において、市町行政担当と地域振興担当を統合し、地域課題を効率的かつ効果的に解決し、幅広い所 

掌事務の中で柔軟に対応できる体制づくりを行った。 

子ども家庭支援課において、子育て支援係と女性青少年担当を統合し、青少年対策、男女共同参画及び子育て支 

援の充実を図るための体制づくりを行った。 

産業経済企画課において、物流振興の業務を産業企画担当に移管するとともに、企業連携を促進し企業動向情報 

やポートセールス等の物流情報をものづくり連携業務に効果的に活用できる体制づくりを行った。 

  重点港湾指定を機に、酒田港の更なる整備促進を足掛かりに県全体で総合的な港湾振興施策を展開していくため、 

港湾事務所の所管を庄内総合支庁から県土整備部空港港湾課に移管した。 

 (2) 業務執行体制の強化 

   農村整備課における西郷北部地区事業の拡大に伴い、新たに水利整備担当を配置した。 

   庄内空港事務所の空港電源高質化工事に対応するため、電気職の増員を行った。 

 

３ 職員数（定数） 

平成23年4月1日現在 単位：人 

 ２３年度 ２２年度 増  減 

総 務 企 画 部 ９４  ９９ △５ 

保 健 福 祉 環 境 部 ９６     ９７     △１ 

産 業 経 済 部 ２２０ ２２４     △４ 

建 設 部 １５７ １７９ △２２ 

合 計 ５６７ ５９９ △３２ 
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庄内総合支庁職員配置表
平成23年4月1日現在

部・課（所）名 課長級以上 補佐級 主査級 係長級 一般級 合計

総務企画部 総務課 5 4 8 8 11 36

税務課 2 3 7 13 18 43

地域振興課 1 4 4 2 4 15

計 8 11 19 23 33 94

保健福祉環境部 保健企画課 3 4 7 4 12 30

生活衛生課 1 4 5 2 4 16

地域保健福祉課 1 3 5 7 8 24

子ども家庭支援課 1 2 2 3 3 11

環境課 1 4 4 3 3 15

計 7 17 23 19 30 96

産業経済部 産業経済企画課 3 6 5 7 3 24

農業振興課 1 6 4 4 3 18

農業技術普及課 4 10 11 3 14 42

酒田農業技術普及課 1 7 4 5 3 20

農村計画課 3 6 3 3 9 24

農村整備課 2 6 6 2 9 25

水産課 2 4 7 9 9 31

森林整備課 2 6 7 5 5 25

家畜保健衛生課 2 2 3 2 2 11

計 20 53 50 40 57 220

建設部 建設総務課 2 3 4 5 17 31

用地課 1 2 3 2 2 10

道路計画課 2 4 8 10 10 34

鶴岡分所 9 9

酒田分所 9 9

河川砂防課 1 3 5 6 11 26

建築課 1 3 2 5 11

温海支所 1 1 5 7

庄内空港事務所 3 1 2 2 5 13

荒沢ダム管理課 1 1 1 4 7

計 10 18 23 29 77 157

合計 45 99 115 111 197 567
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総 合 支 庁

建 設 部

産 業 経 済 部

保 健 福 祉 環 境 部

総 務 企 画 部

荒 沢 ダ ム 管 理 課

庄 内 空 港 事 務 所

建 築 課

河 川 砂 防 課

酒 田 分 所

鶴 岡 分 所

道 路 計 画 課

用 地 課

温 海 支 所

建 設 総 務 課

家 畜 保 健 衛 生 課

（ 森づ くり 推進 室）

森 林 整 備 課

水 産 課

農 村 整 備 課

農 村 計 画 課

酒 田農 業技 術普 及課

( 産 地 研 究 室 )

農 業 技 術 普 及 課

農 業 振 興 課

( 観 光 振 興 室 )

産 業 経 済 企 画 課

環 境 課

子 ど も 家 庭 支 援 課

地 域 保 健 福 祉 課

（ 検 査 室 ）

生 活 衛 生 課

保 健 企 画 課

地 域 振 興 課

税 務 課

（ 出 納 室 ）

総 務 課

〈組　織　図〉
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Ⅱ 平成２３年度当初予算の概要 

 



 



単位：千円

事業
数

23年度
当初予算

22年度
当初予算

前年比 備　　　　　　　　考

 総務企画部                   7,036千円

 保健福祉環境部  　        2,014千円

 産業経済部                 25,633千円

 建設部　　　                  1,026千円

45 355,000 367,135 96.7%

1 1,269 1,041 121.9%  庄内地域環境産業支援事業費

1 1,000 1,000 100.0%  出羽庄内公益の森づくり事業費

5 118,804 83,940 141.5%  美しいやまがたの海推進事業費 等

57 379,492 283,660 133.8%
 ふるさと雇用再生特別基金　　　   （14） 117,294千円
 緊急雇用創出事業臨時特例基金（43） 262,198千円

36 172,082 176,881 97.3%  各種相談員等の人件費、離島航路運営費補助等

31 725,536 858,845 84.5%  庁舎管理、漁港・庄内空港・ダム管理費等

176 1,753,183 1,772,502 98.9%  ※港湾事務所の県土整備部への移管

97.4%

　　道路管理・修繕経費

　　河川管理・修繕経費

3 256,849

3 60,376

【参考：予算額の推移】

やまがた緑環境税充当事業予算

産業廃棄物税充当事業予算

地球温暖化対策等推進基金充当事業予算

直接要求予算合計

経　　　常　　　分

雇用基金充当事業予算

政　　　策　　　分

Ⅰ　平成２３年度 庄内総合支庁 直接要求予算の概要　

区　　　　　　　分

地域
予算

地域予算計

　　地域企画調整推進費 37 35,709

　　広報広聴経費・
　　地域政策推進経費

2,0662
 総合支庁広聴広報事業費、総合支庁地域政
 策推進費

 道路管理費、道路維持修繕費、恒常的単独
 道路整備事業費

 河川管理費、河川維持修繕費、恒常的単独
 河川整備事業費

39,418

2,246

90.6%

92.0%

263,495 97.5%

61,976

0

500

1,000

1,500

2,000

20年度
(当初)

21年度
(当初)

22年度
(当初)

23年度
(当初)

　百万円

1,526
1,578

凡例

　企画調整経費

　道路管理・修繕経費

　河川管理・修繕経費

　産廃税・緑環境税・
　温暖化基金充当事業

　政　策　分

　経　常　分

　雇用基金充当事業

1,772 1,753
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 庄内地域短期アクションプラン  

 

庄内地域の発展方向 

海・山・平野と歴史が育んだ文化・産業と新たな 

胎動が融合した新しい地域モデル「庄内」の創造 
 
 

 

 
 

１ 公益の心と活動が支える 

安心して暮らせる地域社会「庄内」の実現 
             

（１）子育て環境の整備 

（２）日常生活と高齢者を支える医療・福祉協力体制の充実 

（３）コミュニティモデルの創造と地域の活性化 

（４）公益活動の推進 

 

 

 
 

２ 「食」と「映画」が牽引する「庄内」の魅力 

発信と雇用を生み出す知的産業群の形成     
              

      （１）「食の都庄内」の創造 

（２）滞在型観光圏の形成 

      （３）「映画」を核とした地域の活性化 

      （４）ものづくり産業群の構築と雇用の創出 

 

 

 

 

３ 「庄内」の海・山・平野の環境を守り、北東・ 

東アジアに通ずる交流基盤の整備 
              

      （１）自然環境の保全 

（２）環境関連産業の育成 

      （３）防災対策の推進 

      （４）交通基盤の整備と広域交流の拡大   
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（単位：千円）

施  策 見 積 書 事 業 名 予算額 担当課

35,709 ★ :やまがた緑環境税充当事業 1,000

○ :地球温暖化対策等推進基金充当事業 118,804

◆ :産業廃棄物税充当事業 1,269

1,325

「映画」を核とした地域活性
化推進事業費

庄内自然環境保全事業費

351

835

3,075

1,340

庄内公益活動推進事業費

魅力ある建設業への若手人材啓発事業（新規） 114 建設総務課

○

河川砂防課

産地研究室微量PCB汚染機器調査事業（新規）

○

海岸漂着物地域対策推進事業 76,331

16,313

○ 5,474 環境課

★

環境課

海岸漂着物対策事業（新規）

1,000 森林整備課

20,518

１ 子育て環境の整備

２ 日常生活と高齢者を
   支える医療・福祉
   協力体制の充実

１「食の都庄内」の創造

３ コミュニティモデルの
   創造と地域の活性化

４ 公益活動の推進

庄内地域再生可能エネルギー導入推進事業（新規）

協働のみちづくり支援事業（新規）

河川支障木対策支援事業（新規）

出羽庄内公益の森づくり事業

美しいやまがたの海推進事業

漁港漂着物撤去処理事業（新規）

沿岸域総合利用推進事業

子ども家庭支援課

531

3,701

七五三掛地区農業生産基盤復旧支援事業（新規） 376

「食の都庄内」づくり推進事業

公益の心のふるさと創り推進事業

社会起業家育成事業

園芸マーケティング強化事業

庄内景観回廊・加茂地区活性化事業（新規）

800 地域振興課

Ⅱ 平成２３年度 庄内総合支庁 企画調整経費等 体系図

テーマ

地域コミュニティ
活性化推進事業費

1,427

女性リーダーネットワークづくり応援事業

医療福祉連携強化事業

水産課

農村計画課

産地研究室168

水産課

観光振興室

観光振興室

地域振興課

産業経済企画課

河川砂防課

水産課

98 建設総務課

産業経済企画課

産業経済企画課

800

農業技術普及課ほか

水産課

農業技術普及課ほか

農業技術普及課ほか

地域保健福祉課公
益
の
心
と
活
動
が
支
え
る

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会

「
庄
内

」
の
実
現

庄内地域子育て環境
整備推進事業費

庄内地域医療・福祉協力
体制充実強化事業費

庄内地域探訪講座開催事業

子ども家庭支援課

保健企画課

1,020

158

193

306

350

気になる子の療育支援事業

1,054

出羽の古道連携事業

 

「
食

」
と

「
映
画

」
が
牽
引
す
る

「
庄
内

」
の
魅
力
発
信
と

雇
用
を
生
み
出
す
知
的
産
業
群
の
形
成

「食の都庄内」地域
活性化推進事業費

滞在型観光圏
形成推進事業費

２ 滞在型観光圏の形成

４ ものづくり産業群の
   構築と雇用の創出

庄内ものづくり産業群
構築推進事業費

３ 「映画」を核とした
   地域の活性化

3,708

庄内空港開港20周年事業（新規） 289

2,570

13,146

7,202

秋田・新潟広域連携推進事業 1,766

地震津波災害対策推進事業

386

庄内ブランド重点品目振興推進事業

309

828

農業振興課

153 地域振興課

農村計画課

地域振興課540

地域振興課飛島活性化応援事業

観光振興室

産業経済企画課

828

25 建設総務課

1,020

3,208

環境課

500

5,985

1,563

2,725

255

庄内浜魚の架け橋交流支援事業

庄内活き活きファームづくり総合支援事業

庄内浜文化伝道師による魚食普及推進事業

広域観光エリア連携促進事業  

Welcome to Shonai!外国人誘客促進事業（新規）

873

670

1,774

庄内農産加工「伝承の技」活用事業（新規）

次期主力園芸品目振興事業（新規）

出羽庄内四季のテーマ観光推進事業

1,076

141

地域企画調整推進費 合計

４ 交通基盤の整備と
   広域交流の拡大

交通基盤整備・広域
交流拡大推進事業費

事 業 名（グループ名）

庄内地域環境産業支援事業 1,269 環境課◆

○

○

地域振興課

515酒田港利活用推進事業

総務課309

庄内空港事務所

産業経済企画課

179

あんぜんおふろ普及拡大事業

450 地域振興課

庄内地域活力支援事業（新規） 地域振興課

保健企画課

３ 防災対策の推進

高齢者見守り・支え合い活動推進事業（新規）

571

地域産業を支える若手人材確保支援事業

食・映画・景観活用地域活性化モデル事業 (新規)

庄内地域ものづくり連携促進事業

１ 自然環境の保全

漁業就業者支援対策事業

 

「
庄
内

」
の
海
・
山
・
平
野
の
環
境
を
守
り

、

北
東
・
東
ア
ジ
ア
に
通
ず
る
交
流
基
盤
の
整
備

環境関連産業育成事業費

地域防災対策推進事業費

２ 環境関連産業の育成
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事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　気になる子の療育支援事業 158 発達面で気になる子への療育を充実させるため、療育支援者
ネットワーク会議を開催し、医療・福祉・保育関係者間の連携の強
化を図るとともに、発達障がい(疑い）児の個別支援計画の立案に
関する研修会を開催する。

(子ども家庭支援課）

　女性リーダーネットワークづくり応援
　事業

193 宮城・山形で活躍する女性リーダーの交流会等に庄内で活動し
ている女性が参加することにより、女性リーダー同士のネットワー
クを構築し、庄内での新たな取組みに向けた意識醸成を図る。

（子ども家庭支援課）

　医療福祉連携強化事業 350 急性期から維持期までの円滑な移行と在宅医療の普及拡大に向
けて、関係機関からなる協議会を通じて、医療と福祉の緊密な協
力体制の構築を図るとともに、在宅緩和ケアの普及を図る。

　　・地域で支える在宅療養実証事業の実施
　・在宅緩和ケアの普及啓発に対する支援

(保健企画課）

　高齢者見守り・支え合い活動推進
　事業
　（新規）

179 高齢者を地域全体で見守り、支え合う体制の構築を目指し、市町
がモデル地区を設定して取組む活動を支援するとともに、モデル
地区以外の市町への取組みの普及拡大を図る。

　　・ 高齢者見守り・支え合い活動推進会議の開催

（地域保健福祉課）

　あんぜんおふろ普及拡大事業 306 庄内保健所が消防署の協力を得て行った入浴事故実態調査に
より、入浴事故の深刻な実態が明らかになったことから、入浴に伴
うリスクと事故の予防策について幅広く県民に普及啓発を図る。

　　・入浴事故予防啓発ポスター・リーフレットの作成

(保健企画課）

　庄内地域活力支援事業
　（新規）

1,427 地域資源を活用した取組みにおける課題の解決方策を検討する
とともに、市町村の枠を越えた広域的な取組みを支援することに
より地域コミュニティの活性化を図る。

　　・課題解決のためのワークショップの開催

　　・広域連携交流活動への助成

（地域振興課）

　庄内地域探訪講座開催事業 450 庄内地域の歴史・文化、自然などを多面的に深く学習する機会を
設け、住民の地域に対する愛着と誇りを醸成するとともに、庄内の
魅力をＰＲできる人材を育成する。

（地域振興課）

Ⅲ　企画調整経費の主な事業（産業廃棄物税・やまがた緑環境税・地球温暖化基金充当事業を含む）

  １　公益の心と活動が支える安心して暮らせる地域社会「庄内」の実現

金   額

千円

３ コミュニティモデルの
   創造と地域の活性化

１ 子育て環境の整備

２ 日常生活と高齢者を支える
   医療・福祉協力体制の充実

ユーザー
テキストボックス
- 8 -



事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　出羽の古道連携事業 153 先人が守り育んできた歴史資産である旧街道の再発見・再認識
を促し、地域の宝を守り後世に伝えていく活動を支援する。

（地域振興課）

　飛島活性化応援事業 571 島民、大学、ＮＰＯ、行政等により構成する協議会を設置し、合意
形成のもと一体となった事業展開により離島振興を図る。

　　・飛島元気いきいき協議会（仮称）の運営（新規）

（地域振興課）

98 庄内景観回廊に指定されている鶴岡市加茂地区における、地域
の景観資源を活用した地域活性化に向けた取組みを支援する。

　　・ワークショップの開催

　　・地域活性化の先進地調査

（建設総務課）

　七五三掛地区農業生産基盤復旧
　支援事業
　（新規）

376 鶴岡市七五三掛地区における大規模な地すべりに係る災害復旧
事業について、集落住民、農地耕作者の財政的な負担軽減を図
り、被災農地での営農再開を支援する。

　　・農業用施設災害復旧事業に係る地元負担の軽減支援

（農村計画課）

　公益の心のふるさと創り推進事業 540 公益学習の普及啓発、公益活動実践者の連携強化のための情
報交換の場の創設、公益パネル展示等による県民への啓発を行
い、公益活動の裾野拡大を図る。

（地域振興課）

　社会起業家育成事業 800 東北公益文科大学等との連携による社会起業家の育成を通して
新たな起業や雇用を創出し、地域経済の活性化を図る。

　　・社会起業家育成研究会の運営支援

(産業経済企画課)

金   額

千円

　庄内景観回廊・加茂地区活性化
　事業
　（新規）

４ 公益活動の推進

ユーザー
テキストボックス
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事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

 　「食の都庄内」づくり推進事業 3,701 庄内の四季折々の多彩な食材と歴史・風土が育んだ食文化を最
大限に活かし、地域ブランド「食の都庄内」の創造を推進する。

　　・ 「食の都庄内」親善大使によるＰＲ活動

　　・ 生産者と実需者の食材マッチングの推進

　　・ 「食の都庄内」づくりの情報発信

　　・ 「食の都庄内」ファンづくりの推進（新規）

(産業経済企画課)

　園芸マーケティング強化事業 531 庄内産農産物の販売額を増大させるため、首都圏、中京圏にお
いて、庄内産農産物のＰＲ、販路の拡大を行う。

　　・ 市場と連携した首都圏での販売強化

　　・ 中京圏における庄内農産物の知名度向上

（農業振興課）

　庄内ブランド重点品目振興推進
　事業

873 庄内地域の主要園芸作物について、高品質安定生産や作期拡
大のための課題を解決し、産地強化活動を支援する。

　　・ えだまめの高品質栽培技術の確立支援

　　・ 庄内の気象に適応したメロン新品種の導入支援

（農業技術普及課・酒田農業技術普及課・産地研究室）

　次期主力園芸品目振興事業
　（新規）

1,774  「おうとう」、「小ぎく」を次期主力品目として位置付け、高品質安
定生産や生産拡大の課題を解決し、産地化活動を支援する。

　　・ 高品質・安定生産に向けた「おうとう」の低樹高化の推進

　　・ 「小ぎく」の生産基盤の強化支援

（農業技術普及課・酒田農業技術普及課・産地研究室）

　庄内農産加工「伝承の技」活用事業
　（新規）

670 庄内地域の農産加工組織の活性化と直売・加工品販売額を増大
させるため、庄内地域を代表する作物を活用した加工品開発に
取り組む。

　　・ 庄内柿「干し柿」の加工技術の確立と商品化

　　・ 「庄内あられ」の加工技術の確立と商品化

（農業技術普及課・酒田農業技術普及課）

　庄内活き活きファームづくり総合
　支援事業

1,563 鳥海南麓や月山麓に展開する大型区画の優良な畑作団地を有
効に活用し、新時代に対応した多様な産地形成を図るため、多
方面の課題に対応する総合的な支援を行う。

　　・ 畑作団地に係る支援検討会議の開催

　　・ 畑作団地における産地づくり活動への支援

（農村計画課）

　庄内浜文化伝道師による魚食普及
　推進事業

2,725 庄内浜文化伝道師間の連携、伝道師の技術・知識の向上を図り
ながら、庄内浜産魚介類やその料理方法及び浜の文化につい
て、様々な機会を捉えてＰＲし、地魚の消費拡大と魚食普及を図
る。
　　・ 庄内浜文化伝道師協会による地魚の消費拡大と魚食普及
       の推進
　　・ 庄内浜文化伝道師の認定・育成

（水産課）

千円

金   額

  ２   「食」と「映画」が牽引する「庄内」の魅力発信と雇用を生み出す知的産業群の形成

１ 「食の都庄内」の創造

ユーザー
テキストボックス
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事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　庄内浜魚の架け橋交流支援事業 1,054 庄内浜の魚を架け橋とした各種事業を展開することにより、漁村と
農山村及び都市との交流を支援する。

　　・都市との交流事業、漁村イベントの開催、体験学習事業等へ
　　　の支援
　  ・事業指導、現地指導等

（水産課）

　漁業就業者支援対策事業 255 新規就業希望者や独立を希望する漁業者を対象に、漁業技術、
経営能力を向上させるための研修等を行い漁業就業を促進す
る。

　　・ 漁業就業者確保育成協議会の運営

　　・ 漁業就業・独立希望者向け研修の実施

（水産課）

　出羽庄内四季のテーマ観光推進
　事業

5,985 「食の都庄内」の四季に応じた観光テーマを設定し、「庄内ひな街
道」などテーマごとの特別企画事業について支援して通年誘客を
図る。

　　・四季のテーマ観光を推進するポスターとパンフレットによる情
　　  報発信等
　　・ 「旅の駅」（庄内空港）の装飾支援

　　・羽越本線沿線観光振興連絡協議会負担金

(観光振興室)

　Welcome to Shonai！外国人誘客
　促進事業
　（新規）

1,076 羽田空港の国際線ターミナルの開業に合わせ、庄内地域の認知
度の向上と受入態勢の整備を図り、羽田～庄内便を活用した外
国人観光客の誘客促進を目指す。

　　・ 外国人観光客に向けた戦略的情報発信の展開

　　・ 外国人観光客の受入態勢整備の推進

　　・ 外国人観光客向け旅行商品の造成支援

　　・ 羽田空港における観光プロモーションの実施

(観光振興室)

　広域観光エリア連携促進事業 141 観光圏整備（広域観光連携）の取組みを支援し、誘客力のある魅
力的な滞在型観光地づくりを進める。

　　・ 観光圏整備（広域観光連携）の推進

　　・  「道の駅」等における情報発信機能の充実

(観光振興室)

　食・映画・景観活用地域活性化モデ
　ル事業
　（新規）

1,020 地域に点在する食や映画、景観などの良好な資源を磨き上げ、
結び付けて活用する取組みを関係団体が連携して実施し、来訪
者の拡大や地域特産物の販路拡大など地域活性化を図る。

（地域振興課）

金   額

千円

２ 滞在型観光圏の形成

３ 「映画」を核とした
    地域の活性化

ユーザー
テキストボックス
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事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　庄内地域ものづくり連携促進事業 3,208 地域企業の相互理解を深めるきっかけとなる連携サロンを開催
し、連携テーマのプロジェクト化を支援するとともに、先端技術の
活用拡大と企業間連携の促進を図る。

　　・ 庄内地域ものづくり連携サロンの開催

　　・ 連携サロンから派生したプロジェクトへの支援

　　・ 企業等の情報収集と分析

　　・ 発酵食品技術開発研究会（仮称）の設置（新規）

　　・ 先端技術の活用拡大と企業間連携の促進（新規）

(産業経済企画課)

　地域産業を支える若手人材確保
　支援事業

386 若手人材の受け入れ先企業の開拓を行うとともに、学生及びＵＩＪ
ターン希望者に向けて地域企業の情報を発信して庄内地域への
就職を促し、地元定着の促進を図る。

　　・ 若手人材の受け入れ先企業の開拓

　　・ 庄内就職ガイダンスの開催

　　・ 高校生・教職員向け合同企業説明会の開催（新規）

(産業経済企画課)

　魅力ある建設業への若手人材啓発
　事業
　（新規）

114 高校生を対象に土木・建築施設の現場研修会を開催して建設分
野への興味や意欲を啓発し、建設業への若手人材の就業を促進
する。

　　・現場研修会の開催

　　・アンケート調査の実施

（建設総務課）

千円

金   額

４ ものづくり産業群の構築と
   雇用の創出

ユーザー
テキストボックス
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事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　河川支障木対策支援事業
　（新規）

500 河川環境の保全のため、市町に草刈を委託している区間の支障
木撤去を支援し、住民との協働による河川維持を推進する。

　　・河川除草に取り組む団体に対する支障木伐採費用の助成

（河川砂防課）

　沿岸域総合利用推進事業 800 沿岸域市町、国の関係機関とともに山形県沿岸域総合利用推進
会議を組織し、沿岸域の総合的な利活用を図るための各種事業
を実施する。

　　・山形県沿岸域総合利用推進会議の開催

　　・沿岸域の利活用促進のための各種事業の実施

（地域振興課）

　協働のみちづくり支援事業
　（新規）

25 高齢化により活動が困難になったマイロードサポート団体が、学
生の知恵と力を借りて活動の継続を図る仕組みづくりを進める。

　　・ワークショップの開催

　　･活動支援の試行

（建設総務課）

　出羽庄内公益の森づくり事業
　【やまがた緑環境税】

1,000 厳しい自然との共生の中で培ってきた大いなる遺産であり、地域
の暮らしと産業にとって不可欠な存在である庄内砂丘の海岸林を
多様な主体の協働により保全し、後世に引き継ぐ。

　　・ 出羽庄内公益の森づくりを考える会の開催

　　・ 森林ボランティア活動、森林環境教育への支援

（森林整備課）

　美しいやまがたの海推進事業費
　【地球温暖化基金】

20,518 庄内海岸の良好な景観と環境を保全するため、山形県海岸漂着
物対策推進地域計画に基づき、海岸漂着物対策を実施する。

　　・ボランティア海岸清掃の支援

　　・流木等の回収・処理方法に関する調査研究

　　・普及啓発、環境教育の推進

　　・河川経由漂着物等の発生抑制に関する調査検討

（環境課）

　海岸漂着物対策事業費（新規）
　【地球温暖化基金】

5,474 山形県海岸漂着物対策推進協議会により、山形県海岸漂着物対
策推進地域計画の進行管理等を実施する。

　　・山形県海岸漂着物対策推進協議会の運営

（環境課）

　漁港漂着物撤去処理事業（新規）
　【地球温暖化基金】

16,313 県が管理する漁港区域内の漂着物の撤去・処理を行う。

（水産課）

　海岸漂着物地域対策推進事業
　【地球温暖化基金】

76,331 海岸（港湾区域及び漁港区域を除く）に漂着した流木等の撤去・
処理を行う。

（河川砂防課）

千円

　３　「庄内」の海・山・平野の環境を守り、北東・東アジアに通ずる交流基盤の整備  

金   額

１ 自然環境の保全

ユーザー
テキストボックス
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事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　庄内地域再生可能エネルギー導入
　推進事業
　（新規）

828 再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、関係機関と調査・研
究・情報交換を行う勉強会を開催し、普及啓発を図るとともに、導
入拡大の課題を調査し、解決策を検討する。

　　・庄内地域再生可能エネルギー推進研究会の開催

　　・再生可能エネルギー資源利活用調査事業の実施

（環境課）

　庄内地域環境産業支援事業費
　【産業廃棄物税】

1,269 持続可能な循環型社会の構築を目指して、環境産業の活性化に
向けた活動を支援するとともに、環境教育リーダーを養成する。

　　・庄内環境産業展の開催

　　・庄内環境リーダー養成講座の開催

（環境課）

　地震津波災害対策推進事業 309 地震・津波を含む自然災害時の減災を図るため、防災啓発及び
各種訓練の実施、並びに基本的な防災関連必需品等の整備を
推進する。

　　・沿岸市町同時津波避難訓練の実施

　　・地域住民への防災意識の啓発

（総務課）

　庄内空港開港20周年事業
　（新規）

289 開港20周年を迎えた庄内空港が果たしてきた役割について再認
識し、利用促進を図る記念事業を実施する。

　　・記念式典・講演会の開催

　　・記念フェスタの開催

（庄内空港事務所）

　酒田港利活用推進事業 515 酒田港の持つ物流機能の利活用を推進することにより、地域産業
の振興を図る。

　　・企業、商社、物流業者等に対する酒田港利用の提案活動の
      実施

(産業経済企画課)

　秋田・新潟広域連携推進事業 1,766 秋田・新潟両県との相互交流の拡大、連携の推進を図るため、行
政・民間団体で構成する推進組織により連携事業を実施する。

　　・秋田県由利地域との連携の推進

　　・新潟県村上岩船地域との連携の推進

（地域振興課）

千円

金   額

２　環境関連産業の育成

３　防災対策の推進

４　交通基盤の整備と
　　広域交流の拡大

ユーザー
テキストボックス
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件 千円 人

14 117,294 35

 緊急雇用事業 9 51,699 34

 重点分野雇用創出事業
  成長分野として期待されている分野において、地域の
  求職者に対し、新たな雇用機会を創出する事業
 
  （対象分野）
  介護、医療、農林水産、環境・エネルギー、観光、地域
  社会雇用、教育・研究、ものづくり産業、少子化・子育
  て安心・安全、地域・産業振興、未就職卒業者を対象と
  する事業のうちから前述の11分野に該当しないものの
  重点12分野に該当する事業が対象

24 151,431 59

 地域人材育成事業
  地域の求職者を新たに雇用した上で、当該労働者に対
  し、就業に必要な知識・技術をOFF-JT（講義等）、OJT
  （職場実習等）により習得させ、地域ニーズに応じた人
  材を育成し、雇用に結びつける事業
 
  （対象分野）
  上記12分野が対象

10 59,068 21

計 43 262,198 114

57 379,492 149合   計

Ⅳ 平成２３年度 雇用創出基金事業 直接要求予算の概要

 ふるさと雇用再生特別基金事業

基  金  事  業

緊
急
雇
用
創
出
事
業

新規雇用
予定者数

件 数 金 額

ユーザー
テキストボックス
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Ⅴ　ふるさと雇用再生特別基金事業

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　ＮＰＯ等によるまちづくり支援事業 10,285 3 各団体によるまちづくり・地域づくり事業等を支援
することにより、地域振興並びに地域活性化を図
る。

（地域振興課）

　「映画のまち」づくり支援事業 46,500 14 映画を核とした地域づくりを推進するため、庄内
の美しい風景、多くの映画ロケ地としての知名度
及び様々な映画資源を活用して地域の活性化を
図る。

（地域振興課）

　「むかえびと」態勢整備事業 9,350 3 映画「おくりびと」を契機に、ロケ地周辺の街並み
の保全や地域の活性化を図る。

（地域振興課）

　脱温暖化社会構築研究事業 10,450 3 庄内地域における環境保全と地域経済が両立す
る脱温暖化社会モデル構築の推進を図る。

（地域振興課）

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　子育て応援情報発信事業 3,206 1 庄内子育て情報サイトにおいて、ニーズにあった
情報を提供することにより、子育ての不安軽減と
子育て関連サービス利用の利便性向上を図る。

（子ども家庭支援課）

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　庄内産食材マッチング事業 2,704 1 希少な在来作物やこだわり野菜等を、飲食業者
に紹介することで、庄内の食を楽しんでいただく
環境を整備し、観光誘客を促進する。

(産業経済企画課)

　庄内バイオマス利活用ビジネス支援
　事業

2,389 1 転作田等を利用した菜の花栽培から食用油や油
かす肥料を製造するとともに、地域で回収した廃
食油からBDF燃料や石鹸などを製造し販売するこ
とで、バイオマス資源を活用した循環型農業のビ
ジネスモデルを構築する。

(産業経済企画課)

　高校生就職支援コーディネーター
　設置事業

7,220 2 庄内地域の各高校と企業におけるインターンシッ
プの受け入れ先の開拓・調整や高校生の就職に
関する情報提供など、企業と高校を橋渡しをする
コーディネーターを配置し、高校生の職業意識の
醸成を支援する。

（産業経済企画課）

新規雇用
予定者数

人

新規雇用
予定者数

人

新規雇用
予定者数

人千円

金   額

総務企画部

金   額

千円

千円

保健福祉環境部

金   額

産業経済部

ユーザー
テキストボックス
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事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　社会起業家育成コーディネート
　支援事業

4,566 1 社会起業家を育成する講座の企画・開催、社会
起業家育成研究会の運営、起業希望者と地域の
経営者とのネットワーク構築等のコーディネート業
務を行う。

(産業経済企画課)

　地場企業連携コーディネート事業 6,604 1 地場企業の強みを活かした企業連携を促進する
ため、企業連携モデルの提案や県等が行う企業
連携助成制度の紹介と活用の提案を行う。

(産業経済企画課)

　宿泊型旅行商品化促進事業 4,836 1 宿泊型旅行商品の開発・造成促進、旅行商品の
セールス活動等により管内への宿泊客の増加を
促進する。

(観光振興室)

　農業の総合産業化と食育活動
　推進事業

3,910 2 農業の総合産業化を目指し、農産物の需要拡大
のための情報発信と生産、加工、販売、交流活動
をコーディネートして販売チャネルの拡大等を推
進する。

(酒田農業技術普及課)

  「庄内砂丘の自然環境」保全活用
  事業

2,785 1 鶴岡市西郷地域の西茨湿原の保全活用につい
て、関係団体等との調整や環境教育への活用計
画を策定し、湿原の保全活用のための実施体制
を整備する。

（農村整備課）

　庄内浜産魚介類販売促進事業 2,489 1 庄内浜産生鮮魚介類や水産加工品の内陸部へ
の産直販売等を企画・開催し、新たな販路開拓に
よる消費拡大と魚価向上を図る。

(水産課)

人

新規雇用
予定者数

千円

金   額

ユーザー
テキストボックス
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Ⅵ　緊急雇用事業

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　緊急地域雇用創出事業 22,727 13 業務量の急激な増加に対応するため、事務（作
業)補助員を配置し、業務の円滑な推進を図る。

（生活衛生課ほか）

　地域資源等情報発信事業

2,966 2

庄内の地域資源と地域活動を紹介するホーム
ページを構築することで、より広く県内外に情報
発信し、庄内地域の認知度向上につなげる。

（地域振興課）

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　特定疾患等医療受給者台帳整備
  事業

1,633 1 特定疾患医療受給者に関する情報をデータベー
ス化する。

（子ども家庭支援課）

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　在来作物データベース整備事業 5,733 4 在来作物を活用したメニュー･レシピのデータ
ベース化を行い、それらを紹介するホームページ
を構築して情報発信を行い、在来作物の利用拡
大を図る。

(産業経済企画課)

　農商工連携促進等企業情報収集
  整備事業

5,663 4 農業、商業、製造業の連携を推進するため、デー
タベース入力と企業の動向の分析を行う。

(産業経済企画課)

　畜産若手経営者育成サポート事業 2,628 1 若手養豚農家の人的ネットワークの立上げと経営
相談会の開催等により、経営感覚に優れた若手
養豚農家の育成を図る。

(農業振興課)

　飲食店食材ニーズ調査事業 3,718 2 大阪在住の親善大使と連携し、関西圏の飲食店
における庄内産農産物のニーズ調査と小ロット物
流の検証を行う。

(農業振興課)

　樹園地環境保全対策事業 3,955 5 放任園の果樹を伐採することにより、病害虫の発
生等周辺樹園地への悪影響を防止し、樹園地の
環境保全を図る。

(農村計画課)

　漁港環境維持事業 2,676 2 漁港利用者のニーズの多様化に対応し、漁港の
環境維持を行い魅力ある漁港を目指す。

(水産課)

人

人

新規雇用
予定者数

人

新規雇用
予定者数

新規雇用
予定者数

千円

千円

金   額

金   額

千円

保健福祉環境部

金   額

産業経済部

総務企画部

ユーザー
テキストボックス
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Ⅶ　重点分野雇用創出事業

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　地域高齢者見守り支援事業 2,831 2 「高齢者見守り・支え合い活動推進事業」に係る
推進員を新規雇用し、当該事業の円滑な推進を
図る。

（地域保健福祉課）

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　医療情報ネットワーク事業 2,530 2 酒田地区医療情報ネットワーク協議会事務局に
事務補助員を雇用し、ＩＴを活用した医療情報共
有システムの円滑な導入を図る。

（保健企画課）

観光分野

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　広域観光ルート設定等誘客促進
　事業

4,455 1 広域観光ルートの設定、パンフレット等の作成や
ＪＲ重点販売地域指定に合わせた受入企画などを
行い、交流人口の拡大と地域経済の活性化を図
る。

(観光振興室)

　庄内空港車両混雑緩和対策事業 6,991 2 庄内空港ビル前の不法駐車車両や道路横断者
の交通誘導等を行い、庄内の玄関口としてイメー
ジアップを図る。

(庄内空港事務所)

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　河川生物生息データ整備事業 10,080 2 県内の河川等に棲む生物の生息情報について、
専門家の学術研究やレッドデータブック山形に活
用できるように、一定区画ごとに集約しデータ
ベース化する。

（環境課）

新規雇用
予定者数

人

新規雇用
予定者数

人

新規雇用
予定者数

人

新規雇用
予定者数

人

医療分野

金   額

千円

金   額

環境・エネルギー分野

金   額

千円

介護分野

金   額

千円

千円

ユーザー
テキストボックス
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農林水産分野

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　庄内柿需要拡大事業 6,866 2 庄内柿の知名度向上や販路拡大のため、観光と
の連携による宣伝活動の実施、新たな購買層の
獲得、摘果柿の有効活用方法の開発を行う。

(産業経済企画課)

　農林水産業創意工夫プロジェクト
　推進事業

3,534 2 農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業で承
認した各プロジェクトの産出額アップに向けた経
営改善指導を実施する。

（農業振興課）

　建設業の農業分野進出促進事業 2,863 2 建設業者の農業参入の円滑化を図るため、具体
的な支援策の検討・提供を行なう。

（農業振興課）

　養液土耕ハウス園芸モデル実証
　事業

5,325 2 養液土耕による中玉トマト(カンパリトマト)栽培経
営を実証展示する。

（農業振興課）

　「山形つや姫」応援事業 3,582 1 「つや姫」を活用した商品・メニューの開発と、県
内外へのＰＲを「つや姫」生誕の地域住民の創意
と工夫により実施し、より一層の知名度向上と消
費拡大を図る。

（農業振興課）

　関西地区量販店販路拡大可能性
　調査事業

6,456 2 関西地区における販売候補量販店のリストアップ
と有望な販売先でのニーズ調査、物流面での課
題抽出と対応策を整理し、販路拡大の可能性を
調査する。

（農業振興課）

　循環型農業資材研究開発推進事業 7,489 3 庄内地域（主に遊佐町）の未利用有機資源活用
による発酵有機質肥料の試作と農産物展示ほの
調査、資源循環型モデルの構築を行う。

（酒田農業技術普及課）

　地域農業水利施設基礎調査事業 22,678 5 地域農業水利施設の現況調査を行う。

（農村計画課）

　農業用水資源管理適正化モデル
  事業

3,200 3 慣行水利施設の現状を調査把握することで、施
設の適正な維持管理及び更新の基礎資料を整
備する。

（農村計画課）

　庄内砂丘農地利用基礎調査事業 14,095 3 砂丘農地の利用状況調査、及び環境調査を実施
し、農地情報システムでデータベース化する。

（農村計画課）

　土地改良データ整備事業 5,763 4 過去に実施してきた土地改良事業の財産資料を
電子データ化し、災害等緊急対応や保全整備工
事の際に迅速な検索が可能な管理体制を構築す
る。

（農村整備課）

人

新規雇用
予定者数

金   額

千円

ユーザー
テキストボックス
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農林水産分野

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　庄内浜文化情報発信事業 9,927 3 庄内の水産に関するポータルサイトを構築し、運
用することで、庄内の水産・漁業に関する情報発
信力を増大させ、庄内浜の魚介類の販売促進と
地域の活性化を図る。

（水産課）

　新栽培魚標識効果実証事業 2,755 1 新魚種放流効果の確認のため、ヒレ切除標識の
実証飼育調査を行う。

（水産課）

　森林所有者データ整備事業 5,842 2 広域合併森林組合の森林所有者情報を基に森
林簿を更新し、精度を高めるとともに、早急に施
業集約化に取組み可能な体制を図る。

（森林整備課）

　森林病害虫被害木調査事業 9,011 10 松くい虫、ナラ枯れ等の被害木調査を行い、各種
対策に反映させることにより、被害の早期終息を
図る。

（森林整備課）

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　海岸漂着物対策普及啓発事業 3,000 1 海洋センター等において海岸漂着物問題の普及
啓発及び環境教育を実施する。

（環境課）

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　若者地域活動調査事業 2,970 2 庄内地域で活動する若者グループ（団体）を取材
し、活動内容・意識・ニーズ等を調査する。また、
グループ・団体のネットワークづくりを支援する。

（子ども家庭支援課）

　子育て応援情報収集事業 3,188 1 母親等から庄内子育て情報サイトへの要望等を
聞き取りしながら、よりニーズの高いコンテンツを
追加する。

（子ども家庭支援課）

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　飛島コミュニティ再生応援事業 6,000 1 飛島で活動する団体等で構成する協議会を運営
するコーディネーターを配置し、飛島振興に向け
て一体となった事業展開を図る。

（地域振興課）

新規雇用
予定者数

人

新規雇用
予定者数

人

新規雇用
予定者数

人

金   額

千円

少子化・子育て分野

金   額

千円

教育・研究分野

地域・産業振興分野

金   額

千円

金   額
新規雇用
予定者数

千円 人

ユーザー
テキストボックス
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Ⅷ　地域人材育成事業　　　　　　　　　　　　

農林水産分野

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　地域農業人材育成事業 5,021 2 園芸作物の生産・加工・販売・観光開発を実践し
ている農業生産法人に研修の場を設定し、園芸
農業の総合産業化を担う経営能力の高い人材を
育成する。

(農業振興課)

　新規養豚農家育成事業 3,239 1 環境問題に対応できる近代的な畜舎施設を備え
た法人等に養豚経営手法を習得する研修の場を
設定し、時代の要請に応えられる経営者の育成
を行う。

(農業振興課)

　庄内豚販売促進業務人材育成事業 3,083 1 「庄内豚」の特徴や販売ノウハウを習得する研修
を行い、「庄内豚」の販売推進を図る。

(農業振興課)

　庄内豚加工促進業務人材育成事業 5,574 2 安全で高品質な豚肉生産のための食肉処理・ブ
ロック肉加工等の技術習得研修を行う。

(農業振興課)

　アグリビジネス人材育成事業 5,251 2 農業生産から商品販売までのトータル的な実践
研修を行い、農産物の直売や加工などアグリビジ
ネスを担う意欲的な人材を育成する。

(酒田農業技術普及課)

　花き周年栽培技術サポート事業 6,826 3 花き栽培全般を通し、花き周年栽培の技術を習
得する。

(酒田農業技術普及課)

　農業水利施設操作技術習得事業 3,430 1 水利施設の操作、管理に係る技術研修を行い、
県が管理する基幹水利施設の不測事態に備えた
施設操作員の人材育成を図る。

(農村整備課)

　漁業就業者育成事業 13,988 5 漁業経営体が新規就業希望者を乗組員として雇
用し、漁業研修を行うことにより、漁業の担い手の
確保、育成を図る。

(水産課)

地域社会雇用分野

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　まちづくり人材育成支援事業 8,404 3 まちづくりプロジェクトに直接携わることにより、ま
ちづくりに係る実務者を養成し、庄内地域の中心
市街地の活性化を推進する。

(産業経済企画課)

新規雇用
予定者数

人

新規雇用
予定者数

人

金   額

千円

金   額

千円
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ものづくり産業分野

事　　　    業    　　　名 事　　　     業     　　　概     　　　要

　地域伝統工芸担い手育成事業 4,252 1 現場における技術研修等を通じて、伝統工芸の
伝承者を育成する。

(産業経済企画課)

人

新規雇用
予定者数

千円

金   額

ユーザー
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Ⅲ 総 務 企 画 部 



 



副主幹
(兼)課長補佐

  

 (酒田市)

(庄内町)

(秋田県)

    

課長補佐 地域振興専門員(3) 地域振興主査(2)

納税主査(2)

収納主査
(押切駐在)

課税第三担当(5)

納税担当(10)

収納担当(1)
(押切駐在)

管理主査

課税主査

(慶應義塾大学先端生命科学研究所)

課付技師

 

課付業務主査

課付業務主査

課付主査

職員係(2)

課付主事

審査出納担当(3)

管理担当(3)

予算係(2)

課税第一担当(8)

地域振興担当(3)

防災安全担当(3)

(東北公益文科大学大学院)

課税第二担当(4)

納税主幹
課長補佐
(納税管理担当)

課長補佐 課税専門員

地域振興課長

総務係(9)

総務企画部長 総務課長

総務専門員

(兼)総務係長

総合相談主査

予算専門員

税務課長

職員専門員

出納室長

課税主査

職員主査

(兼)予算係長

課税主査

生活安全主査

消防防災主査

保健主査

審査出納主査(2)

総務企画部組織図

総務主査

防災安全主幹

総合支庁長
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総 務 課（出納室） 
 総務係、職員係、予算係、防災安全担当、審査出納担当の 3 係 2担当で、全庁的事務の調整、部内の連

絡調整、文書事務、広聴広報、県有財産の管理、庁中管理、職員の人事・給与、福利厚生事務、予算、部

内の経理、危機管理、消防及び災害対策、ガス・火薬・電気・武器等の保安対策、交通安全、消費者行政、

会計事務の指導・検査等に関する事務を分掌している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

 未曾有の大震災「東北地方太平洋沖地震」がもたらした自然災害の恐ろしさを教訓に、災害時の危機管

理体制の更なる強化を図るとともに、「県民のための県政」の推進に努め､県民の幸せを実現するため職員

一人ひとりが発想や行動の起点を現場に置き、市町や地域の声を十分に受け止め、国、市町、関係団体等

との連携と協働を図りながら、地域が真に必要とする政策を県民の手元に届けるという総合支庁の役割を

しっかり果たしていく。 

 また、地域の創意工夫と創造力を活かし第３次山形県総合発展計画の着実な推進により、「伝統と革新が

融合した活力に富んだ新しいモデル」を創造し、活力溢れる地域の実現に向けた取組みを行っていく。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 地域の課題に柔軟かつ迅速に対応していくため、職員の意識改革とともに、効果的、効率的な組織

体制を検討する。 

(2) 事業効果を最大限に発揮できるよう、ＰＤＣＡサイクルの実践を通じて、その成果検証を行い、計

画的かつ効果的、効率的な事業執行に努める。 

(3) 県行政に対する理解向上を図るため、行政情報の発信力を高める。 

(4) 職員の接遇能力の向上を図り、県民サービスの向上と円滑な事務処理につなげていく。 

(5) 安全・安心に関する地域力の向上を図るため、地域の防災意識を高め自主防災組織の育成強化を図

るとともに、職員の危機管理能力を高める。 

 

 

 

 

ユーザー
テキストボックス
- 26 -



３ 平成２３年度の事業計画

 (1) 県有財産管理

  ア 行政財産

    庄内総合支庁で管理している行政財産は下表のとおりである。

    平成23年4月1日現在

名   称 建物延面積(㎡) 土   地(㎡) 備   考

庄 内 総 合 支 庁 11,622.53 25,760.31

庄内総合支庁分庁舎 2,383.62 10,215.22

庄内保健所鶴岡庁舎 1,786.19 3,351.21

農 業 技 術 普 及 課 1,391.70 6,974.14

農業技術普及課産地
研 究 室

4,817.54 106,942.00

酒田農業技術普及課 2,429.68 5,308.77

水 産 課 959.71 1,364.27

栽培漁業センター 7,539.11 38,595.56

眺 海 の 森 1,091.21 74,814.00

温 海 支 所 614.97 958.86

鶴 岡 分 所 1,930.28 3,966.20

酒 田 分 所 1,419.00 3,720.92

酒田分所北新町車庫 195.64 ―
敷地は教育財産(酒田西高定時制）。
除雪車両車庫として活用

余 目 詰 所 198.31 2,864.45

庄 内 空 港 事 務 所 2,221.90 1,253,133.39

動物管理センター 173.68 1,016.40

計 40,775.07 1,538,985.70
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　　イ　普通財産

　　　　庄内総合支庁で管理している普通財産は下表のとおりである。

　　　　　　　平成23年4月1日現在

建物延面積(㎡) 土　　　地(㎡) 棟　　　数 戸　　　数

三 川 460.65 2,921.53 3 5

小 計 460.65 2,921.53 3 5

(2,393.06) (2) (42)
4,109.71 3 68

4,773.45 4 84

三 川 2,874.80 5,228.54 3 57

(2,393.06) (2) (42)
11,757.96 10 209
(2,393.06) (2) (42)
12,218.61 13 214

田川地区 1,385.07 14,171.46 5 －

飽海地区 86.77 20,626.14 1 －

計 1,471.84 34,797.60 6 －

(2,393.06) (2) (42)
13,690.45 19 214

※　（　）内は借り上げ等で外数。

(2)　自動車管理

 庄内総合支庁（独立庁舎等を除く）で管理している公用車は下表のとおりである。

乗 用 車 小 型 貨 物等 軽 自 動 車 合 計

15 4 0 19

12 11 1 24

11 12 0 23

17 15 0 32

55 42 1 98

(3)　 庁舎及び施設の管理

　休日、夜間の庁舎管理は警備員(委託業者)が当っている。電気、電話、エレベーター設
備の保守点検及び庁内清掃、庭園管理等については、業者委託を行っている。

所 属

総 務 企 画 部

保健福祉環境部

産 業 経 済 部

計

建 設 部

計

その他
の普通
財産

12,090.63

7,778.92

25,098.09

62,817.22

28,019.62

　　　　  　平成23年4月1日現在

区　　　　分

一
般
公
舎

公　
　　
　　
舎

※　その他の普通財産とは、今後の利用が予定されてるが、利用開始時期に至っていない財産
  等で庄内総合支庁で管理を所管している普通財産。

ア
パ
│
ト

鶴 岡

酒 田

小 計

合　　　　計
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(4) 職員の健康管理・健康増進 

  各種健康診断を実施し、職員の疾病予防及び健康障害の早期発見を図るとともに、健診結果を職員の健康の保持 

増進のために活用し、健康管理の充実を図る。また、特定健診・特定保健指導により、メタボリック症候群の予防 

を効果的に実施しさらにはメンタルヘルスケア、長時間労働による健康障害対策、ＶＤＴ対策、喫煙支援について 

も充実を図る。 

(5) 職員の福利厚生事業 

  職員の健康増進及び職務能率の向上に資するため、各種事業を実施する。 

(6) 広聴・広報事業 

「対話と協調による明るい開かれた県政運営」の基本方針を踏まえ、県政への理解と協力を得るため、県民との 

対話集会、県政に対する意見、要望･陳情、相談等の対応窓口として、総合案内窓口を設置する等の各種事業を実施 

する。 

ア 県民との対話、交流事業 

 知事が直接県民に接し、県民の生の声を聞くため、「知事と語ろう 市町村ミーティングｉｎ（市町村名）」、「知

事室のほのぼのトーク」を開催する。 

   (ｱ) 「知事と語ろう 市町村ミーティングｉｎ（市町名）」 

知事が市町を訪れ、市町が抱える地域課題や県政に関わる課題等について、県民の声を把握し、県政に反映 

する。 

   (ｲ) 「知事室のほのぼのトーク・ほのぼの訪問」 

知事が、知事室や県民が活動している場所において、各分野において活動している団体やグループから、活 

動の現状や課題について、意見交換し、そこで得られた県民の「生の声」を県政に反映する。 

   (ｳ) 「地域ふれあい講座」 

職員が、住民主催の集会等に出向き、県が行う事業や最新の施策、制度等の情報提供を行うことにより、県 

     政等への理解を深めてもらうとともに、住民との対話により県政に対するニーズの把握に努め、地域の声を行 

政施策に反映させる。 

  イ 県民の声の把握 

 県政に対する意見や提言など幅広く県民の声を把握し、これらを県政に生かし、また、県政運営の参考にする。 

   (ｱ) 「県政ご意見箱」、「県政直行便」 

     広く県民から県政に対する建設的で創造的な意見や提言を求め、今後における県政運営に反映させるため、 

    「県政ご意見箱」をロビーに設置する。また、意見提出における県民利便性を高めるため、料金受取人払いの 

    はがき「県政直行便」をロビー、総合案内窓口に設置する。寄せられた意見や提言については、知事への手紙 

    と同様、関係部局を通して、県政への反映に努めるなど有効に活用する。 

   (ｲ) 陳情･要望の処理 

     陳情要望書については、関係部局において適切な対応がなされるよう努める。特に知事に対する陳情要望書 

    については、要望事案に対する県の対応状況や今後の課題などの整理も含めて本庁総務課を通して処理する。 

  ウ 県民相談 

    県民から寄せられる苦情や相談などに対応する窓口として総合案内窓口を置き、常時担当者が対応にあたる。 

エ 地域からの情報発信 

 県ホームページを活用し、庄内地域の話題を県内外に情報発信するとともに、県政広報テレビ・ラジオを活用 
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   し、地域における行政施策や地域づくりに向けた様々な取組みを紹介する。 

  オ パブリシティ 

    行政の様々な情報を地域に積極的に提供し、また、地域の意見等を総合支庁の事業や施策に反映させるため、 

庄内支庁記者会と連携を図りながら「総合支庁長記者懇談」「記者発表」「投げ込み」等を行う。 

 (7) 危機管理対策の推進 

  ア 山形県危機管理要綱を周知・徹底する。 

イ 庄内総合支庁危機管理連絡調整会議を機動的に開催する。 

ウ 職員の危機意識及び危機対応力の向上のため、職員研修・情報提供を行い、また、関係部所による研修の実施

を推進する。 

エ 各種危機対応マニュアルの見直しを推進する。 

オ 関係機関との連携を強化し、緊急事態における情報の共有化と迅速な対応の徹底を図る。 

 (8) 防災対策の推進 

ア 地震・津波災害対策の推進 

 (ｱ) 災害対策本部庄内支部活動マニュアル及び地震等大規模災害発生時の職員用行動の手引き（いずれも平成23

年度版）を作成のうえ、全職員に周知徹底し、災害発生時における活動要領の定着を図る。 

 (ｲ) 大規模災害発生時における職員の対応力向上のため、各種防災訓練及び防災情報システム操作研修を実施す 

る。 

   (ｳ) 市町、消防、警察等防災関係機関との連携強化のため、庄内地域地震・津波等災害対策連絡協議会の開催と 

運営を行う。 

   (ｴ) 沿岸市町と県の合同津波避難訓練を実施する。 

   (ｵ) 地域住民に対し地震・津波に関する防災・減災対策の普及を図るため、地域ふれあい講座などを通じて啓発

活動を実施する。 

イ 市町地域防災体制の強化 

   (ｱ) 大規模災害発生時における市町との連携を強化するため、合同の防災訓練を実施する。 

   (ｲ) 市町の地域防災計画の改定を支援する。 

ウ 石油コンビナート等防災対策の推進 

 石油コンビナート等特別防災区域における防災対策に万全を期すため、関係機関に対し安全管理の周知徹底を

図るとともに、防災体制の強化を目的とする山形県石油コンビナート等防災訓練の実施と、同防災計画の改訂に

参画する。 

 (9) 国民保護対策の推進 

ア 国民保護法に基づく市町国民保護協議会の委員として助言等を行う。 

イ 市町の国民保護計画の改定を支援する。 

（10）各種防災訓練及び消防対策の推進 

 市町・消防機関及び消防協会等が実施する各種訓練や消防操法大会への参画を通し、消防防災関係機関との連携

強化と住民の防災意識の向上を図る。 

大 会・訓 練 期 日 場 所 

春季消防演習 ５月 各市町 
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消防操法大会 ８月７日 消防学校 

山形県石油コンビナート等防災訓練 ８月(予定) 酒田市 

 

 (11)  保安対策の推進 

ア 許可・届出等の適正な事務遂行 

高圧ガス、液化石油ガス、火薬類の製造・貯蔵・販売・取扱い、猟銃等の製造又は販売の事業にかかる許認可

及び電気工事業の業務にかかる登録等の事務を適正に執行する。 

イ 保安検査・立入検査・輸入検査等の実施 

前記の事業者に対し、その製造所・火薬庫等において保安検査を、営業所・消費場所等において立入検査等を

実施する。また、酒田港国際ターミナルにおいて、高圧ガス・火薬類の輸入検査を実施する。 

  ウ 指導・研修の実施 

    事業者等に対し、安全確保のための業務の適正な実施について、立入検査及び講習会などを通して指導を行う。 

 (12)  交通安全対策の推進 

庄内地方交通安全対策協議会を推進母体として、管内市町、関係機関及び団体との連携を密にしながら「山形 

路いつも心に思いやり」県民運動の実施、及び春・夏・秋・年末に実施される交通安全県民運動と高齢者の交通

事故防止キャンペーンを積極的に展開し、交通安全意識の高揚と定着化を図る。 

ア 交通安全教育の推進 

交通安全専門指導員を配置（2 名）し、交通安全教育及び交通安全思想の普及徹底に当たるとともに、市町に

配置されている交通安全専門指導員の研修を実施する。 

イ 交通事故相談員を配置（1名）し、事故相談者に対する助言を行う。 

ウ 庄内地方交通安全母の会連合会の運営 

 (13)  安全で安心なまちづくりの推進 

    「安全で安心なまちづくり」の推進に向け、地域住民、関係団体等が協力・連携し犯罪防止のための自主的な 

活動の推進を図るとともに、防犯に配慮した生活環境の整備を推進する。 

ア 防犯指導者講習会(スキルアップセミナー)等の開催 

(14) 消費者行政の推進 

ア 消費者相談・消費者啓発 

庄内消費生活センターに消費生活相談員（1名）を配置し、消費者からの相談、苦情に適切に対処するととも 

に、平成23年度から啓発活動を更に強化するため消費生活啓発員（1名）を新たに配置し、行政、関係機関・団

体との連携を密にし、地域における消費者啓発運動の強化を図る。 

イ 地域消費者団体の指導育成 

 (15) 出納事務 

 ア 管内公所会計事務研修会 

   財務会計事務処理上留意すべき事項などの指導助言により、財務会計制度の充実強化に努める。（10月予定） 

 イ 会計事務実施指導検査 

   財務会計事務の適正な執行を期するため、地方自治法第149条5号及び財務規則第24条の規定により検査の 

重点事項を定め実施する。 
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   実施指導及び検査項目は、原則として平成23年度における検査月までの分の全般の項目にわたり実施し、特 

  に次の項目について重点的に行う。 

   ・収入事務（特に未収金の債権管理状況） 

・支出事務（特に所属出納員の支出負担行為の審査確認状況) 

・契約事務（特に条件付一般競争入札、長期継続契約の執行状況） 

・物品事務（特に物品管理簿による管理状況） 

・物品調達事務及び履行確認 

   

 

 

 

 

 

 

 

ユーザー
テキストボックス
- 32 -



ユーザー
テキストボックス
- 33 -



年 間 事 業 予 定 表 
 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 備考 

総

務

係 

・支庁長訓示 

・庄内地域行政連絡協議会 

・地域ふれあい講座メニュ

ー選定 

・事務概要作成、各種名簿

作成 

・庁舎管理・公舎管理等各

種委託契約関係事務 

・行政財産目的外使用許可 

・修繕計画の策定、修繕予

算の配分 

・県有財産等現地調査 

・庁舎管理、公舎管理業務 

 修繕業務 

・公有財産現況調

書作成 

 

 

 

・公舎入居時検査 

 

・事業実績作成 

・文書の引継ぎ及び

廃棄 

 

 

 

 

・夏のエコオフィス 

運動実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・次年度指定修繕現

地調査 

 

 ・除排雪経費配分 

・庁舎・公舎の冬期

間対策業務 

・構内除雪委託契約 

・消防訓練 

 

 

・冬のエコオフィス 

運動実施 

・文書廃棄 

 

・支庁長の年頭の 

あいさつ 

 ・支庁配置図作成 

・文書廃棄 

・次年度委託業務指

名審査会・入札 

・公舎の抽選会・退

居検査 

・支庁長記者懇談（毎月） 

・庄内総合支庁ニュース 

（ＨＰ毎月更新） 

・告知ラジオ放送（週 

 ２本） 

 

職

員

係 

・辞令交付 

 

・庄内地区健康増

進 委員 会幹 事

会、委員会 

・定期健康診断 

 (特定健診・特殊

健診) 

・給与監査 

 

 

 

・組織改革の展望 

・退職後のライフプ

ランセミナー 

・定期健康診断結果

説明会 

 

 

・人間ドッグ 

・共済組合員証検認

事務 

 

・定期健康診断（未

検者） 

 

・婦人科検診 

 

 

 

・特定保健指導 

・ニューライフセミ

ナー 

・扶養者総合検診 

 

 

 

 

  

・年末調整事務 

・ＶＤＴ精密検査 

 

 

・特殊業務健康診断 

 (２回目) 

 

 

 

 

・人事異動関係事務 

 

・退職準備セミナー 

 

 ・辞令交付  

予

算

係 

 

・５月補正予算事務 

 

 

 

 

・決算統計事務 

・監査関係事務 

 

 

 

６月補正予算事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予備監査 

 

・地域議員協議会 

（第１回） 

 
 
・９月補正予算事務 
 

 

・本監査 

 

 

 

 

・当初予算 

ヒアリング 

 

 

 

・予算編成方針説明 

・当初予算関係事務        

 

・地域議員協議会 

（第２回） 

 

 

 

 

 

 

・２月補正予算事務 

 

 

・当初予算財政課

長、総務部長調整 

 

 

・当初予算知事査定 

・予算概要説明会 

  

防

災

安

全

担

当 

 

・災害対策庄内支部活動マ

ニュアル改訂 

・災害時の職員行動の手引

き作成、配布 

・災害対策庄内支部事務局

員職務命令交付 

・国民保護対策庄内支部活

動マニュアル改訂 

・危機管理連絡調整会議 

（随時） 

・災害時市町派遣職員リス

ト作成 

・市町助成事業配分（消防） 

 

・保安立入検査（高圧ガス） 

 

 

・保安立入検査（火薬類） 

 

・防災行政通信ネ

ットワーク関連

機器取扱研修 

 

 

 

 

 

 

 

・地震津波等災害対

策連絡協議会 

・防災情報システム 

操作研修会 

 

 

 

 

 

 

 

・消防関係表彰手続  

 き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保安・立入検査 

（液石） 

 

 

・地震津波等災害対 

策連絡協議会津波 

部会 

 

・沿岸市町合同津波 

避難訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・庄内総合支庁防災 

訓練 

 

 

 

 

 

 

・消防関係表彰 

 

・危険物運送車両路

上取締 

 

 

 

 

 

・立入検査  

 （武器等製造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・立入検査（電気） 

 

 

 

 

 

 

・緊急連絡網、緊急 

車両保有状況調査 

・災害年報報告 

 

 

 

 

 

 

・火災統計（毎月） 

・気象情報伝達（随時） 

・緊急登庁訓練（無通告） 

・支部室設置訓練 

生
活
安
全
担
当 

・新入学児童啓発活動 

 （管内３箇所） 

・交通安全教室（通年） 

・消費生活弁護士相談 

     （毎月１回） 

 

 

 

 

・地域防犯協会連合会総会 

・交通安全広報の実施 

 (かもしか号、庁内放送) 

・消費生活相談業務 

・消費生活啓発業務 

・交通事故相談業務 

・職員による街頭

啓発活動 

 （三川町） 

・庄内交対協委員 

 幹事合同会議 

・春の交通安全県

民運動 

 

・飲酒運転撲滅強化

旬間 

・明るいやまがた夏

の安全県民運動 

・庄内地方交通安全

対策協議会幹事会 

・夏の安全運転ふれ 

あい活動 

・交通安全街頭指導

啓発 

・秋の交通安全県民 

運動 

・交通事故死ゼロを

目指す日合同街頭

啓発（酒田市） 

・職員による街頭啓 

発活動（三川町） 

・高齢者の交通事故

防止推進強化月間 

 ・年末の交通安全県

民運動 

 

 ・庄内地方交通安全

対策協議会幹事会 

 

 

 

出
納
室 

    

 

・管内公所事務指導 

 

 

 ・庄内地区会計事務

研修会 
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税 務 課 
 課税第一担当、課税第二担当、課税第三担当、納税担当、管理担当の 5 担当及び、収納担当（押切駐在）

で、個人県民税、法人県民税、個人事業税、法人事業税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区

税、自動車取得税、軽油引取税、狩猟税及び産業廃棄物税の 12税目に関する事務を分掌している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

(1) 税務行政の公平・適正な執行と納税意識の啓発・納税秩序の確立 

    税務職員は、県税の役割とその重要性を十分認識し、常に公平・適正な賦課徴収を行うことにより税

収の確保に努めるとともに、自主納税の推進と滞納処分の厳正かつ効率的な執行を図ることによって、

納税意識の啓発と納税秩序の確立に努める。 

(2) 信頼される税務行政の推進と綱紀の保持 

税務職員は、納税者に対しては、常に誠実な態度で応接し、適切な指導助言を行い、信頼される税務

行政の推進に努めるとともに、業務の執行にあたっては、県民全体の奉仕者としての自覚と誇りを持

ち、県民の指弾を受けることのないよう、綱紀の保持に努める。 

(3) 税務行政の効率化と組織の活性化 

税務職員一人ひとりが自らの能力を活かすとともに、組織として総合力を発揮し、専門化・複雑化す

る税務行政の効率的かつ効果的な執行に努める。また、管理職員等を中心に人を育む職場環境の整備

に努めるとともに、職員が互いに協力し合いながら、また、互いに意欲と能力を高め合いながら組織

の活性化を図っていく。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 県税収入の大きな割合を占める個人県民税の収入確保に向けた市町との連携強化 

(2) 計画的・効率的な滞納整理の実施による県税収入未済額圧縮の推進 

(3) 公平、適正な課税を推進するため、課税担当における調査の強化 
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調定額 調定伸長率 収入済額 収入率 専決後予算 Ｈ21決算比

個 人 県 民 税 7,735 93.4 5,570 73.3 27,701 91.3

法 人 県 民 税 703 115.4 692 97.9 3,757 111.8

県 民 税 利 子 割 695 85.8

個 人 事 業 税 165 91.4 152 91.9 820 90.7

法 人 事 業 税 1,998 88.4 1,984 98.6 11,374 86.1

地 方 消 費 税 11,951 106.9

不 動 産 取 得 税 448 91.0 436 97.2 2,081 91.1

県 た ば こ 税 2,054 102.0

ゴルフ場利用税 49 100.0 37 76.4 149 93.1

自 動 車 税 3,857 - 3,795 98.8 16,703 97.5

鉱 区 税 2 89.6 2 100.0 5 90.7

自 動 車 取 得 税 389 - 384 98.8 1,761 79.3

軽 油 引 取 税 2,649 99.5 2,262 85.4 10,312 100.8

狩 猟 税 5 90.6 5 100.0 29 87.9

産 業 廃 棄 物 税 4 皆増 4 100.0 158 109.0

旧 法 に よ る 税 2 80.6 0 28.5 0 皆減

合　　　計 18,007 94.6 15,424 85.6 89,550 95.3

平成２２年度 県税の状況

（23年3月末現在）
（単位：百万円、％）

税　　　目
庄内総合支庁 山形県
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地域振興課 
 地域振興課では、地域振興、地域交通、住民活動支援、文化振興、宗教法人、市町行財政、選挙等に関す

る事務を担当している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

   平成 22年 3月策定の第 3次山形県総合発展計画・庄内地域の発展方向の実現に向け、同計画の短期ア

クションプランに掲げられた施策の着実な推進を図ることを基本として、23年度の部局運営プログラム

に基づき、重点施策の目標達成のため、適切なＰＤＣＡ管理を行う。 

   また、個別事業の実施にあたっては、現場主義を徹底し、ニーズを正確に把握するとともに、市町・

ＮＰＯ・関係団体等との協働により地域一体となった事業展開を図る。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 文化や資源を活用してコミュニティの再構築や賑わいの創出を図り、愛着を持って暮らせる社会を創 

造する。 

(2) 公益活動をリードする人材の育成と活動の普及・促進を図り、安心して暮らせる地域づくりを推進す 

る。 

(3) 映画の誘致や情報発信、映画文化の振興などにより映画をテーマとした地域の活性化を図る。 

(4) 庄内地域と隣接する秋田・新潟との広域交流の拡大を促進する。  

 

３ 平成２３年度の事業計画 

(1) 庄内地域の重要事業の推進と地域プロジェクトの推進 

   庄内地域の重要事業を推進するため、市町、庄内広域行政組合、庄内開発協議会等関係団体との連携 

  調整にあたるほか、地域における社会資本の効率的、重点的な整備の推進のため、ＰＤＣＡサイクルの 

運営などにより総合的な調整を行い、庁内各課が連携して地域プロジェクトの推進を図る。 

(2) 広域連携の推進 

  庄内地域と県境を接する秋田県由利地域、新潟県村上岩船地域と連携して地域情報の発信等を行うな 

 ど、交流人口、相互交流拡大のための取組みを進める。 

(3) 空港及び高速道路の利用促進 

 ア 庄内空港の利用促進 

   庄内空港利用振興協議会と連携を図り、利用拡大の取組みを推進するとともに、利用者の利便性向 

   上のため、航空会社に運航拡充の働きかけを行う。 

イ 高速道路の利用及び整備の促進 

    日本海沿岸東北自動車道建設促進庄内地区期成同盟会が取組む高速道路の整備促進に向けた事業に

協力する。 

(4) 離島振興の推進 

   離島間の多様な交流を継続し、ネットワークの強化を図るとともに、島民、大学、NPO、行政等により 

構成する協議会を設置し、合意形成のもと一体となった事業展開により離島振興を図る。 
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 (5) 庄内地域の発展に向けた取組みの推進 

  第３次山形県総合発展計画、庄内地域の発展方向の実現に向けて、庄内地域短期アクションプランに 

 基づく事業の着実な推進を図る。 

(6) 公益の心のふるさと創りの推進 

  公益をキーワードとする地域づくりを一層推進するため、多様な主体による情報交換を行う「公益の 

 ふるさと協働フォーラム」の運営を行うとともに、東北公益文科大学及びＮＰＯ、小・中・高校等と連 

 携しながら、各種公益活動への支援や児童・生徒への公益学習の普及・啓発を図るなど、公益の心のふ 

 るさとにふさわしい人づくり、地域づくりを進める。 

  (7) 多様な人材が活躍できる環境の整備 

   生涯学習施設「里仁館」に対し、地域の自然や文化、歴史などを学ぶ講座の開設を委託し、多様な人 

  材が地域の中で活躍できる環境の整備を推進する。 

(8) 食・映画・景観を活用した地域活性化の推進 

  地域に点在する食や映画、景観などの良好な資源を磨き上げ、結び付けて活用する取組みを関係団体 

が連携して実施し、来訪者の拡大や地域特産物の販路拡大など地域活性化を図る。 

(9) 国際交流・協力の推進 

  山形県国際交流協会等と連携し、青年海外協力隊事業への協力を行うとともに、地域の国際交流活動 

の推進に協力する。 

(10) 地域コミュニティ活性化の推進 

   地域資源を活用した取組みにおける課題の解決方策を検討するとともに、市町村の枠を越えた広域的 

な取組みを支援することにより地域コミュニティの活性化を図る。 

(11) 沿岸域の総合利用の推進 

  県や関係市町等により構成する山形県沿岸域総合利用推進会議を開催し、沿岸域情報の発信やソフト 

事業支援等を行い、沿岸域の総合的な利用の推進を図る。 

(12) 市町の適正な行財政運営の推進 

ア 地域主権に対応した行政体制の整備、行財政改革の徹底等により、適正な行財政運営を行うよう助 

 言するとともに、地域諸課題への支援を行う。 

  イ 投資的経費に充てる財源として山形県市町村振興資金を貸し付け、市町行財政の円滑な運営に資す 

る。 

(13) 選挙事務の適正な管理執行 

ア 平成 23年 4月 29日任期満了の山形県議会議員選挙に当たり、適正な管理、事務執行を行うととも 

に、各市町で執行する各選挙について、適正な執行が行われるよう助言する。 

イ 明るい選挙推進のため各種啓発事業を行う。 

 (14) 雇用基金事業を活用した地域振興の推進 

ア ＮＰＯ等によるまちづくり支援事業 

    ＮＰＯ等が行う特色あるまちづくり活動を支援し、地域力の向上を図る。 

イ 地域資源等情報発信事業 

    庄内の地域資源と地域活動を紹介するホームページを構築することで、より広く県内外に情報発信

し、庄内地域の認知度向上を図る。 
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  ウ 飛島コミュニティ再生応援事業 

    飛島で活動する団体等で構成する協議会を運営するコーディネーターを配置し、飛島振興に向けて

一体となった事業展開を図る。 

エ 「映画のまち」づくり支援事業 

  映画を核とした地域づくりを推進するため、庄内の美しい風景、多くの映画ロケ地としての知名度 

及び様々な映画資源を活用して地域の活性化を図る。 

  オ 「むかえびと」態勢整備事業 

    映画「おくりびと」を契機に、ロケ地周辺の街並みの保全や地域の活性化を図る。 

  カ 脱温暖化社会構築研究支援事業 

    東北公益文科大学が取り組む脱温暖化社会構築研究の効果的な実施を支援し、地域における脱温暖

化システムの構築を促進する。 
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保健企画課 
総務係、感染症対策担当、健康企画・調整担当、医薬事担当の 1 係 3 担当で、部内の企画調整及び予算経

理、課内の庶務、地域保健医療計画の推進、がん・生活習慣病予防対策、栄養・健康づくり対策、感染症・

結核対策等感染症予防対策、医療・薬事の監視・指導、献血の推進、薬物乱用防止対策、保健衛生・社会保

障統計、人口動態統計等に関する事務を分掌している。 

 

１ 平成２３年度基本方針 
「第 5 次山形県保健医療計画」の着実な推進を図るため、庄内地域の医療機関相互の連携推進、医療と福

祉の連携強化、救急医療体制の整備など、県民誰もが、いつでもどこでも適切な保健・医療・福祉サービス

を受けられる保健医療提供体制の整備を進める。 

また、地域における少子・高齢化の進展や疾病構造の変化等を踏まえ、市町、関係機関・団体と連携し「山

形県健康増進計画」の目標実現に向け、がん・生活習慣病予防対策や栄養改善・健康づくりを積極的に推進

する。 

国際化の進展に伴い海外由来の感染症等への迅速な対応が求められていることを踏まえ、新型インフルエ

ンザへの対応を含め円滑な感染症危機管理対策を推進する。 

地域保健・医療及び公衆衛生に理解のある医師の養成･確保のため、臨床研修指定病院に協力し地域保健研

修や医学生の現場実習を実施するとともに、管内市町の地域保健従事者の資質向上のための支援を実施して

いく。 

医療や医薬品等の安全に関する地域住民の関心が高まってきており、医療等の安全・安心を確保するため、

医療機関・薬局等への立入検査を強化していく。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 日常生活と高齢者を支える医療・福祉協力体制の充実 

  ア がん予防対策の推進 

  イ 医療・福祉の連携強化の推進 

  ウ 入浴事故防止の普及啓発 

  エ 保健師現任教育体制整備の推進 

(2) 庄内二次保健医療圏における地域医療の充実と医療等の安全・安心の確保 

  ア 保健・医療サービス提供体制の整備 

  イ 医師臨床研修における保健所プログラムの効果的な実施 

  ウ 医療機関の指導、薬事・毒物劇物監視等による関係法令の遵守徹底及び住民の安全確保 

(ｱ) 病院・診療所等の立入検査の実施による適正医療の確保 

(ｲ) 薬局・医薬品販売業者等の立入検査の実施による医薬品の適正管理及び適正販売の徹底 

(ｳ) 毒物劇物登録業者の立入検査の実施による毒物劇物の適正管理及び適正販売の徹底 

エ 救急医療体制の整備確保 

(ｱ) 庄内地区におけるメディカルコントロール（ＭＣ）体制の整備・充実 
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(3) 健康づくりと栄養改善の推進 

ア 生活習慣病の予防及び栄養改善、食育の推進 

(4) 感染症・結核対策の推進 

ア 感染症危機管理体制の整備充実 

イ 感染症の正しい知識の普及及び予防啓発 

ウ 結核に関する予防対策及び適切な患者支援の推進 

 

３ 平成２３年度の事業計画 

(1) がん予防対策事業の推進 

  ア 働く人のがん検診受診向上研究事業 

(ｱ) がん検診受診向上研究会の開催 

   (ｲ) がん検診受診向上モデル事業（庄内町）の効果検証 

  イ がん検診受診促進企業連携事業 

(ｱ) 企業との連携による受診促進事業 

   (ｲ) エリア集中型受診促進事業 

(2) 庄内地域保健医療協議会の開催及び計画進捗状況の検証 

(3) 医療・福祉の連携強化の推進 

  ア 地域で支える在宅療養実証事業の実施 

  イ 在宅医療推進会議の開催 

  ウ 在宅医療従事者研修会の開催 

(4) あんぜんおふろ普及拡大事業の実施 

  ア 入浴事故の実態・予防に関するキャラバンの実施 

  イ 消防署等との協働による普及啓発 

  ウ 入浴事故予防研修会の開催 

エ 入浴事故実態調査の実施 

(5) 庄内地域保健師現任教育体制整備の推進 

  ア 保健師統括者会議の開催 

  イ 保健師等を対象とした研修会の実施 

(6) 庄内保健所保健師現任教育体制整備の推進 

  ア 保健師教育ワーキングチームによる検討・整備 

  イ 庄内保健所保健師現任教育訓練の実施 

 ウ 保健師業務研究会の実施 

(7) 市町等支援研修事業の実施 

(8) 医師等確保・養成のための研修・実習受入 

  ア 医師臨床研修庄内保健所プログラムの実施 

  イ 地域医療実習受入事業の実施 

  ウ 医学生・看護学生・管理栄養士養成課程学生実習の実施 
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(9) 健康増進対策 

  ア 山形県健康増進計画の推進   

  イ 地域・職域連携推進事業 

   (ｱ) 庄内地域健康づくり協議会の開催 

   (ｲ) 職域の健康づくり研修会の開催 

  ウ 生活習慣病対策事業 

   (ｱ) がん・生活習慣病予防出前講座の開催 

   (ｲ) 栄養・食生活関連業務研修会の開催（年 2回） 

   (ｳ) 健康運動指導者研修会の開催（年 1回）（Ｈ23：最上地域会場） 

  エ 喫煙対策総合推進事業 

   (ｱ) 受動喫煙防止対策の推進 

   (ｲ) 禁煙支援の充実 

   (ｳ) 未成年者の喫煙防止の推進 

  オ 歯科保健推進事業 

   (ｱ) 山形県歯科保健計画の推進 

  カ 特定給食施設等に対する栄養管理指導 

  キ 栄養改善推進指導 

   (ｱ) 市町等栄養改善事業に対する支援・指導 

   (ｲ) 栄養基準表示制度、虚偽・誇大広告の禁止制度、外食料理栄養成分表示に関する普及啓発 

   (ｳ) 管理栄養士・栄養士免許に関する事務 

   (ｴ) 栄養・食生活関係団体の育成 

   (ｵ) 食育（栄養・食生活関連）の推進・啓発・支援 

  ク 国民健康･栄養調査 

  ケ 保健事業 

   (ｱ) 健康増進法に基づく保健事業の推進 

   (ｲ) 健康増進事業評価検討会の開催（年 2回） 

  コ 石綿による健康被害救済制度の普及啓発 

   (ｱ) アスベスト健康相談・健康被害の救済申請窓口 

   (ｲ) 特別遺族弔慰金に係る制度の周知 

(10) 保健衛生･社会保障統計調査 

  ア 定期調査 

 人口動態調査、病院報告、医療施設動態調査、国民生活基礎調査、社会保障・人口問題基礎調査、

地域保健・健康増進事業報告 

  イ 不定期調査 

    医療施設静態調査、患者調査、受療行動調査 

(11) 庄内地区衛生組織活動への支援 

  ア 庄内地区衛生組織指導者の育成 

(ｱ) 庄内地区衛生組織指導者研修の実施 
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(ｲ) 山形県衛生組織連合会主催指導者研修会への参加 

  イ 環境美化意識の啓発 

    川・海・山をきれいにするポスターコンクールの実施 

(12) 感染症対策 

  ア 感染症危機管理体制の整備充実 

   (ｱ) 山形県新型インフルエンザ対策行動計画等に基づいた各種対策の検討・実施  

   (ｲ) 庄内地域新型インフルエンザ対策（医療・保健）連絡会議の開催 

(ｳ) 天然痘、インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）等社会的に影響の大きい感染症の発生に備えた対策行動マ 

ニュアル等の作成 

(ｴ) 麻しん発生予防及びまん延の防止 

   (ｵ) 庄内地域感染症情報ネットワーク事業による関係機関との情報の共有 

   (ｶ) 感染症患者発生に備えた対応訓練等の実施 

  イ 予防及び防疫対策 

   (ｱ) 感染症に関する正しい知識の普及、予防啓発、情報提供及び相談対応 

   (ｲ) 感染症発生動向調査事業（感染症サーベイランス）による情報の収集・提供 

   (ｳ) 感染症発生時の患者等への疫学調査、健康診断の実施及び保健指導 

   (ｴ) 感染症の集団発生予防のための研修会の開催  

  ウ 予防接種対策 

   (ｱ) 予防接種に関する情報の収集・提供、相談対応 

   (ｲ) 麻しん予防接種率の把握及び接種の積極的な勧奨・啓発 

  エ 後天性免疫不全症候群対策事業 

   (ｱ) ＨＩＶ検査普及週間における夜間検査の実施 

   (ｲ) 世界エイズデーキャンペーンの実施 

   (ｳ) 事業所等における健康教育研修会の開催 

   (ｴ) エイズ相談・検査の実施（毎週火曜日午前 9時 30 分～12 時 00 分） 

  オ 性器クラミジア感染症、Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎対策 

    相談・血液検査の実施（毎週火曜日午前 9時 30 分～12 時 00 分） 

(13) 結核対策 

  ア 患者支援 

   (ｱ) 新規登録時及び随時の訪問指導 

   (ｲ) 医療機関との連携による治療状況の把握 

(ｳ) 治療完遂のためＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）による服薬支援 

   (ｴ) 管理検診の実施 

   (ｵ) 定期病状報告による情報管理 

  イ 接触者健康診断の実施 

   (ｱ) 患者の家族や接触者を対象とする健康診断の実施 

   (ｲ) 事業所や施設等において集団感染が疑われる場合の集団健康診断の実施 
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  ウ 予防対策 

   (ｱ) 社会福祉施設等を対象とした研修会の開催 

   (ｲ) 結核予防週間における予防啓発事業の実施 

  エ 感染症診査協議会の開催 (月 2 回程度) 

  オ 結核医療費の公費負担申請事務 

  カ 結核予防費補助金の交付事務 

  キ 感染症発生動向調査事業（結核）による情報の収集・提供 

(14) 地域救急医療対策の推進 

  ア メディカルコントロール体制の推進 

  イ 救急医療に関する啓発事業の実施 

(15) 医療機関等の指導 

ア 病院、診療所、施術所、歯科技工所等の立入検査の実施 

イ 医療関係法令に基づく医療機関等の開設許可、届出受理の事務 

ウ 医療従事者の免許申請受付事務 

(16) 骨髄バンク登録業務等の推進 

ア 骨髄移植の推進を図るため、骨髄提供希望者の献血会場での啓発及び受付推進 

イ 移植医療関係団体と連携し、啓発活動の実施 

(17) 医薬品・毒物劇物の安全確保対策等 

ア 医薬品・毒物劇物の安全確保を図るため、薬事関係施設・毒物劇物営業施設等への立入検査の実施 

イ 薬事法に基づく薬局、医薬品販売業等に係る許認可等事務 

ウ 毒物及び劇物取締法に基づく登録等事務 

エ 「薬と健康の週間」(10 月)等を通じて、医薬品の適正使用など薬事知識の普及啓発 

(18) 麻薬・覚せい剤等管理の適正化と薬物乱用防止啓発活動の推進 

ア 麻薬・覚せい剤施用機関及び取扱施設への立入検査の実施 

イ 麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬取扱者の免許関係事務 

ウ 大麻・けし不正栽培防止を図るため巡回監視の実施 

エ 関係機関等と連携し、薬物乱用防止啓発運動の実施 

(19) 血液確保対策の推進 

ア 市町及び血液センターとの連携を図り、効果的な献血事業の実施 

イ 献血推進員による協力団体等の確保と献血思想の普及啓発の実施 

ウ 円滑な移動採血事業を実施するため、市町献血担当者会議の開催 
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生活衛生課（検査室） 
食品衛生担当、乳肉衛生管理担当、営業衛生担当及び検査室で構成され、食品に関する安全確保、飼い犬

を含む動物愛護及び管理に関する適正化、水道事業や生活衛生に関する衛生確保、試験検査等の事務を分掌

している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 
 食品及び関連する営業並びに生活環境に関する営業などの衛生上の安全確保は、住民の健康に深く関わる

ものであり重要である。 

最近の食品を取り巻く環境を見ると、食品の偽装表示、薬物混入、残留農薬問題、ノロウィルスやフグ毒、

キノコなど自然毒による食中毒の発生、営業衛生にあってはレジオネラ菌による健康被害の発生等多くの問

題がある。 

 住民のライフスタイルの変化、食品流通の広域化等が進む中、これらの問題に柔軟に対応して生活衛生に

関する住民の安全・安心を確保するため必要な事業を計画的に実施する。 

 また、山形県動物愛護管理推進計画に基づき、動物愛護精神の醸成、動物の適正飼養に関する啓発等によ

り、動物と共生するための環境整備を推進する。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 
(1) 食中毒事故未然防止のため、食品等事業者に対し監視指導・収去検査を行う。 

(2) 衛生的な食品の取扱い、適正な食品表示等に関する衛生講習会・啓発事業を行うとともに、平成 23 年 

4 月 1 日付けで施行された食品衛生法施行条例の改正内容について周知を図る。  

(3) 動物愛護、動物の適正飼養等についての啓発を推進する。 

(4) 飲料水の安全を図るため、水道施設立入検査等の事業を行う。 

(5) 入浴施設のレジオネラ症防止対策の指導を強化する。 

 

３ 平成２３年度の事業計画 
(1) 食品衛生事業 

ア 食品衛生監視指導 

    山形県食品衛生監視指導計画に基づき、管内における具体的な監視計画を策定し、100％の監視指導

件数を確保する。 

  イ 食品製造業に対する重点監視 

    製造施設におけるＨＡＣＣＰ（危害分析・重要管理点方式）の考え方に基づく衛生管理を推進する

とともに食品の規格基準の遵守について指導を強化する。 

  ウ 食品の流通・販売店に対する監視指導 

    流通・販売店において、不潔・異物混入等の不良食品や保存基準及び表示基準に違反する食品の排

除に努めるとともに、食品の取扱い等について指導啓発を行う。 

  エ 適正な食品表示の確保 

 11 月を「食品適正表示推進月間」として、食品等事業者等の監視指導を強化するとともに、食品等
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事業者・消費者に対する研修会等を開催し、食品表示制度や適正な表示について普及啓発を図る。 

オ 食中毒防止対策 

 (ｱ) 旅館・仕出し・弁当調製施設等の多食提供施設に対し、計画的に監視指導を実施する。 

 (ｲ) 学校、病院及び福祉施設等の集団給食施設に対し、関係機関との連携を図り衛生指導を行う。 

   (ｳ) 「食中毒予防月間」、「食肉衛生月間」、「きのこ中毒予防月間」、「食品・添加物の年末一斉取締り

月間」に営業者に対する指導を強化するとともに、消費者に対しても食品衛生に関する啓発活動を

積極的に行う。 

  カ 食品の収去検査 

    食品収去検査の年間計画を策定し、収去検査の充実を図るとともに、得られた検査結果を監視指導

に積極的に活用する。 

キ 大規模食品製造施設の重点監視 

  大規模な食品製造施設等に重点的な監視を行う等、広域流通食品の安全確保に関する指導を行う。 

ク 食品等事業者の自主的な衛生管理体制等の推進 

  鶴岡地区及び酒田地区食品衛生協会の組織強化と食品衛生指導員の活動を促進し、食品営業施設の

衛生確保並びに食品衛生責任者による自主管理体制を推進する。 

ケ 井戸水等使用食品営業施設への指導強化 

  「井戸水等を使用する食品関係施設の衛生指導要領」に基づき、当該営業施設に対する監視指導を

強化し、井戸水等に起因する事故を未然に防止する。 

(2) 調理師に関する事業 

 調理師免許関係事務（免許申請、各種変更手続き及び受験事務）及び地区調理師会の指導育成を行う。 

(3) 乳肉衛生事業 

  ア 乳・乳飲料及び乳製品等に関する安全性確保のため、営業施設への監視指導を強化し、定期的に収

去検査を実施する。 

  イ 食肉及び食肉製品等の安全性を確保するため、9 月の「食肉衛生月間」を中心とした監視指導・収

去検査を計画的に実施する。 

  ウ 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、食鳥が適正に処理されるよう食鳥   

処理施設への定期的な監視指導を実施する。 

  エ 魚介類及びその加工品を取扱う営業施設に対し、計画的に監視指導を実施して魚介類等の衛生確保

を図る。特に魚介類せり売営業者に対しては、定期的に監視指導を行う。 

  オ フグによる食中毒を防止するため、「山形県フグ取扱い指導要綱」に基づき関係営業者に対する指 

導を徹底する。 

(4) 狂犬病予防事業 

  ア 市町及び獣医師会が実施する犬の登録、狂犬病予防注射業務に協力し、業務の徹底を図る。 

  イ 犬による咬傷事故及び危害発生並びに近隣住民への迷惑や環境汚染の未然防止を図るため、飼い主

へ適正管理の指導を行うとともに、リーフレットの配布や広報車による広報活動を実施する。 

ウ 苦情の対応及び巡回等により、放浪犬・放し飼い犬の一掃と飼い主への適正管理指導を行う。 

(5) 動物の愛護及び管理事業 

  ア 山形県動物愛護管理推進計画に基づき、動物愛護及び動物の適正管理についての気運醸成を図る。 
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  イ やむを得ない事情で飼うことが困難になった犬猫の引き取りを実施する。 

ウ 動物愛護精神に基づき動物の生きる機会を増やすため、捕獲犬や引取犬・猫の譲渡事業を推進する。 

  エ 動物取扱業者に対する講習会を開催し、法令の遵守とペット等の適正な取り扱いについて知識の普

及に努める。 

(6) 化製場等に関する事業 

  ア 市町及び農林部局と連携し、化製場又は死亡獣畜取扱場の適正管理について指導を行う。 

(7) 生活衛生事業 

  ア 理容・美容・クリーニング業等生活衛生関係営業施設の衛生水準の向上を図るため、監視指導を行

う。特に、「理容師法施行条例」及び「美容師法施行条例」が昨年一部改正（平成 22 年 4月 1日施行）

され、洗浄設備の設置規定を整備されたことから、引き続き未整備事業者の把握及び基準遵守を指導

する。 

イ 旅館及び公衆浴場等の入浴施設のレジオネラ症防止のため、計画的な監視指導を行い、条例に定め

る衛生管理を徹底する。 

ウ 特定建築物の環境衛生管理基準の遵守を図るため監視指導を行うとともに、事業登録の業務取扱い

について適正に指導を行う。 

エ 遊泳用プールについては、「遊泳用プール衛生基準」に基づき夏季における監視指導を徹底する。 

オ 衛生害虫等に対する苦情相談について、関係機関と連携し適切に対応を図る。 

(8) 水道関係事業 

  ア 安定かつ安全な水道水の衛生確保を図るため、水道法等に基づく水道事業者への立入検査を行い、

施設の適正な維持管理と水質検査の徹底について指導する。 

  イ 飲用井戸等の使用者に対し、「山形県飲用井戸等衛生対策要領」に基づき衛生確保について指導す 

る。 

(9) 温泉関係事業 

  ア 温泉利用許可施設の監視指導を強化するとともに、温泉成分の分析と温泉成分掲示について指導し、

施設の衛生水準の向上と利用者への適切な正しい情報提供を推進する。 

  イ 旅館及び公衆浴場等温泉利用施設に対し、浴用及び飲用の適正な利用について指導を強化する。 

 

検査室 
検査室では、食品監視指導部門との連携を強化しながら、食の安全・安心及び地域住民の生活衛生を確保

するため、食品等の試験検査を行う。 

また、保健企画課、環境課、水産課、衛生研究所等の事業と連携した試験検査及び一般住民、事業所等か

らの依頼に応じた検査を行う。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

食の安全・安心への関心が急激に高まるとともに、食品流通の広域化や大量調理施設の進展に伴い、食中

毒も大規模化・複雑化する傾向にある。こうした状況に対応するため、新しい検査技術を取り入れつつ、Ｇ

ＬＰ（検査室業務管理基準）に則した迅速で信頼性の高い検査業務を推進する。 
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また、庄内産イワガキの安全を確保するため、水産課と連携しながら、流通時期に合わせたノロウイルス

検査及び細菌検査を実施する。 

県民、事業所等からの検便、食品検査、浴槽水検査の依頼に基づき、迅速かつ的確な検査を行う。 

 

２ 平成２３年度の重点施策 

(1) 感染症や食中毒等事件発生時における迅速な検査の実施 

(2) 食品収去検査におけるＧＬＰの推進 

(3) イワガキの安全確保のための検査の実施 

 

３ 平成２３年度の事業計画 

(1) 衛生学的検査 

ア 食品衛生法に基づく食品の収去検査（行政検査） 

イ 食中毒菌汚染実態調査、食中毒原因菌の検索検査（行政検査） 

ウ 感染症病原体の検索検査（行政検査） 

エ 検便、食品、浴槽水の検査（依頼検査） 

オ 環境省「水浴に供される公共用水域の水質検査」に伴う海水浴場の水質検査（行政検査） 

カ イワガキの出荷に係る検査（依頼検査） 

  キ 保健企画課の個別相談事業に伴うＨＩＶ抗体迅速検査（行政検査） 

※ 行政検査：事業課との連携の下、各事業を進める上で必要となる検査 

※ 依頼検査：一般住民、団体、食品関連企業等からの依頼を受けて有料で実施する検査 

(2) スギ花粉の調査 

 花粉情報の基礎データとなるスギ花粉の飛散に関する調査 

(3) 試験検査業務の信頼性確保 

ア 内部精度管理（自己検証・評価）の実施 

イ 外部精度管理の受検及び評価に基づく対策の実施 
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地域保健福祉課 
地域福祉支援担当、生活福祉支援担当、高齢者介護支援担当及び障がい者支援担当の４担当で、高齢者

の見守り・支え合い活動の推進、身体障害者手帳等の交付、福祉三法（生活保護法、児童福祉法、母子及

び寡婦福祉法）に関する調査及び決定、社会福祉法人・福祉施設の認可・指導、介護保険事業者及び障が

い福祉サービス事業者の指定・指導、障がい者自立支援施策の推進、精神障がいについての正しい知識の

普及啓発の推進と在宅の精神障がい者と家族への支援などに関する事務を担当している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

少子高齢社会の進展や人口減少社会の到来を踏まえ、県民や市町、関係機関・団体等と連携・協力

し、高齢者の見守りなど地域支え合い活動の推進をはじめ、高齢者介護（予防）・心の健康づくり対

策・障がい福祉サ－ビス等の充実を図るなど、安全・安心な地域社会づくりを推進していく。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 高齢者見守り・支え合い活動の推進 

高齢者世帯に対する見守り・支え合いについて、地域関係機関･団体等が連携を図り､それぞれ

の役割分担を明確にしながら、地域全体で支え合う体制の構築に向けた市町の取り組みを支援す

る。 

(2) 総合的高齢社会対策の推進 

高齢社会の進展や、一人暮らし高齢者・高齢者世帯が増加する中で、高齢者が介護を必要とせず、

できるだけ自立した生活を送ることができるよう介護予防サ－ビス等の充実を図るとともに、介護が

必要になった場合に安心して利用できる介護サービスの体制整備に努める。 

(3) 障がい福祉サ－ビスの充実と就労支援 

    障がい者の地域での生活を支援するため、障害者自立支援法の円滑な施行に努めながら障がい福祉

サ－ビスの充実を図るとともに、障がい者が自立した社会生活を営めるよう労働・教育・福祉各分野

の関係機関によるネットワークのもとで、一般就労への支援や福祉的就労における工賃向上等の取り

組みを支援する。 

(4) 心の健康づくり対策の推進 

    住民の心の健康づくりと精神障がい者の自立を促進するため、精神障がいについての正しい知識の

普及啓発を推し進めるとともに地域精神保健福祉活動の強化に努める。また、在宅の精神障がい者及

びひきこもり者並びに家族への効果的な支援体制の整備に努める。 

 

３ 平成２３年度の事業計画 

(1) 高齢者見守り・支え合い活動の推進 

ア 高齢者見守り・支え合い活動推進会議の開催 

(ｱ) 構成メンバー：管内市町、関係機関団体等 

  (ｲ) 開催回数：5回 
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a 標記会議の設立及び事業説明 ＜5月＞ 

b 情報交換及び研修 ＜6月､11 月＞ 

c モデル取組事例の中間報告会 ＜9月＞ 

d モデル取組事例の最終報告会 ＜3月＞ 

(2) 地域福祉対策の推進 

ア 民生委員・児童委員活動の推進 

地域福祉の担い手である民生委員・児童委員による援助活動を強化するため、全員対象研修会を

開催し援助・支援制度の周知と資質の向上を図る。 

   イ 市町社会福祉協議会への指導 

     地域福祉の推進を担う市町社会福祉協議会について、適正な運営が図られるよう指導を行う。 

   ウ 社会福祉法人・社会福祉施設の認可・指導 

 社会福祉法人・社会福祉施設の認可及び指導監査の実施 

社会福祉法人・社会福祉施設の認可等にあたっては、法令に基づく厳正な審査を行うとともに、

事業の変更・休廃止等の届出が迅速かつ的確に行われるよう指導を行う。また、関係法令・定款等

に準拠した法人運営、社会福祉施設の最低基準の遵守及び措置（運営）費の適正な執行を確保する

ため、社会福祉法人・社会福祉施設の指導監査を実施する。 

エ 市町福祉行政に対する助言 

     地方自治法の規定に基づく技術的助言として、障害者自立支援法、身体障害者福祉法、知的障害

者福祉法、老人福祉法等の適正な事務の執行を図るため、管内市町に対して助言を行う。 

(3) 県単福祉医療の助成 

ア 子育て支援医療給付事業 

イ 重度心身障がい（児）者医療給付事業 

ウ ひとり親家庭等医療給付事業 

(4) 要保護者等に対する援護活動の充実強化 

生活保護制度については、町や民生委員等と連携し要保護者の把握をはじめ、保護要件の確認の徹

底に努め適切な運営を図る。また、被保護者の自立支援の方向性を明確化するために「個別支援プロ

グラム」の適用により、ハローワーク等の関係機関と連携して自立助長に向けた支援を積極的に行う。 

(5) 総合的高齢社会対策の推進 

ア 高齢者の生きがいと社会参加の推進 

高齢者の生きがいづくりと健康増進を図り社会参加を促進するため、地域で自主的に活動を展開

している老人クラブ活動を支援する。 

イ 老人福祉施設の整備 

  ○H23 年度整備計画(社会福祉施設整備補助：老人) 

施設名 区分 整 備 内 容 整備後の定員 

特別養護老人ホーム

なの花荘（三川町） 
増築 

○ユニット型個室 20 床・従来型個室 4

床増築 

従来型 60 床・ユニ

ット型 20 床 

ウ 第 5期介護保険事業計画策定の支援 

  平成 23 年度中に市町が取り組む第５期介護保険事業計画（平成 24 年度～26 年度）の策定を支援
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する。 

エ 地域支援事業の推進 

     要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても可能な限り

地域において自立した日常生活を送れるよう支援するため、地域包括支援センターや市町が実施す

る介護予防事業・包括的支援事業などの地域支援事業の取り組みを支援していく。 

オ 介護（予防）サービス事業者の指定・指導 

介護（予防）サービス事業者の指定にあたっては、法令に基づく厳正な審査を行うとともに、事

業の変更・休廃止等の届出が迅速かつ的確に行われるよう指導を行う。また、介護（予防）サービ

ス事業者に対する実地指導等を計画的に行い、法令に基づく適正な事業運営やサ－ビスの質の向上

及び介護給付の適正化を図る。 

カ 介護保険に係る保険者（市町）指導 

     本庁長寿社会課と連携を図り、管内市町の介護保険制度運営に対して適切な助言・指導を行う。 

(6) 障がい福祉サービスの充実と就労支援 

   ア 障害者自立支援法の円滑な施行 

平成 18 年 10 月に全面施行された障害者自立支援法のもとで、旧法施設等が新体系事業へ円滑に

移行が図られるよう支援していく。また、平成 18 年度から引続き実施している「障害者自立支援

対策臨時特例交付金による特別対策事業」の円滑な実施に努める。さらに、平成 21 年度からの第 2

期障がい福祉計画（21～23 年度）が円滑に実施されるよう、市町と障がいサービス事業者等への助

言指導を行う。 

イ 障がい福祉施設の整備 

     障害者自立支援法のもとで新事業体系移行のために進める施設（事業所）整備を支援する。 

○H23 年度整備計画（社会福祉施設等施設整備費補助金（国庫補助対象事業）） 

施  設  名 所在地 区分 整  備  内  容 

和光園多機能型事業所(仮称) 酒田市 創設 多機能型事業所の創設 

軽井沢(仮称) 鶴岡市 創設 ケアホーム・グループホーム(一体型)の創設 

ウ 障がい福祉サ－ビス事業者の指定・指導 

障がい福祉サ－ビス事業者の指定にあたっては、法令に基づく厳正な審査を行うとともに、事業

の変更・休廃止等の届出が迅速かつ的確に行われるよう指導を行う。また、障がい福祉サ－ビス事

業者に対する実地指導等を計画的に行い、法令に基づく適正な事業運営やサ－ビスの質向上及び自

立支援給付の適正化を図る。 

エ 障がい者の就労支援 

(ｱ) 障がい者自立支援事業の推進 

インタ－ンシップ制度等を活用した障がい者の一般就労に向けた支援や、福祉的就労の場にお

ける商品販売等の取り組みを支援し、障がい者の作業工賃の向上を目指す。 

(ｲ) 「庄内地域障がい者就労活動活性化協議会」の開催 

地域の関係機関が連携し、障がい者就労支援の課題や具体的な支援方策を検討するため、「庄

内地域障がい者就労活動活性化協議会」を開催する。 

   オ 身体障害者手帳及び療育手帳の交付 
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     身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳及び知的障害者福祉法に基づく療育手帳の交付を行

う。 

カ 特別障害者手当等の支給 

     特別な介護を必要とする在宅の重度の障がい者に支給される特別障害者手当等の支給を行う。 

キ 身体障がい者等用駐車施設利用証制度の円滑な施行 

身体障がい者等用駐車施設利用証制度による利用証の交付を行う。 

(7) 心の健康づくり対策の推進 

  ア 精神障がい者に対する保健、医療対策 

(ｱ) 措置入院制度・移送制度の運用 

(ｲ) 精神保健福祉相談・訪問指導事業 

    ａ 精神保健福祉相談 

      本人及び家族の心の悩みに関する相談指導を行う 

旧鶴岡保健所：毎月第 3金曜日（精神科医師） 

旧酒田保健所：毎月第１月曜日（精神科医師） 

      庄内総合支庁：毎勤務日 8：30 から 17：15 まで（保健師） 

    ｂ 訪問指導 

      精神障がい者の生活指導と療養を支援するために訪問指導実施 

   イ 自殺予防対策事業（職域分野の心の健康づくり）の実施  

   (ｱ) 精神科医、保健師による心の健康相談、健康教室の実施 

   (ｲ) 救急病院医師等を対象とした自殺予防研修会の開催 

   (ｳ) 宗教関係者向け自殺予防研修会の開催 

   (ｴ) ゲートキーパー研修会(庄内総合支庁窓口・相談業務従事職員)の開催 

   (ｵ) 自死遺族に対する相談会の実施 

   (ｶ) 市町村自殺予防対策事業に対する支援 

   ウ 心の健康づくり推進事業 

   (ｱ) 市町・関係機関の職員に対する相談技術研修を実施し、相談活動を積極的に推進するとともに、 

住民へのうつ病予防の啓発に努める。 

   (ｲ) 学校、職場との連携を図り、心の健康づくりやアルコール関連問題の予防に関する健康教育 

     育・講演会実施 

   エ 精神障がい者地域生活支援事業 

   (ｱ) 市町・精神保健福祉の関係機関との連携 

    ａ 地域精神保健福祉連絡協議会の開催 

      行政、医療、福祉、労働、警察等関係機関と連携を図るため、関係者を集め、事業の周知、 

      事業の効果的な実施方策、情報交換等を行う 

    ｂ 市町精神保健福祉担当者会議の開催 

    ｃ 事例検討会の開催 
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   (ｲ) 精神保健福祉関係職員研修会の開催 

   (ｳ) 精神障がい者家族相談会の開催 

   (ｴ) アルコール問題関連研修会の開催及びアルコール自助グループ活動の支援 

   (ｵ) ひきこもり者の心の健康支援事業 

      ひきこもり者及び家族に対し、悩みの軽減、適切な医療の紹介、社会参加のきっかけづくりの 

ための相談・研修等を実施 

    ａ ひきこもり相談 

      旧鶴岡保健所：毎月第２火曜日 

  旧酒田保健所：毎月第４火曜日 

    ｂ 関係機関・支援団体等との連携 

   オ 精神保健社会適応訓練促進事業 

   (ｱ) 入院中の精神障がい者に対し、職親による作業訓練を行い社会復帰の促進を図る 

   カ 精神障がい者生活訓練施設の運営費補助及び指導監査 

   キ 精神科病院実地指導検査への協力 

   ク 高次脳機能障がい者支援事業への支援 

   ケ 発達障がい者への支援 

コ 地域移行支援特別対策事業の実施 

   (ｱ) 鶴岡地域精神障がい者地域移行支援協議会の開催 

   (ｲ) 個別支援会議への支援 
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子ども家庭支援課          
 子ども青少年・男女共同参画担当、母子保健担当の 2 担当で、子育て支援対策、ひとり親家庭等福祉対

策、青少年・男女共同参画対策、母子保健対策、難病対策、原爆被爆者援護対策などに関する事務を分掌

している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

 急激な少子化の進行による人口減少と高齢化は、地域の社会経済全体に深刻な影響を及ぼすことが懸念

される。 

こうした状況を踏まえ、安心して子どもを生み、健やかに育てられる地域の実現に向けて、子育て支援

及び母子保健対策を推進する。併せて、青少年の健全育成及び男女共同参画の推進を図る。 

 また、難病対策等を通じ、疾患を有する方への支援を実施する。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 子育て支援対策の推進 

  仕事と子育てが両立できる環境を整備するため、多様な保育サ－ビスの取組みを推進するとともに、 

 市町やＮＰＯ等の関係団体と連携して地域全体で子育て家庭を支援していくシステムの充実を図る。 

(2) 母子保健対策の推進 

   妊娠期から乳幼児期における母子の保健支援と思春期から更年期の女性の健康相談及び思春期保健 

の問題解決を図るため、各関係機関と連携し相談体制の充実を図る。 

(3) 青少年健全育成対策及び男女共同参画対策の推進 

   青少年の健全育成及び活動支援を、関係団体と連携しながら総合的に推進していく。また、新たな 

「山形県男女共同参画計画」の普及啓発、女性リーダーの育成及び交流を通して、男女共同参画対策  

を推進する。 

 

３ 平成２３年度事業計画  

(1) 子育て支援対策 

  ア 子育て支援に関する円滑な情報提供の推進 

地域における子育て支援に関する情報について、行政機関と地域の子育て支援団体等とが連携し

て、利便性の高い情報を「庄内子育て情報サイト“ＴＯＭＯＮＩ”」を通じて提供していく。 

イ 児童福祉施設等の整備 

○平成 23 年度整備計画（安心こども基金特別対策事業、児童厚生施設等整備費補助金） 

施 設 種 別 市町村 整 備 内 容 

鶴岡市 増改築２箇所、大規模修繕８箇所 

酒田市 大規模修繕４箇所 保育所 

庄内町 大規模修繕１箇所 

放課後児童クラブ 酒田市 創設１箇所 
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ウ 保育対策の充実 

働く女性の増加や就労形態の多様化に対応するため、認定こども園への移行を希望する事業者等

に対して積極的に助言を行うとともに、病児・病後児保育、休日保育、及び延長保育など特別保育

機能の充実に対して市町村と連携して支援する。 

エ 児童福祉施設等の運営指導 

 保育所、及び児童養護施設等の児童福祉施設に対する指導監査、並びに認可外保育施設に対する

立入調査において、法令に基づく適正な事業運営、及びサービスの質の向上が図られるよう助言指

導を行う。 

  オ 特別児童扶養手当の支給 

    身体や知的発達、精神に障がいを有する２０才未満の子を養育している者に、特別児童扶養手当

を支給する。 

 (2) ひとり親家庭等福祉対策 

  ア 母子（寡婦）の自立支援、婦人相談の実施 

母子家庭等の自立を促進するため、母子自立支援員が関係機関と連携を図りながら、子育て･生

活・就業など総合的な相談・支援に対応する。 

イ ＤＶ相談・支援の実施 

ＤＶ被害者の保護と相談・支援を行うため、課内に「庄内地域配偶者暴力相談支援センター」を

設置するとともに、「庄内地域ＤＶ被害者支援連絡協議会」を開催し、支援機関のネットワ－クのも

とで相互に連携を図りながら相談・支援していく体制の充実を図っていく。 

ウ 家庭児童相談及び父子家庭相談の実施 

    市町、庄内児童相談所、児童家庭支援センタ－「シオン」、民生委員・児童委員、児童福祉施設等

関係機関と相互に連携を図りながら、要援護児童等に関する適切な相談・支援に対応していく。 

  エ 母子寡婦福祉資金の貸付 

        母子・寡婦世帯の経済的自立と生活意欲の助長、また、その扶養している児童の福祉を増進する

ため福祉資金の貸付を行う。 

  オ 児童扶養手当の支給 

        父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される世帯に､児童扶養手当を支給する。 

 (3) 青少年・男女共同参画対策 

 ア 青少年健全育成施策の推進 

   (ｱ) 「大人が変われば子どもも変わる」県民運動の推進 

   (ｲ) 青少年健全育成条例に基づく立入調査の実施 

   (ｳ) 青少年健全育成に関係する団体の事務局業務 

   (ｴ) 地域若者活動支援事業の実施 

  イ 男女共同参画に関する施策の推進 

   (ｱ) 女性リーダーネットワークづくり応援事業の実施 

   (ｲ) 山形県男女共同参画センター「チェリア」主催事業への協力 

 (4) 母子保健対策 
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  ア 気になる子の療育支援 

   (ｱ) 療育支援者ネットワーク会議の開催 年 1～２回 

   (ｲ) 療育支援者研修会の開催 年 1回 

   (ｳ) 庄内地域療育連絡会（事例検討会）の開催 年 14 回 

  イ 母子保健推進協議会並びに技術研修会の開催 

 ウ 児童虐待防止対策の推進 

   (ｱ) 児童虐待予防等に関する研修会の開催 

   (ｲ) 妊産婦及び支援者等のメンタルサポートの実施 

エ 生涯を通じた女性の健康支援 

   (ｱ) 女性の健康相談 年 12 回（旧鶴岡保健所 6回 旧酒田保健所 6回） 

    必要に応じて不妊専門相談センターへ紹介 

オ 健やか妊娠の支援 

   (ｱ) 特定不妊治療費助成事業の実施 

 カ 先天性代謝異常等検査の要精密検査児追跡調査の実施 

 キ 未熟児養育医療給付並びに訪問指導の実施 

   医療費公費負担申請の受付及び相談の実施 

 ク 自立支援医療（育成医療）・結核児童援護の給付並びに療育指導の実施 

   医療費公費負担申請の受付及び相談の実施 

 ケ 小児慢性特定疾患対策事業及び長期療養児に対する療育指導事業の実施 

   (ｱ) 医療費公費負担申請の受付及び相談の実施  

   (ｲ) 療育相談会の開催                    年 1 回 

 コ 市町母子保健担当者会議の開催  

 (5) 難病対策 

  ア 特定疾患治療研究事業の実施 

   医療費公費負担申請の受付及び相談並びに受給者証の交付 

 イ 難病患者地域支援対策の推進 

   (ｱ) 医療福祉相談会の開催                  年 1 回 

   (ｲ) 在宅療養支援計画策定・評価事業（ケアプラン会議）の実施 年 10 回 

   (ｳ) 難病患者訪問相談の実施 

 (6) 原爆被爆者援護対策 

 ア 健康手帳の交付 

 イ 健康診断の実施（市立荘内病院、日本海総合病院） 

   (ｱ) 定期健康診断（一般検査 年 2回） 

   (ｲ) 希望健康診断（年 2回まで 内 1回がん検査） 

 ウ 各種手当の申請受付（健康管理手当 保健手当 介護手当） 
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環 境 課 

環境企画・自然環境担当、廃棄物対策担当、環境保全担当の 3 担当で、自然環境の保全や地球温暖化対

策、廃棄物対策や循環型社会形成の推進、水環境や大気環境の保全などに関する事務を分掌している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

 庄内地域の恵まれた自然環境の保全と野生生物の保護のため、自然との共生を基調とした環境施策の推

進を図る。 

環境に配慮した持続可能な地域づくりのため、地球温暖化対策をはじめとする「環境やまがた推進運動」

を展開する。 

環境への負荷の少ない循環型社会の構築を図るため、リサイクルポート酒田港やバイオマス資源などを

活かした環境産業の育成をはじめ、廃棄物の３Ｒ（発生抑制、再利用、リサイクル）及び適正処理を推進

する。   

海岸漂着物対策については、平成 23 年 3 月に策定された「山形県海岸漂着物対策推進地域計画」に基づ

き、山形県海岸漂着物対策推進協議会において関係者と協議しながら海岸漂着物の発生抑制対策の推進な

ど美しいやまがたの海推進事業を展開する。 

 安全で良好な生活環境を確保するため、大気、水、土壌などの環境を監視するとともに環境保全・創造

の取組を推進する。 

 このため、所管する環境関連法の的確な執行を図るとともに、「循環と共生」を基本理念とした「美しい

庄内づくり」を推進する。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

山、川、海などの庄内地域の多様な自然環境を保全するため、以下の地域課題に重点的に対応していく。 

(1) 海岸漂着物対策の推進 

山形県海岸漂着物対策推進地域計画に基づく普及啓発・環境教育など発生抑制対策について、地域

グリーンニューディール基金を活用しながら関係者と連携・協働を図っていく。 

(2) 環境産業の育成支援 

環境関連産業を振興するために、「庄内環境産業展」を開催するとともに、環境に配慮した行動の

重要性に対する意識を醸成するために、環境リーダー養成講座を開催する。 

(3) 地球温暖化対策の推進 

庄内地域地球温暖化対策協議会として、県が実施するアクションプログラムの活用を図りながら家

庭及び事業所での温室効果ガス削減の取組みを支援する。また、管内の全市町に地球温暖化対策地域

協議会の設置を支援するとともに、新エネルギーの導入に向けた取組みを推進する。 

 

３ 平成２３年度の事業計画 

(1) 海岸漂着物対策の推進 

ア 山形県海岸漂着物対策推進協議会の運営 

  ＮＰＯ、大学、事業者、行政など幅広い関係者で構成される協議会を事務局として運営すること 
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で山形県海岸漂着物対策推進地域計画の進行管理を行う。 

  イ 美しいやまがたの海推進事業 

   (ｱ) 海岸漂着物に係る発生抑制対策（河川上中流域との活動交流など普及啓発、公共施設等での総 

合学習・環境教育、情報交流会） 

   (ｲ) 流木等回収・処理方法に関する調査研究及び赤川支川等における発生抑制対策の検討 

   (ｳ) 飛島クリーンアップ作戦を含むボランティア海岸清掃の支援 

 (2) 環境産業の育成支援 

  ア 庄内環境産業展 

    環境関連企業間のビジネスマッチング及び県民に対するアピールを推進するために、庄内環境産

業展を開催し、環境関連産業の製品や技術等の普及啓発を図る。 

  イ 環境教育リーダー養成講座 

    環境に配慮した行動の重要性に対する県民の意識を醸成するために、地域リーダー、企業の指導 

的立場にある人、小中学校の教員を対象とした研修会を開催する。 

(3) 地球温暖化対策の推進 

  ア 庄内地域地球温暖化対策協議会による家庭での温室効果ガス削減に関する啓発を行う。 

  イ 市町地球温暖化対策協議会支援事業（エコクッキング教室やエコドライブ講座等）を実施する。 

  ウ 庄内地域再生可能エネルギー推進研究会による、再生可能エネルギー導入推進のための勉強会及び 

利活用調査事業を実施する。 

(4) 自然公園等の適正な管理の推進 

 ア 自然公園の管理 

   (ｱ) 自然公園管理員の配置（非常勤専門職） 

     磐梯朝日国立公園に 3 名、鳥海国定公園に 4 名の自然公園管理員を配置し、自然公園の適正な 

保護と利用を図る。 

(ｲ) 自然環境保全地域管理員の配置（非常勤専門職） 

  鶴岡市三瀬「気比神社社叢」の保全のため自然環境保全地域管理員を１名配置し、自然環境保 

全地域の適正な保護と利用を図る。 

  イ 管理・保全事業の推進 

   (ｱ) 自然公園等区域内における各種行為に係る許認可事務の適正な執行を図る。 

   (ｲ) 自然公園内の施設整備を計画的に推進する。 

(ｳ) 「胴腹滝里山環境保全地域」の適正な管理を図る｡ 

(5) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化 

 ア 鳥獣保護員の配置（非常勤専門職員） 

   狩猟の適正化及び鳥獣保護思想の普及を図るため､ 管内に 13 名の鳥獣保護員を配置し、鳥獣 

保護区等の監視及び鳥獣の生息状況の把握に努める。 

  イ 第10次鳥獣保護事業計画に基づく保護区等の指定 

    第10次鳥獣保護事業計画(平成19年度～平成23年度)に基づき保護区等を指定する。 

  ウ 狩猟免許試験等の実施 

   (ｱ) 狩猟免許試験       ８月19日（金）庄内会場 ※９月11日（日）村山会場 
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(ｲ) 狩猟免許更新講習               ７月     

(ｳ) 狩猟者登録事務                    10月  

  エ 野生鳥獣等調査事業 

   (ｱ) ガン・カモ科鳥類生息調査の実施 (1月15日全国一斉) 

(ｲ) キジ・ヤマドリ出合数調査の実施  

(ｳ) 鳥獣保護区管理調査の実施 

  オ 狩猟適正化等事業の推進 

   (ｱ) 狩猟事故防止のため指導、取締の強化及び制札等の補充等を行う。 

(ｲ) 鳥獣保護及び狩猟に関する許可事務の適正な執行を図る。 

(ｳ) 有害鳥獣捕獲許可等の適正な執行を図る。 

  カ 傷病野生鳥獣救護事業の推進 

    傷病野生鳥獣を救護､ 加療し､ 再び自然に放鳥獣することにより野生生物の保護を図るととも 

に、県民の野生鳥獣保護思想の高揚を図る。 

  キ 高病原性鳥インフルエンザ対策の実施 

    人や家きんへの感染防止のため、死亡野鳥の監視を行う。 

 (6) 環境教育及び環境活動の推進 

  ア 環境教育の推進 

   (ｱ) 環境への意識の醸成を図るため、庄内環境産業展、環境リーダー養成講座、環境やまがた推 

進事業に取り組む。 

   (ｲ) 新エネ・省エネ・山形エコアクション２１等の出前講座を実施する。 

   (ｳ) 地域ふれあい講座（環境関係：循環型社会など５講座）に職員を派遣する。 

   (ｴ) 東北自然歩道の活用等による自然体験型環境学習会を実施する。 

  イ 環境活動の推進 

   (ｱ) やまがたＥＣＯマネジメントシステムの推進 

     やまがたＥＣＯマネジメントシステムを運営し、事務事業、オフィス活動等における環境保全の 

取組を推進する。 

   (ｲ) 環境ＩＳＯ及び山形エコアクション２１の普及促進を図る。 

 (7) やまがた緑環境税充当事業の推進（森林整備課に係るものを除く） 

   県民みんなで支える森づくりを推進するため、関係機関と連携しながら県民参加型・県民主体の公募 

事業等について指導、助言を行う。 

(8) 循環型社会の推進 

  ア 地域循環検討会議を開催し、市町とともに循環型社会形成推進計画の推進を図る。 

  イ 「３Ｒ推進環境コーディネーター」（循環型社会推進課配置）と連携し、事業者の３Ｒ推進を支援 

する。 

  ウ 廃棄物の排出抑制を進めるとともに、リサイクル製品の普及促進を図る。 

  エ 庄内地域から発生する古紙、木くず、廃プラスチック類等のリサイクル産業の振興、バイオマスを 

活用した資源循環システムの構築などに関し、産業部局と連携し育成支援する。 

  オ 自動車リサイクル法に係る登録・許可事務を適正に執行するとともに関連事業者の監視指導を行う。 
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 (9) 廃棄物対策の推進 

  ア 産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業の許可事務を適正に執行するとともに、優良産業廃棄物 

処理業者認定制度の適正な運用を図る。 

  イ 廃棄物処理施設の設置の許可事務を適正に執行する（焼却施設、最終処分場を除く）。 

  ウ 「山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱」に基づく産業廃棄物処理施設設置及び県外産業廃棄 

物搬入等の事前協議に係る審査及び指導を行う。 

  エ 産業廃棄物処理業者及び排出事業者に対する監視指導を行う。 

  オ 多量排出事業者に対する処理計画策定等の指導を行うとともに、排出抑制や再資源化の指導を行う。 

  カ 電子マニフェストの普及促進を図る。 

  キ 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の監視指導を行う。 

  ク 産業廃棄物に対する正しい理解と処理施設の安全性、適正処理の現状について理解を深めるための 

啓発事業を行う。 

  ケ ＰＣＢ特措法に基づくＰＣＢ廃棄物の適正処理などの指導を行う。 

 (10) 不法投棄防止対策 

  ア 5月及び10月の「不法投棄パトロール強化月間」に、市町・関係団体と連携して不法投棄の監視パト 

ロールを実施するとともに、県民及び事業者への啓発を重点的に実施する。 

  イ 「不法投棄防止対策協議会」の事務局として、地域住民による原状回復作業への支援を行う。 

  ウ 廃棄物適正処理監視員によるパトロールに加え、廃棄物不法投棄等パトロール員を配置し、休日等 

のパトロールを強化し、 不法投棄・野焼き等の廃棄物の不適正処理の一掃を図る。 

  エ 不法投棄常習地点に、不法投棄監視カメラなどの機器及び看板を設置するとともに、広報を行うこ 

とで不法投棄の未然防止を図る。 

  オ 不法投棄された廃棄物を回収し、原状回復を行うことにより、良好な景観や快適な生活空間を確保 

するため、地域グリーンニューディール基金を活用した「美しいやまがた生活環境回復事業」を行う。 

 (11)  大気環境の保全 

  ア 大気環境の監視 

    環境大気の常時監視と酸性雨の監視を行う。（大気監視6局、酸性雨監視1局） 

  イ 大気汚染防止対策 

    ばい煙発生施設及び一般粉じん発生施設の立入検査を実施し､ 適切な維持管理等の指導を行う｡ 

  ウ アスベスト対策 

    特定粉じん排出等作業の立入検査を実施し、適切な作業管理等の指導を行う。 

  エ 光化学大気汚染対策 

    大気汚染防止法の改正により新たに規制された揮発性有機化合物排出施設等について、立入検査を 

実施し、適切な維持管理等の指導を行う｡ 

  オ 公害防止協定に基づく大気関係及び水質関係の立入調査を実施する。 

 (12)  水環境の保全 

  ア 「平成23年度公共用水域水質測定計画」に基づき水質の汚濁状況を確認するため、河川及び海域、 

湖沼の水質測定を行う。（河川18地点、湖沼1地点、海16地点）  

  イ 「平成23年度地下水水質測定計画」に基づき地下水の水質汚濁状況を監視するため、継続監視調査 
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を実施する。（継続監視調査9地点） 

  ウ 年間延べ利用者数が概ね1万人以上の12海水浴場の水質調査を実施する。 

  エ 水質汚濁防止法に基づき特定事業場の立入検査を実施し、特定施設の設置状況及び排出水の監視を 

行う。 

  オ 土壌汚染対策法及び山形県生活環境の保全等に関する条例に基づき､有害物質を使用する特定事業 

場に対し地下水又は土壌の自主測定の周知徹底を図り、汚染状況を把握するとともに、汚染が判明し 

た事業者へ対策指導を行う。 

  カ 地下水の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超えている地域について、「硝酸性窒素等削減 

対策計画」により窒素の削減対策を推進する。 

 (13) 化学物質対策等 

  ア ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場の立入検査を実施し､適切な施設の維持管理、自 

主測定の実施を指導するとともに、ダイオキシン類に係る環境基準の達成状況を把握するため、水質、 

土壌の実態調査を実施する。 

  イ フロン回収破壊法に基づきフロン類回収事業所等の登録事務を行うとともに、立入検査、事業者の 

助言、指導を行う。 

  ウ 特定工場における公害防止組織の整備を促進するため、公害防止管理者の選任等の指導を行う。 

  エ 騒音・振動・悪臭防止対策について、市町への助言を行う。 

  オ 市町と連携し、公害苦情の処理を行う。 

 (14) 浄化槽整備事業 

  ア 汚水処理施設整備交付金及び循環型社会形成推進交付金による浄化槽整備事業を実施している市町 

への指導を行う。 

  イ 浄化槽保守点検業者の立入検査を実施し、監視指導するとともに、法定検査未受検者の指導を行う。 
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産業経済企画課（観光振興室） 
１ 平成２３年度の基本方針 

 庄内地域の景況は依然厳しい状況にあるものの、昨年 10 月頃から緩やかに持ち直しの動きが見えてい 

たなかで、本年 3月 11 日に東日本大震災が発生して、太平洋側に甚大な被害を及ぼし、製造業や観光サ 

ービス業など被災地のみならず、近隣地域等を含め、全体的に地域の産業経済への影響が生じている。 

そうした中、庄内地域の本年 2 月の有効求人倍率は 0.62 倍で、11 ヶ月連続で前年同月を上回るなど、

雇用情勢も徐々に改善の動きが見られていたが、今後の雇用への影響が懸念される。 

このように厳しい現下の経済・雇用情勢を踏まえ、足下の景気や雇用対策を最優先の課題として適切に

対応していくとともに、庄内地域の優位性を活かした次世代の産業の創出・育成に向け、各般の施策を推

進していく。 

   具体的には、「食の都庄内」の創造、ものづくり産業群の構築と雇用の創出等を施策の柱としてそれら 

を積極的に推進していく。 

   また、観光振興室においては、魅力ある地域づくりのため受け入れ態勢の充実と、隣接地域との連携を 

  強化し、ＪＲ東日本の重点販売地域指定と連動した受入企画の実施や観光圏整備事業等観光誘客に向けた 

取り組みを一層積極的に推進する。 

    

２ 平成２３年度の重点目標 

 (1) 「食の都庄内」づくりの推進 

(2) ものづくり企業連携の推進  

(3) 酒田港利活用の推進 

(4) 商工業及びまちづくりの推進 

(5) 雇用・就業の促進及び労働福祉の向上 

(6) 観光の振興（観光振興室） 

 

３ 平成２３年度事業計画 

(1) 新財務会計システムによる円滑な事務の執行 

    新財務会計システムによる情報を活用し、支庁総務課出納室と連携を図りながら円滑な会計事務が 

執行されるよう取り組む。 

(2) 「食の都庄内」づくりの推進 

ア 庄内の四季折々の多彩な食材と歴史・風土が育んだ食文化を、庄内の魅力として広く全国に情報発

信することにより、「食の都庄内」を地域ブランドとして創りあげ、食をテーマとした地域産業の活

性化を推進する。 

・「食の都庄内」親善大使によるＰＲ活動 

・生産者と食関連業者等とのマッチングの推進 

・「食の都庄内」づくりの情報発信 

イ 地域一体となった「食の都庄内」づくり推進会議を中心に、農林水産物の生産振興と販売拡大並び 

に「食の都庄内」の情報発信の取組みを展開する。 
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・「食の都庄内」づくり推進会議の運営と「食の都庄内」サポーターの連携推進 

ウ 食育推進計画・地産地消推進計画に基づく食育県民運動を推進するため、地域の食育実践に対する

支援を行う。 

・食の都庄内食育県民運動推進本部の運営 

・地域食育フェアの開催 

・食育活動支援事業の実践 

(2) ものづくり企業連携の推進 

 庄内地域の製造業を中心とする産業の新たな展開に向けて、高等教育機関やものづくり技術、農産物 

などの地域資源を有効に活用した、ものづくり企業による連携を推進する。 

ア 庄内地域ものづくり連携促進事業 

  地域企業の相互理解を深め、連携のきっかけとなる連携サロンを開催するとともに、具体的な連携 

テーマのプロジェクト化の支援と併せて、山形大学農学部、鶴岡高専、工業技術センター等の研究機

関とともに慶應義塾大学先端生命科学研究所の世界最先端の技術を活用した産業連携を推進する。 

・庄内地域ものづくり連携サロンの開催 

・企業連携のプロジェクト事業化への支援 

・食品産業での発酵技術の活用支援（発酵食品技術開発研究会の設置） 

・地域企業での先端技術活用の支援 

・農商工連携の推進 

 (3) 酒田港利活用の推進 

  酒田港の物流機能の利活用を推進することにより、地域産業の振興を図る。 

・企業、商社、物流業者への酒田港利活用のセールス活動 

(4) 商工業の振興及びまちづくりの推進 

  ア 社会起業家育成事業 

  東北公益文科大学、日本政策金融公庫との連携による社会起業家育成の取組みを通して、新たな起

業や雇用創出を図る。 

・社会起業家育成研究会の運営 

・育成プログラムの構築 

  イ 商工行政の円滑な推進 

  所管団体の運営指導や関係法令に係る許認可事務などを適正に執行し、商工行政の円滑な推進を図 

る。 

・商工会・商工会議所の運営指導 

・所管公益法人の指導監督 

・中小企業等協同組合の認可 

・採石業者の指導 

・計量の検査 

(5) 雇用・就業の促進及び労働福祉の向上 

   ア 庄内地域雇用対策連絡会議の運営 

  庄内地域の雇用の維持・安定並びに雇用の創出などの雇用対策に資する効果的な連携を図る。 
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・効果的な雇用対策推進に向けた関係機関の連携強化 

・地域産業を支える若手人材確保支援事業の実施 

   イ 雇用基金事業の活用  

地域の求職者等を支援するため、ふるさと雇用再生特別基金事業及び緊急雇用創出事業臨時特例

事業により雇用機会を創出する。 

   ウ 労働・雇用相談窓口の設置 

労使などからの労働全般にわたる問題に対し、適切な示唆、助言を行うことにより良好な労使慣行

を増進するための労働相談並びに離職者等の雇用全般にわたる相談に応じる。 

・労働相談員並びに雇用相談員の配置 

 

観光振興室 
１ 平成２３年度の重点目標 

(1) 観光誘客戦略の推進 

(2) 観光受入態勢整備の推進 

 (3) 日本海きらきら羽越観光圏整備事業の推進 

    平成 23 年度の事業推進にあたっては、上記の 3本柱を中心に展開していくが、当面、東日本大震災 

による影響等を踏まえた対応が必要なことから、観光事業者及び構成市町村と連携して対策を検討して 

いく。 

     

２ 平成２３年度事業計画 

(1) 観光誘客戦略の推進 

    交流人口を拡大し、地域の活性化を図るため、以下の国内外の誘客対策を展開する。 

  ア  コンテンツ・ツーリズムの推進 

     庄内特有の資源（文学や映画ロケ地、出羽三山や鳥海山等の自然、ミシュラン・グリーンガイド・ 

ジャポンでの星の獲得地等）を活用し、物語性のある魅力的な旅行企画等により誘客を推進する。 

  イ  体験・滞在型交流人口の拡大 

     近年、観光地や施設を巡るだけの観光から、体験・交流型の観光に移行してきているため、庄内の 

四季折々の自然や食、温泉、歴史・文化といった豊富な地域資源を活用して、グリーンツーリズムや 

「食」「農」「観」連携の体験・滞在型観光の推進を図る。また、リピーター客の獲得を図るため、小 

中学校や専門学校生などを対象にした教育旅行の誘致を推進する。 

  ウ  観光プロモーション及びメディアの活用 

     誘客の対象エリアや対象者をターゲットに、メディアを活用した戦略的なＰＲを行うとともに、民 

間事業者と連携した観光プロモーションによる積極的な売込みを行う。 

  エ  インバウンドの誘致促進 

     羽田空港の国際線ターミナル開港や中国の個人観光ビザの発給要件緩和措置等外国人観光客の訪 

日機会は確実に増えている。一方、庄内空港の一部期間 5便化を契機に、「Welcome to Shonai！外国 

人誘客促進事業」を実施する。 
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  オ  コンベンション等誘致促進 

     庄内の豊かな観光資源を組み合わせたエクスカーションの情報を発信しながら、庄内に相応しい規 

    模のコンベンション等の誘致活動を行う。 

 (2) 観光受入態勢整備の推進 

    庄内の地域資源を活かし、来訪者が繰り返し訪れたくなる地域とするためには独自の魅力づくりが重 

要となる。地域住民も来訪者もともに魅力を感じる「住んでよし」、「訪れてよし」の地域づくりを推進 

するために、以下の事業を行う。 

  ア  二次交通整備の推進 

     ＪＲ鶴岡駅と市内主要観光施設を結ぶ「庄内藩レトロバス」及び主要温泉地やＪＲ酒田・鶴岡駅と 

主要観光地を結ぶ「庄内おばこ号」を運行し、観光客の利便性の向上を図る。 

  イ  人材（担い手）の育成・ホスピタリティの醸成 

     観光旅行の想い出は、観光地の素晴らしさはもとより、人との触れ合いが印象として深く心に残る 

といわれていることから、庄内人の人柄の良さやおもてなしの心を来訪者に伝えるため、最前線で接 

する観光ボランティアガイドや庄内ガイドライバーの育成支援を行うとともに、やまがた庄内たび宿 

おかみの会と連携して、ホスピタリティの醸成を図り、「おもてなしの庄内」を実現する。 

  ウ  観光地域づくりへの支援とネットワーク化の推進 

     観光地域づくり活動を行おうとする団体等に対し、観光交流拡大に向けた地域資源の発掘・磨き上 

げを行う取組みを支援する。また、観光地域づくり団体同士の連携によるシナジー効果の発現に向け、 

必要に応じコーディネート等の支援を行う。 

(3) 日本海きらきら羽越観光圏整備事業の推進 

秋田、山形及び新潟3県10市町村にわたる日本海きらきら羽越観光圏においては、「日本海、山の神々、 

舟運、食を通じたおもてなし」をテーマとして、首都圏及び関西圏の中高年層をターゲットに、2泊 3 

日以上の連泊滞在型観光を推進する。今年度は、観光圏対象地域に向けたプロモーションの実施やパン 

フレットの作成のほか、ホームページを充実させ時代のニーズに即した情報発信を行うとともに、3県 

での広域観光メリットを十分に発揮できる事業に特化し、効果的な事業展開を推進する。 

ユーザー
テキストボックス
- 70 -



農業振興課 
 地域農政、生産流通、畜産振興の３担当体制で、農業の担い手や生産者団体などの育成・支援、農地の有

効利用、農産物の流通対策と生産振興、畜産の振興等に関する事務を分掌している。 

 

１ 平成２３年度の事業方針 

 「山形県農林水産業振興計画」及び「農林水産業元気再生戦略」などを踏まえ、庄内産農産物の販売と生

産振興に必要な資源を効果的に投下し、庄内農業の産出額を拡大していく。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 「農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業」等の支援制度の活用による農業産出額・所得の拡大 

(2) 生産者、流通業者、市町等との連携による庄内産農産物の販路拡大と庄内ファンの獲得 

(3) 農業の６次産業化や農産物の高付加価値化の実現 

(4) 安全・安心な農産物を安定的に供給できる生産体制の構築 

 

３ 平成２３年度の事業計画 
(1) 農林水産業を起点とする産出額の拡大に向けた取り組み 

農林漁業者等の自由な発想を活かし、産出額拡大と雇用創出を目指すプロジェクトに対し、「農林水産

業創意工夫プロジェクト支援事業」を実施するほか、販売や加工も含めた施策を総合的に展開する。 

(2) 庄内産農産物のプロモーション活動や庄内ファンづくりの展開 

ア 「食の都庄内」づくり推進事業 

庄内地域の豊富な食材と豊かな食文化をベースに、地域ブランドの強化運動を展開する。 

 イ 園芸マーケティング強化事業 

   大都市や流通業界等における庄内産農産物の知名度向上を図るため、プロモーション活動を実施す

る。 

 ウ 県農林水産部と連携したプロモーション活動等 

「つや姫」のブランド確立に向けた広報のほか、新規需要米（飼料用、米粉用等）の実需開拓に向

けた研修会や調整活動を行なう。 

(3) 農業の６次産業化や庄内産農産物の魅力向上 

農業の６次産業化や高付加価値化に取り組む生産者等に対し、「農林水産業創意工夫プロジェクト支 

援事業」（再掲）を軸に支援していく。 

(4) 需要に応える生産力の向上 

 ア 土地利用型作物 

   「つや姫」をはじめとする良食味米の生産、飼料用米や米粉用米の生産、食料自給率の向上に寄与

する大豆等の生産、「えだまめ」や「ねぎ」などの土地利用型園芸作物の産地強化など、時代の要請に

応えるための生産体制の構築に取り組んでいく。主な関係事業は、次のとおり。 

  (ｱ) 農業者戸別所得補償制度 

 (ｲ) 活力ある園芸産地創出支援事業 
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  (ｳ) 強い農業づくり交付金 

  (ｴ) 乾燥調整施設等リニューアル緊急特別対策事業 

 イ 施設園芸作物及び果樹 

   「メロン」、「花き」、「柿」など既に産地としての地位を確立している品目については、品種や作型

の点検と生産性向上の取り組みを支援していく。また、「いちご」や「パプリカ」など、産地確立に向

けて成長が期待される品目については、販売動向等も踏まえながら生産・集出荷体制を強化していく。

さらに、今後の産地形成の核となる新たな品目の掘り起こしも積極的に推進していく。主な関係事業

は、次のとおり。 

  (ｱ) 活力ある園芸産地創出支援事業（再掲） 

  (ｲ) 花き産地ブランド化品種導入支援事業 

 (ｳ) さくらんぼ産地強化プロジェクト事業 

 (ｴ) 園芸拠点共同利用施設長寿命化支援事業 

 (ｵ) 園芸用ハウス長寿命化産地支援事業 

 ウ 畜産 

   庄内地域における畜産の中核を占める「養豚」は「米」に次ぐ生産額を誇っているが、生産者の高

齢化等により飼養農家が減少している。このため、今後の振興方向を点検し生産体制を強化していく。

主な関係事業は次のとおり。 

(ｱ) 畜産規模拡大支援事業 

 (ｲ) やまがたの和牛増頭戦略事業、肉用牛改良増殖対策事業、和牛繁殖雌牛増頭事業 

  (ｳ) 酪農生産拡大緊急支援事業 

  (ｴ) やまがた地鶏産地形成推進事業 

  (ｵ) 堆肥等有機性資源利用促進事業 

  (ｶ) 強い農業づくり交付金（再掲） 

(5) 農業を支える基盤の強化等 

経営基盤の強化、担い手の育成・確保、農地の保全・有効活用、生産者団体等の健全運営、災害や危

機管理対策など、活力ある農業を展開するための基盤や環境の整備を推進する。主な関係事業は、次の

とおり。 

ア 経営基盤の強化関係 

  (ｱ) 農業者戸別所得補償制度 

  (ｲ) 水田経営所得安定対策 

  (ｳ) 農業制度資金 

  (ｴ) 農業経営体育成支援事業 

  (ｵ) 経営体育成交付金 

  イ 担い手の育成･確保関係 

   (ｱ) 新規就農者確保・育成支援事業 

   (ｲ) 新規就農定着サポート事業 

   (ｳ) 緊急雇用創出事業（人材育成） 

ウ 農地の保全・有効活用 
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   (ｱ) 農地法及び農業振興地域整備法に係る指導及び許認可 

   (ｲ) 農地制度実施円滑化事業 

エ 生産者団体等の健全運営 

 (ｱ) 農業協同組合、農業共済組合、地方卸売市場等に対する検査、指導 

 (ｲ) 飼料製造業者、飼料輸入業者及び飼料販売業届出の受理 

 (ｳ) 家畜人工授精師の免許申請の受付、審査及び免許証の交付 

 (ｴ) 家畜商の免許申請の受付、審査及び免許証の交付 

 (ｵ) みつばち飼育届けの受理 

オ 災害対策、危機管理、安全・安心対策 

 (ｱ) 農業関係気象災害対策、被害状況調査 

 (ｲ) 高病原性鳥インフルエンザ・口蹄疫対策 

 (ｳ) ＪＡＳ法に基づく制度の普及啓発、小売業者等への訪問 

 (ｴ) 改正食糧法及び米トレーサビリティ法に基づく制度の普及啓発、米流通業者等への訪問 

 (ｵ) 鳥獣被害対策 

 (ｶ) 雪害対策事業 

  (ｷ) 農業用使用済プラスチック適正処理の推進 
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農業技術普及課（産地研究室） 
経営企画担当、地域第一担当、地域第二担当、産地研究室に分かれており、各担当の業務内容は、以下の

とおりである。 

（経営企画担当） 

 普及指導業務の企画及び調整、広域的な経営戦略及び生産振興、総合支庁管内の広域的な普及活動の推

進 

（地域担当） 

 農業を担う人材の育成、地域農業・農村の活性化、稲作、畑作（大豆、麦、そば等）、園芸作物、特用作

物、畜産に係る先進技術の普及及び生産振興と環境保全型農業の推進、農村資源の活用、農業経営の改善

指導 

（産地研究室 園芸研究担当） 

 総合支庁管内の園芸産地化支援技術の開発 

 
１ 平成２３年度の基本方針 

管内は、庄内地域南部の１市２町からなり、耕地面積は 23,957ha（2010 年農林業センサス速報値)で、

西部は砂丘地帯、東部は中山間地帯、中央平坦部は水田地帯となっている。 

 農政改革の基本となる新たな「食料・農業・農村基本計画」が平成 22 年 3 月に策定され、米を対象とし

た「戸別所得補償モデル対策」が実施された。今年度からは、米に加え、麦・大豆等の畑作物にも対象を

広げた「農業者戸別所得補償制度」が本格実施される。 

 これらを踏まえ、農業の将来展望を見据えて地域農業の担い手（認定農業者、集落営農組織）の育成を

強力に推進し、売れる米づくりと生産コストの低減、園芸作物の生産拡大と産地強化、直売や農産加工活

動等の支援、地産地消の推進等の課題解決に向け取り組む必要がある。 

普及指導活動の基本方針の具体化にあたっては、「山形県農業基本条例(平成 13 年 10 月)」と「山形県農

林水産業振興計画（平成 22 年 3 月）」や「農林水産業元気再生戦略（平成 21 年 11 月）」及び「第３次山

形県総合発展計画（平成 22 年 3 月）」の「庄内地域短期アクションプラン」、各市町の「農業経営の基盤強

化の促進に関する基本構想」及び「地域水田農業ビジョン」等を踏まえ、関係機関・団体で構成する「農

業普及活動連絡協議会」等と連携して課題の設定を行う。また、園芸振興・産地づくりのための課題につ

いては、産地研究室と一体となって取り組む。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 
  (1) 競争力の高い農業の担い手の確保及び育成 

ア 地域の合意形成により認定農業者や集落営農などの担い手の明確化を図り、担い手に対する農用地

の利用集積や機械施設等の効率的利用をすすめ、経営の安定化に向け支援する。 

イ 市町が策定した基本構想の実現に向けて、経営改善に積極的に取り組む認定農業者等経営感覚に優

れた経営体及び多様な地域農業の担い手を育成支援する。 

ウ 新規就農希望者、新規就農者、農業青年クラブ等、若手農業者の就農促進と交流を支援する。 

エ 地域農業の活性化に大きな役割を果たしている農村女性等の能力発揮と、経営参画活動を支援する。 

  (2) 農業産出額の拡大につながる産地体制の強化と新産地形成支援 
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ア 米産地として消費者から高い評価を受けるため売れる米づくりを推進し、「安全・安心」と「良食味」

を柱とした米づくりの拡大を図る。また、平成 22 年に本格デビューした新品種「つや姫」のブランド

確立を図るため、生産者に適切な情報提供や技術指導を行う。併せて生産組織活動や統一栽培基準の

作成支援を通じて、特別栽培米の取り組みを進める。 

  また、田畑輪換による大豆の連作障害対策と併せ、全国をリードする飼料用米の低コスト生産を推

進する。 

イ 大豆は転作面積の４割を占める重要な作物であり、売れる大豆づくりを推進するため、土づくりや

排水対策を徹底して、収量、上位等級比率の維持向上を図る。また、生産組織への支援を通して水田

活用の所得補償交付金等の制度を活かしながら安定した所得の確保を進める。 

ウ 庄内地域におけるえだまめは茶豆を中心に転作作物の主力品目になっており、高品質安定生産を推

進するほか、マーケティングや流通段階での品質管理の改善をすすめ、えだまめ生産日本一を目指し

た産地強化を図る。 

エ メロンは砂丘畑を中心に作付されているが、近年の消費ニーズの変化や産地間競争の激化などによ

る価格の低迷から、栽培面積は減少傾向にある。他産地と差別化したブランドづくりや、消費者の多

様なニーズに対応するため、特徴のある新品種の選定･導入や品質向上、作期の拡大を進める。 

オ ねぎは庄内全域が指定産地であるが、輸入増加、産地間競争に対応するため、周年出荷体系の確立、

機械化による省力化、共同集荷調製等による規模拡大を推進する。また、軟白ねぎ栽培など特色のあ

る産地づくりを推進する。 

カ 庄内いちごの作付面積は近年横ばい傾向であるが、夏秋いちごも大きな需要があり、新品種「サマ

ーティアラ」や新技術導入等で安定生産と出荷拡大を推進する。 

キ 果樹の基幹樹種である庄内柿は、生産者の高齢化、価格低迷に対応した新たな取り組みが必要であ

り、樹上脱渋柿を活用した新たな商材開発や甘柿等新品種の導入等を支援する。 

ク おうとうは収穫の始まった大苗（導入農家 65 名）の結実確保、樹体管理の徹底により産地の育成に 

対して支援する。 

ケ 花きはストック、トルコぎきょう、アルストロメリアなど切り花品目が主に栽培されているが、景

気低迷の影響などで、販売環境は厳しくなっている。需要が期待できる枝物花木では、新たな品目の

作付けや啓翁桜の生産拡大・安定生産などへの対応が必要になっている。産地間競争も激化する中、

高品質・安定生産により産地強化を図る必要があり、特にストックの安定生産・収量向上、啓翁桜・

小ぎくの生産拡大を支援する。 

コ 畜産は、自給飼料の生産拡大に取組む経営体の育成、戦略を明確にしたブランド力強化の取組み等、

山形生まれ・山形育ちの畜産物の生産拡大並びに経営基盤の拡充を支援する。 

サ 近年中山間地で急速に拡大している遊休農地の解消のため、農地の有効活用を図る新規作物の導入

を支援する。また、畑作の生産性向上を図るための土づくりや栽培技術を支援し経営確立を図る。 

シ 水田地帯における園芸部門の基盤強化を図るため、ブル-ベリーやパプリカ等の消費者ニーズに対応

した新たな産地づくりを推進し、併せて、加工品づくり等への支援を強化する。 

  (3) 環境と調和した農業の展開及び安全・安心な農畜産物の生産 

ア 環境と調和した持続性の高い農業の展開は、安全・安心農産物を求める消費者の要望であるが、庄

内地域の特別栽培面積は 7,248ha で県全体の 58％（平成 22 年３月）、エコファーマーは 4,322 名（平

成 22 年 3 月）で県全体の 43％まで拡大している。全県エコエリア構想の推進に向け、継続的な啓発
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活動を行うとともに、農業者の取り組みを支援する。また、日本なしにおける環境に調和した栽培技

術確立を支援する。 

イ 有機農業推進法が制定され（平成 18 年 12 月）、山形県有機農業推進計画も平成 21 年 3 月に策定さ

れたが、有機農業推進のためには技術確立が課題となっている。このため、有機農業実践者との情報

交換や、大学・試験研究機関との連携による課題抽出と技術確立を支援する。 

ウ 環境と調和した持続性の高い農業の基盤となる、地域有機資源の有効活用について、堆肥や豚尿液

肥の供給システムづくりを支援し、耕畜連携・資源循環型農業を推進する。 

  (4) 地域資源の活用による農業の 6次産業化の取組拡大 

ア 庄内地域の直売所は、平成 21 年 12 月現在で常設 30 ヶ所、定期市等 20 ヶ所、売上金額約 20 億円と

なり、「庄内ならではの魅力ある農産物販売」や「消費者交流・食育等」の拠点施設になっている。今

後、さらに活動の発展と充実を図るためには、組織体制の強化、共同ＰＲの支援、食産業等との連携、

多様な販売チャネルの拡大等、新たな展開を支援する。 

イ 庄内地域の農産加工所数は平成 21 年 12 月現在 135 ヶ所あるが、売り上げ拡大を図るためには、地

域農産物を活かした商品性の高い加工品づくりが必要である。そのため、農産加工組織の連携を強化

し、消費者の意向把握、加工技術向上、加工品ＰＲ活動等を支援し、コスト意識を高めながら加工活

動の強化を図る。 

  ウ 食料自給率の向上や米の主産地として多様な米の消費拡大をめざし、新規需要米の取り組みを支援

する。特に米粉については米粉を使った新たなメニューの開発や加工技術の向上により米粉利用の底

辺を拡大する。  

(5) 産地研究室の試験課題    

  別掲（４ 産地研究室 試験課題一覧） 
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３ 普及指導課題一覧 
(1) プロジェクト課題 

 ①普及指導員提案型 

課題名 指導対象 到達目標 実施期間

１ ブランド化に向けた水稲新品 

  種「つや姫」の高品質・良食味生

  産の実証（「つや姫」のブランド 

  化ＰＪ) 

・「つや姫」認定生産者 

・ＪＡあまるめブランド米振 

 興会 

・管内出荷基準達成率100％ 

・モデル組織の出荷基準達成率 100％ 

・モデル組織内調査ほ  

収量：570kg/10a、 

品質：整粒歩合 80％以上        

食味：玄米粗タンパク質含有率 7％以下 

H22～23 

２ 中山間地域の転換畑における 

  大豆栽培技術向上（大豆生産技術

  向上ＰＪ） 

・南庄内大豆組合 ・平均単収 120kg/10a H22～24 

３ 庄内メロンの安定生産に向け 

  た産地強化支援（庄内メロン産 

地強化ＰＪ） 

・ＪＡ鶴岡ネットメロン 

 専門部 

・平均収量 2.5t/10a 以上 

・有望品種の選定・導入 

H22～24 

４ えだまめの高品質安定生産と作 

   期拡大による産地強化支援（えだ 

 まめ生産振興ＰＪ） 

・ＪＡ鶴岡だだちゃ豆専門部  

・ＪＡ庄内たがわ枝豆部会 

・ＪＡ余目枝豆研究会 

・平均単収 300kg/10a 
・7 月、9～10 月どり有望品種の選定、導

入 

H22～24 

５ さといもの産地確立支援（さ 

   といも産地確立ＰＪ） 

・ＪＡ庄内たがわ里芋部会 ・平均収量 1.2t/10a 以上 

・販売金額 36,000 千円 

H23～25 

６ 新作型たまねぎの生産技術の 

  確立（たまねぎ生産振興ＰＪ） 

・藤島オニオンクラブ 

・鶴岡地域たまねぎ生産者 

・庄内町余目地域生産者 

・実証ほ収量 5ｔ/10a 

・Ｌ以上率 50%以上 

H22～24 

７ ストックの高品質安定生産の推進 

  （ストック生産振興ＰＪ） 

・ＪＡ庄内たがわｽﾄｯｸ専門部

・ＪＡ鶴岡ｽﾄｯｸ専門部 

・ＪＡあまるめ花き部会 

・１２月出荷量の増加 

・産出額 380,000 千円 

H22～24 

８ 小ぎくの適正管理による生産の振 

  興（小ぎく生産振興ＰＪ） 

・ＪＡ鶴岡きく専門部 ・出荷率 70% 

・産出額60,000千円 

H22～24 

９ 高品質果実生産と新品種導入 

  によるおうとう産地確立(おうと 

  う産地強化ＰＪ)  

・ＪＡ庄内たがわおうとう部会

・ＪＡ鶴岡おうとう専門部 

・実証ほ収量 300kg/10ａ 

・受粉樹割合改善 対象の 60% 

・庄内地域全農取扱額 15,000 千円 

H22～24 

10 ブルーベリーの産地強化に向 

  けた支援(ブルーベリー産地強化 

  ＰＪ) 

・ＪＡ庄内たがわブルーベ

 リー部会 

＜平成２３年度＞ 

・実証ほＡＬ品率 １５％ 

・加工品販売２品、試作 1 品 

＜平成２４年度＞  

・産出額 30,000 千円 

 

H22～24 
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課題名 指導対象 到達目標 実施期間

11 伝承の技を活用した農産加工 

  技術の確立(農産加工品開発支 

  援ＰＪ) 

・干柿加工研究グループ 

・あられ加工研究グループ 

＜干柿＞     ＜あられ＞ 

・出荷規格の作成  ・加工事例集の作成 

・事例集等の作成  ・産出額4,900千円 

・産出額24,000千円 

H23～24 

②公募型 

課題名 
指導対象 
〔応募者〕 

到達目標 実施期間

１ 水稲有機栽培技術構築への支 

 援によるエコ農業の普及推進(水 

 稲有機栽培振興ＰＪ ) 

・鶴岡市有機農業推進協議会 ・水稲有機栽培事例集の作成   

・鶴岡市水稲有機栽培面積 61ｈａ 

・展示ほ収量 480kg/10a 

H21～23 

(2) 一般課題 

課題名 指導対象 到達目標 実施期間

１ 新規就農者・農業後継者の育 

 成 

・新規就農者等 

・新規就農予定者 

・農業青年クラブ員 

・研修実施者 20名 

(各普及課) 

・担当部門・品目の開始5名(各普及課) 

・新規農業青年クラブ員3名(各普及課) 

H23 

２ 地域農業を担う特定農業法人

の経営改善支援 

・(農)庄内おばこ農場 

       (羽黒地域) 

・(農)青山農場 

      (三川町) 

・転作作物の安定生産 

・園芸品目の定着 

・新技術定着（大豆小畝立栽培） 

・経営計画の作成 

Ｈ22～23 

４ 集落営農組織への支援 ・西片屋営農組合(櫛引地域)

・下川上集落営農組合(鶴岡地

 域) 

・大網中村営農組合(朝日地域)

・組織強化に向けた改善計画書の作成 Ｈ22～24 

５ 農業者起業化支援 

 

・農業経営体支援講座生 

・アグリベンチャー塾受講生

・農村女性ネットワーク 

         （仮称）

・起業プラン作成３件 

・発展プラン２件 

H23 

６ 日本なしの雪害に伴う早期復 

 旧と収益の安定 

・管内日本なし棚栽培 

       雪害被害園

・復旧対策の実施 100% 

・苗木植栽後の活着率 95% 

Ｈ22～23 

７ 稲ソフトグレインサイレージ 

 (ＳＧＳ)取組支援 

・鶴岡市藤島ホルスタイン

 肥育農家＋周辺耕種農家

・ＳＧＳ製品化率 80％ Ｈ22～23 

８ 新たな米粉ビジネス化に向け 

 た推進 

・産直あぐり 

・物産館マイデル 

＜産直あぐり＞ 

・米粉パン販売  月 2,000 個 

＜物産館マイデル＞ 

・米粉の新メニュー開発 2 品 

H23 

９ 直売所の食材供給機能の拡大 

 支援 

・百万石の里しゃきっと ・配達部門販売額 250 万円 H23 

ユーザー
テキストボックス
- 78 -



４ 産地研究室 試験課題一覧 
【事業名】 

試験課題名 研究内容 

研究期

間 

(平成) 

予算

区分

【庄内ブランド重点品目振興推進事業】 
庄内の気象に対応したメロン新品種導入支援事

業 

温暖化を想定した次期有望品種比較、栽培条件の 
現地調査、グランドールの成分分析と栽培試験を 
行う。 

22～24 県単 

【庄内ブランド重点品目振興推進事業】 
えだまめの高品質栽培技術確立支援 

 

だだちゃまめ系統およびメーカー品種について 
７月、９～１０月に作期拡大するための品種と栽 
培方法を検討する。 

22～24 県単 

【次期主力園芸品目推進事業】 
高品質・安定生産に向けた庄内型おうとう低

樹高化推進事業 

おうとうの現地既存園における低樹高化の促進 
と、研究室ほ場での新たな低樹高仕立て栽培を 
実証する。 

23～25 県単 

【次期主力園芸品目推進事業】 
 小ぎくの生産基盤強化支援 

８、９月の小ぎく出荷のための開花調節方法お 
よび適応品種の探索を行う。 

23～25 県単 

【園芸作物新品種開発事業】 
   いちごオリジナル新品種の開発 

 高単価な夏秋期に出荷可能で、果実特性が優 
れ、栽培しやすい四季成り性オリジナル新品種の 
育成を行う。  

20～24 県単 

【オリジナル新品種ブランド産地化実践事業】 
オリジナル四季成りいちごの産地化技術の開

発 

高品質業務用いちごの夏秋期における安定供給 
をはかるため、優良品種「サマーティアラ」の高 
品質安定生産技術、苗生産技術を検討する。 

20～23 県単 

【園芸作物基盤技術開発事業（委託プロジェク

ト研究（光応答））】 
 キク等の主要花き類の輸送・貯蔵技術の開発 

LED 等の新光源を利用する切り花輸送技術の開 
発、セル成型苗貯蔵技術の開発に取り組むととも 
に、光環境要因が花成誘導、形態形成などに及ぼ 
す影響を調査する。 

21～25 外部 

【園芸作物基盤技術開発事業（地域イノベーシ

ョンクラスタープログラム都市エリア型）】 
 カキの機能性成分を高める生産技術の開発と

品種選定 

柿を対象品目とし、山形県固有系統の収集・機能 
性成分による有望品種選抜、主力品種の機能性成 
分を高める栽培管理技術の開発に取り組む。 

21～23 外部 

【地球温暖化対応プロジェクト総合戦略事業】 
 暖地型作物の導入：品目のスクリーニング 
（業務課題） 

温暖化の気候変化を積極的に活用するため。果 
樹・野菜、飼料作物、樹木についてスクリーニン 
グを行い、将来栽培可能な作物を選定する。庄内 
産地研は果樹：かんきつ（ゆず等）、びわ、甘柿 

23 県単 

【地球温暖化対応プロジェクト総合戦略事業】 
積雪寒冷地型ヒートポンプシステムと効率的 

利用技術の開発 

積雪寒冷地に適し、地下水を熱源としたヒートポ 
ンプシステムの開発に取り組む。 
 

21～23 県単 

【地球温暖化対応プロジェクト総合戦略事業】 
 低炭素時代にむけた自然エネルギー利用率を

最大限に高める施設栽培用ヒートポンプシステ

ムの開発 

安定的にCOP4を実現し暖房時のCO2排出量を 
空気型ヒートポンプの 30%以上少なくできる農 
業用水などを熱源とした施設栽培用ヒートポン 
プシステムの開発を目指す。 

21～23 外部 

【園芸作物基盤技術開発事業】 
加工・業務需要野菜栽培システムの確立  
たまねぎ 春定植作型の開発 

外食・中食、加工食品における実需者の要望が高 
い品目について加工・業務用野菜専用の栽培技術 
を確立する。 

22～24 県単 

【庄内地域産地形成技術開発支援事業】 
 えだまめのさや汚損軽減対策技術開発 

えだまめに発生するさや汚損症状の中で「目玉症 
状」と「小黒斑点」について発生状況調査、原因 
解明と対策技術を検討する。 

23～25 県単 

【庄内地域産地形成技術開発支援事業】 
新品種を主体としたおうとう産地化を目指す

生産技術の確立 

「紅ゆたか」を用い、庄内に適応性の高い品種構 
成を構築し、おうとう新産地を確立する技術を開 
発する。 

21～24 県単 

(1)新農業資材の実用化技術開発(除草剤等) 
(2)新農業資材の実用化技術開発(農薬) 
(3)新農業資材の実用化技術開発(肥料･資材等) 
 

依頼薬剤(除草剤･農薬等) について指定の処理 
により効果と薬害の有無を確認する。新資材(肥 
料･資材等)を本県の栽培体系で使用しその効果 
や適正使用方法を検討する。 

23 受託 
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酒田農業技術普及課 
１ 平成２３年度の基本方針 

管内は、庄内地域の北部の１市１町からなり、耕地面積は 16,300ha（平成 20年）で、西部は砂丘地

帯、東部は中山間地帯、中央平坦部は水田地帯となっている。 

農政改革の基本となる新たな「食料・農業・農村基本計画」が平成 22年 3月に策定され、農業経営

の安定と国内生産力の確保を図るとともに戦略作物への作付転換を促し、自給率向上と農業の多面的

機能の維持を目指す「農業者戸別所得補償制度」が本格実施される。 

これらを踏まえ、農業の将来展望を見据えて地域農業の担い手（認定農業者、集落営農組織）の育

成を強力に推進し、売れる米づくりと生産コストの低減、園芸作物の生産拡大と産地強化、直売や農

産加工活動等の支援、地産地消の推進等の課題解決に向け取り組む必要がある。 

普及指導活動の基本方針の具体化にあたっては、「山形県農業基本条例(平成 13年 10月)」と「山形

県農林水産業振興計画（平成 22年 3月）」や「農林水産業元気再生戦略（平成 21年 11月）」及び第３

次山形県総合発展計画の「庄内地域短期アクションプラン」、各市町の「農業経営の基盤強化の促進に

関する基本構想」及び「地域水田農業ビジョン」等を踏まえ、関係機関・団体で構成する「農業普及

活動連絡協議会」等と連携して課題の設定を行う。また、園芸振興・産地づくりのための課題につい

ては、産地研究室と一体となって取り組む。 

 

２ 普及活動の重点化方向 

(1) 競争力の高い農業の担い手の確保及び育成 

ア 地域の合意形成により認定農業者や集落営農などの担い手の明確化を図り、担い手に対する農用

地の利用集積や機械施設等の効率的利用をすすめ、経営の安定化に向け支援するとともに、法人化

を志向する担い手に対しては、その段階に応じた支援を行う。 

イ 市町が策定した基本構想の実現に向けて、経営改善に積極的に取り組む認定農業者等経営感覚に

優れた経営体及び多様な地域農業の担い手を育成支援する。 

ウ 新規就農希望者、新規就農者、農業青年クラブ等、若手農業者の就農促進と交流を支援する。 

エ 地域農業の活性化に大きな役割を果たしている農村女性等の能力発揮と経営参画活動を支援する。 

 (2) 農業産出額の拡大につながる産地体制の強化と新産地育成支援 

ア 米産地として消費者から高い評価を受けるため売れる米づくりを推進し、「安全・安心」と「良食

味」を柱とした米づくりを支援する。新品種「つや姫」の確固たるブランド確立を図るため、生産

者に適切な情報提供や技術指導を行う。 

  また、田畑輪換により、大豆の連作障害対策も兼ね、全国をリードする飼料用米の低コスト生産

を推進する。 

イ 酒田飽海地域の大豆は、平成 22 年で面積 1,696haで転作面積の５割を占める重要な作物であり、

売れる大豆づくりを推進するため、土づくりや排水対策を徹底して、収量、上位等級比率の向上を

図る。 

ナタネは国産油原料として生協より供給要望があり、大豆・そば等と組み合わせた２年３作体系

での適切な労力配分や栽培技術の向上を支援する。 

ユーザー
テキストボックス
- 80 -



 

ウ いちごの新品種‘サマーティアラ’は夏期高温条件下での収量の向上と高品質生産が課題であり、

管理情報提供やほ場巡回指導など重点的に展開する。‘おとめ心’は酒田市の種苗供給等により伸び

ており、冬期間の低温管理や適正な育苗法、新商材づくり等による産地拡大を推進する。 

エ メロンは砂丘畑を中心に作付され、近年の消費ニーズの変化や産地間競争の激化などによる価格

の低迷から、栽培面積は減少傾向にある。温暖化対応品種の探索や、消費者の多様なニーズに対応

するため、特徴のあるメロンの栽培を推進する。 

オ ねぎは、酒田飽海地域の１市１町が指定産地となっているが、産地間競争に対応するため、周年

出荷体系の確立、機械化による省力化、共同集荷調製等による規模拡大を推進する。また、平田赤

ねぎや軟白ねぎなど特色のある産地づくりを推進する。 

カ パプリカは適正着果管理による着果率向上及び台木の高接ぎ技術による青枯病対策や効率的なオ

オタバコガの防除対策により収量向上を図る。さらに、補助事業活用による面積拡大を図るととも

に、新規栽培者などの技術向上を支援する。 

キ 柿は基幹樹種であるが、生産者の高齢化等により生産が低迷している。「柿しぐれ」、「柿酢」等の

新たな取り組みを支援し産地強化を図る。 

ク おうとうは、管内に約 10ha作付けされているが、樹体管理の徹底や結実確保、園地の排水対策を

図り、産地育成を支援する。 

ケ 日本なしは、交信かく乱剤導入により環境に配慮した生産が定着している一方で、黒星病や春先

の低温により 2 年連続の作柄不良となっている。病害虫発生状況に応じた防除の徹底や気象変動に

負けない良質花芽の確保を図る。 

コ 花きはストック、トルコぎきょう、アルストロメリアなどの施設切り花が主に栽培されているが、

販売価格の低迷や原油価格の高騰により生産コストが上昇している。このため、低コスト生産が可

能な土地利用型花きの産地化の推進により足腰の強い生産体制へシフトを図る必要があり、特に小

ぎくと啓翁桜等の生産拡大について支援を強化する。ストック等の施設花きは、より高品質・安定

生産を支援し産地ブランドを維持する必要がある。 

サ 畜産は、継続的な畜産経営を推進するため、耕畜連携による堆肥と液肥の利用技術の定着による

コスト低減と省力化や稲ＷＣＳの品質・収量の高位平準化により良質な自給粗飼料の確保を支援す

る。 

シ 中山間地では、耕作放棄や自己保全管理等不作付け農地が増加傾向にある。このため、調整水田

や自己保全管理水田へのマコモタケや山菜等の作付けを誘導するとともに、荒廃した竹林を整備し、

国産需要のあるタケノコの生産拡大等地域の実情に合わせた対応策について検討していく。 

 (3) 環境と調和した持続性の高い農業の展開及び安全・安心な農畜産物の生産に向けた取組み支援 

ア エコファーマーは 1,797名が認定され、「農地・水・環境保全向上対策」の先進的営農活動は、平

成 22年度延べ 1,173戸の農家により 2,288haの取組みが行われている。また、平成 23年度からは

環境保全型農業直接支援対策が予定されている。継続的に情報提供や啓発活動を行うとともに、環

境保全型農業推進を図り、農家の取り組みを支援する。 

イ 地域有機資源の有効活用について、堆肥や豚尿液肥の供給システムづくりを支援し、耕畜連携・

資源循環型農業を推進する。 

 (4) 地域資源の活用による活力ある農村づくりに向けた取組みに対する支援 
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ア 酒田飽海地域の直売所は、平成 22年 12月現在で常設 11ヶ所、定期市等 12ヶ所設置され、「魅力

ある農産物販売」や「消費者交流・食育等」の拠点施設になっている。今後、さらに活動の発展と

充実を図るためには、組織体制の強化、共同ＰＲの支援、食産業等との連携、多様な販売チャネル

の拡大等、新たな展開を支援する。 

イ 酒田飽海地域の農産加工所数は平成 22年 12月現在 69組織あるが、売り上げ拡大を図るためには、

地域農産物を活かした商品性の高い加工品づくりが必要である。そのため、農産加工組織の連携を

強化し、消費者の意向把握、加工技術向上、加工品ＰＲ活動等を支援し、コスト意識を高めながら

加工活動の強化を図る。 

ウ 食料自給率の向上や米の主産地として多様な米の消費拡大をめざし、新規需要米の取り組みを支

援する。特に米粉については米粉を使った新たなメニューの開発や加工技術の向上により米粉利用

の底辺を拡大する。 
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３ 普及課題一覧 
 

（１）プロジェクト課題 

ア 普及指導員提案型課題 

課題名 

[実施期間] 
指導対象 到達目標 

○連携機関 

・関連事業 

区分 

※ 

①ブランド化に向けた水稲新

品種「つや姫」の高品質・

良食味生産の実証(「つや姫

」のブランド化 PJ) 

[H22～23] 

「つや姫」栽培者、 

JA庄内みどり「つや姫

」研究会(北平田地区) 

・管内全栽培者栽培マニ

ュアル遵守 100％  

・重点地区出荷基準達成

率 95％ 

・新・米づくりやまがた

日本一運動推進事業 

・水稲新品種「つや姫」

ブランド確立対策事業 

Ⅱ 

 
産地化 PJ 

 

 

②大豆の収量品質向上と飼料

用米安定生産の確立（大豆

・飼料用米安定生産 PJ） 

 

[H22～24] 

遊佐町大豆生産協議会､

(有)万石会､いなほ大豆

組合 

＜大豆＞ 

・平均収量 160kg/10a 

・実証ほ収量 280kg/10a 

・重点組織収量 150kg/10a 

・品質 全量 3等以上 

＜飼料用米＞ 

・平均収量 620kg/10a 

 

・消費者が支える大豆生

産モデル推進事業 
Ⅱ 

 
産地化 PJ 

 

③ナタネの収量向上と２年

３作体系の確立(ナタネ産

地化PJ) 
[H22～24] 

遊佐町共同開発米部会

ナタネ栽培者、そば栽

培グループ(酒田市山

楯地区)大川渡ファー

ム(酒田市大川渡) 

・栽培面積 20ha   

・単収 100kg/10a 
・山形県農林水産業創意工夫

プロジェクト支援事業 
Ⅱ 

 
産地化 PJ 

 

創意 PJ 

④サマーティアラの高品質安

定生産技術の確立と生産の

振興（サマーティアラ産地

強化ＰＪ） 

[H22～24] 

JAそでうら・JA庄内みど

りサマーティアラ栽培者 

・定植面積 200a 

・商品収量平均 3ｔ/10a 

・産出額 90,000千円 

○酒田市種苗供給推進協議

会 

・活力ある園芸産地創出支

援事業 

Ⅱ 

 
産地化 PJ 

⑤生産技術の向上によるパプ

リカの産地強化（パプリカ

産地強化 PJ） 

[H22～24] 

JA庄内みどり遊佐畑作

部会パプリカ専門部 

・栽培面積 5ha   

・単収 4,500kg 

・活力ある園芸産地創出支

援事業 
Ⅱ 

 
産地化 PJ 

⑥調整水田解消に向けたマコ

モダケ産地化の推進（マコ

モタケ産地化 PJ） 

[H22～24] 

八幡地域マコモタケ研究

会 

・栽培面積 5ha 

・単収 300kg/10a 

 Ⅱ 

 
産地化 PJ 

 

⑦転作田や遊休農地を活用し

た小ぎくの産地確立（小ぎ

く産地化 PJ） 

 

[H22～24] 

JA庄内みどり切花専門

部小菊班 

・栽培面積 250a 

・産出額 20,000千円 

・山形県農林水産業創意工夫

プロジェクト支援事業 

・次期主力園芸品目振興

事業 

・活力ある園芸産地創出支

援事業 

Ⅱ 

 
産地化 PJ 

 

創意 PJ 

⑧多年生露地花きの安定出荷

と生産拡大の推進（露地花

き生産拡大ＰJ） 

[H22～24] 

JA庄内みどり花木専門

部 他 

・年末出荷 7.5万本 

・新規植栽 50a 

・活力ある園芸産地創出支

援事業 

・山形県農林水産業創意工夫

プロジェクト支援事業 

Ⅱ 

 
産地化 PJ 

⑨結実安定によるおうとう産

地の育成（おうとう産地育

成 PJ） 

[H22～24] 

JA庄内みどり、JAそでう

らおうとう生産者 

・単収 350kg/10a 

・Ｌ級以上比率 60％ 

・次期主力園芸品目振興

事業 
Ⅱ 

 
産地化 PJ 

⑩伝承の技を活用した農産加

工技術の確立（農産加工品

開発支援 PJ） 

[H23～24] 

干柿加工研究グループ、

あられ加工研究グループ 

＜干柿＞ 

出荷規格、事例集等の

作成 

産出額24,000千円 

＜あられ＞ 

加工事例集の作成 

産出額4,900千円 

○農業技術普及課 

 

・庄内農産加工「伝承の 

技」活用事業 

Ⅳ 

 
産地化 PJ 
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（２）一般課題 

課題名 

[実施期間] 
指導対象 到達目標 

○連携機関 

・関連事業 

区分 

※ 

①新規就農者・農業後継者の

育成 

[H23] 

新規就農者等、新規就農

予定者、農業青年クラブ

員 

・研修実施者 20名 

(各普及課) 

・担当部門・品目の開始 

5名(各普及課) 

・新規農業青年クラブ員3名(

各普及課) 

○農業技術普及課 

・農業経営体育成・確保総

合支援事業 

・地域農業の担い手リーダー

活動支援事業 

Ⅰ 

②地域農業を担う集落営農組

織・認定農業者の育成 

[H23] 

集落営農組織(希望ファ

ーム大宮､下村一心会､サ

ンファーム大島田)､認定

農業者 

＜集落営農組織＞ 

・法人設立  1組織 

＜認定農業者＞ 

・農業経営改善計画の作成と

達成支援 10件 

・地域農業経営支援事業 

 
Ⅰ 

③水稲Ｖ溝直播栽培技術向上 

[H23] 

 

JA 庄内みどり酒田支店

Ｖ溝直播研究会 

・実践農業者の収量・品質 

収量 540kg/10a以上 

品質 1等米比率95%以上 

・新・米づくりやまがた日本

一運動推進事業 
Ⅱ 

④新規栽培者を中心とした長

ねぎ産地活性 

[Ｈ23] 

酒田南部地区長ねぎ生

産者 

・商品収量 2t/10a 

 
 Ⅱ 

⑤土地利用型園芸作物の推進 

[Ｈ23] 

上田畑作園芸組合､下村

一心会､希望ファーム大

宮 

・ばれいしょ商品収量 

2.5t/10a 

・にんじん商品収量 

 2.5ｔ/10a 

 Ⅱ 

⑥地域資源を活用した中山間

地農業の振興 

[Ｈ23] 

大沢地区生産者 

(ワークファーム荒瀬､(有

)穂積､加工グループわら

びの里) 

・地区内不作付地改善面積 

１ha 
・農業者戸別所得補償制度 Ⅱ 

⑦後継者育成による日本なし

産地の活性化 

[Ｈ23] 

刈屋地区若手生産者 ・幸水出荷量 40,000c/s 

・若手生産者の管理樹設置 

100％ 

 Ⅱ 

⑧稲WCSの低コスト生産技

術の向上と高品質化 

[H22～23] 

(株)和農日向(酒田市八

幡地域)､ 

管内稲ＷＣＳ収穫組織及

び給与農家 

＜(株)和農日向＞ 

・実証ほ稲 WCS収量 

1.5t/10a以上 

＜管内稲WCS収穫組織＞ 

・カビの発生 5%以下 

・雑草等混入 5%以下 

・収量 1.6t/10a 

・国産飼料増産対策事業のハイ

グレード稲発酵粗飼料利活用

型事業 

・全国飼料増産協議会事業 

Ⅱ 

 

 

⑨地産地消による米粉の普及

拡大 

[H23～24] 

山居館（米粉研究グルー

プ）、産直たわわ 

・米粉加工品の販売額 

 50万円増 

・やまがたアグリビジネス

創造支援事業 

・県産米を使った米粉利用

推進事業  

Ⅳ 

⑩地域内連携による農産加工

品開発支援 

[H23] 

遊佐町内農産加工実践

者 

・原料の供給と需要のマッ

チング ３件 

・新規加工品テスト販売品 

 ２品 

・やまがたアグリビジネス

創造育成事業 
Ⅳ 

 

※区分欄の説明 

○重点活動項目による分類 

Ⅰ担い手育成 Ⅱ産地育成  Ⅲエコ農業確立  Ⅳ６次産業化 

 

 ○産地化プロジェクト課題及び創意工夫プロジェクト 

  「産地づくりプラン」に掲げる産地化プロジェクト課題：産地化 PJ 

  創意工夫プロジェクト支援課題           ：創意 PJ 
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３ 普及課題一覧 
 

（１）プロジェクト課題 

ア 普及指導員提案型課題 

課題名 

[実施期間] 
指導対象 到達目標 

○連携機関 

・関連事業 

区分 

※ 

①ブランド化に向けた水稲新

品種「つや姫」の高品質・

良食味生産の実証(「つや姫

」のブランド化 PJ) 

[H22～23] 

「つや姫」栽培者、 

JA庄内みどり「つや姫

」研究会(北平田地区) 

・管内全栽培者栽培マニ

ュアル遵守 100％  

・重点地区出荷基準達成

率 95％ 

・新・米づくりやまがた

日本一運動推進事業 

・水稲新品種「つや姫」

ブランド確立対策事業 

Ⅱ 

 
産地化 PJ 

 

 

②大豆の収量品質向上と飼料

用米安定生産の確立（大豆

・飼料用米安定生産 PJ） 

 

[H22～24] 

遊佐町大豆生産協議会､

(有)万石会､いなほ大豆

組合 

＜大豆＞ 

・平均収量 160kg/10a 

・実証ほ収量 280kg/10a 

・重点組織収量 150kg/10a 

・品質 全量 3等以上 

＜飼料用米＞ 

・平均収量 620kg/10a 

 

・消費者が支える大豆生

産モデル推進事業 
Ⅱ 

 
産地化 PJ 

 

③ナタネの収量向上と２年

３作体系の確立(ナタネ産

地化PJ) 
[H22～24] 

遊佐町共同開発米部会

ナタネ栽培者、そば栽

培グループ(酒田市山

楯地区)大川渡ファー

ム(酒田市大川渡) 

・栽培面積 20ha   

・単収 100kg/10a 
・山形県農林水産業創意工夫

プロジェクト支援事業 
Ⅱ 

 
産地化 PJ 

 

創意 PJ 

④サマーティアラの高品質安

定生産技術の確立と生産の

振興（サマーティアラ産地

強化ＰＪ） 

[H22～24] 

JAそでうら・JA庄内みど

りサマーティアラ栽培者 

・定植面積 200a 

・商品収量平均 3ｔ/10a 

・産出額 90,000千円 

○酒田市種苗供給推進協議

会 

・活力ある園芸産地創出支

援事業 

Ⅱ 

 
産地化 PJ 

⑤生産技術の向上によるパプ

リカの産地強化（パプリカ

産地強化 PJ） 

[H22～24] 

JA庄内みどり遊佐畑作

部会パプリカ専門部 

・栽培面積 5ha   

・単収 4,500kg 

・活力ある園芸産地創出支

援事業 
Ⅱ 

 
産地化 PJ 

⑥調整水田解消に向けたマコ

モダケ産地化の推進（マコ

モタケ産地化 PJ） 

[H22～24] 

八幡地域マコモタケ研究

会 

・栽培面積 5ha 

・単収 300kg/10a 

 Ⅱ 

 
産地化 PJ 

 

⑦転作田や遊休農地を活用し

た小ぎくの産地確立（小ぎ

く産地化 PJ） 

 

[H22～24] 

JA庄内みどり切花専門

部小菊班 

・栽培面積 250a 

・産出額 20,000千円 

・山形県農林水産業創意工夫

プロジェクト支援事業 

・次期主力園芸品目振興

事業 

・活力ある園芸産地創出支

援事業 

Ⅱ 

 
産地化 PJ 

 

創意 PJ 

⑧多年生露地花きの安定出荷

と生産拡大の推進（露地花

き生産拡大ＰJ） 

[H22～24] 

JA庄内みどり花木専門

部 他 

・年末出荷 7.5万本 

・新規植栽 50a 

・活力ある園芸産地創出支

援事業 

・山形県農林水産業創意工夫

プロジェクト支援事業 

Ⅱ 

 
産地化 PJ 

⑨結実安定によるおうとう産

地の育成（おうとう産地育

成 PJ） 

[H22～24] 

JA庄内みどり、JAそでう

らおうとう生産者 

・単収 350kg/10a 

・Ｌ級以上比率 60％ 

・次期主力園芸品目振興

事業 
Ⅱ 

 
産地化 PJ 

⑩伝承の技を活用した農産加

工技術の確立（農産加工品

開発支援 PJ） 

[H23～24] 

干柿加工研究グループ、

あられ加工研究グループ 

＜干柿＞ 

出荷規格、事例集等の

作成 

産出額24,000千円 

＜あられ＞ 

加工事例集の作成 

産出額4,900千円 

○農業技術普及課 

 

・庄内農産加工「伝承の 

技」活用事業 

Ⅳ 

 
産地化 PJ 
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（２）一般課題 

課題名 

[実施期間] 
指導対象 到達目標 

○連携機関 

・関連事業 

区分 

※ 

①新規就農者・農業後継者の

育成 

[H23] 

新規就農者等、新規就農

予定者、農業青年クラブ

員 

・研修実施者 20名 

(各普及課) 

・担当部門・品目の開始 

5名(各普及課) 

・新規農業青年クラブ員3名(

各普及課) 

○農業技術普及課 

・農業経営体育成・確保総

合支援事業 

・地域農業の担い手リーダー

活動支援事業 

Ⅰ 

②地域農業を担う集落営農組

織・認定農業者の育成 

[H23] 

集落営農組織(希望ファ

ーム大宮､下村一心会､サ

ンファーム大島田)､認定

農業者 

＜集落営農組織＞ 

・法人設立  1組織 

＜認定農業者＞ 

・農業経営改善計画の作成と

達成支援 10件 

・地域農業経営支援事業 

 
Ⅰ 

③水稲Ｖ溝直播栽培技術向上 

[H23] 

 

JA 庄内みどり酒田支店

Ｖ溝直播研究会 

・実践農業者の収量・品質 

収量 540kg/10a以上 

品質 1等米比率95%以上 

・新・米づくりやまがた日本

一運動推進事業 
Ⅱ 

④新規栽培者を中心とした長

ねぎ産地活性 

[Ｈ23] 

酒田南部地区長ねぎ生

産者 

・商品収量 2t/10a 

 
 Ⅱ 

⑤土地利用型園芸作物の推進 

[Ｈ23] 

上田畑作園芸組合､下村

一心会､希望ファーム大

宮 

・ばれいしょ商品収量 

2.5t/10a 

・にんじん商品収量 

 2.5ｔ/10a 

 Ⅱ 

⑥地域資源を活用した中山間

地農業の振興 

[Ｈ23] 

大沢地区生産者 

(ワークファーム荒瀬､(有

)穂積､加工グループわら

びの里) 

・地区内不作付地改善面積 

１ha 
・農業者戸別所得補償制度 Ⅱ 

⑦後継者育成による日本なし

産地の活性化 

[Ｈ23] 

刈屋地区若手生産者 ・幸水出荷量 40,000c/s 

・若手生産者の管理樹設置 

100％ 

 Ⅱ 

⑧稲WCSの低コスト生産技

術の向上と高品質化 

[H22～23] 

(株)和農日向(酒田市八

幡地域)､ 

管内稲ＷＣＳ収穫組織及

び給与農家 

＜(株)和農日向＞ 

・実証ほ稲 WCS収量 

1.5t/10a以上 

＜管内稲WCS収穫組織＞ 

・カビの発生 5%以下 

・雑草等混入 5%以下 

・収量 1.6t/10a 

・国産飼料増産対策事業のハイ

グレード稲発酵粗飼料利活用

型事業 

・全国飼料増産協議会事業 

Ⅱ 

 

 

⑨地産地消による米粉の普及

拡大 

[H23～24] 

山居館（米粉研究グルー

プ）、産直たわわ 

・米粉加工品の販売額 

 50万円増 

・やまがたアグリビジネス

創造支援事業 

・県産米を使った米粉利用

推進事業  

Ⅳ 

⑩地域内連携による農産加工

品開発支援 

[H23] 

遊佐町内農産加工実践

者 

・原料の供給と需要のマッ

チング ３件 

・新規加工品テスト販売品 

 ２品 

・やまがたアグリビジネス

創造育成事業 
Ⅳ 

 

※区分欄の説明 

○重点活動項目による分類 

Ⅰ担い手育成 Ⅱ産地育成  Ⅲエコ農業確立  Ⅳ６次産業化 

 

 ○産地化プロジェクト課題及び創意工夫プロジェクト 

  「産地づくりプラン」に掲げる産地化プロジェクト課題：産地化 PJ 

  創意工夫プロジェクト支援課題           ：創意 PJ 
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農村計画課                

農村計画課は、指導担当、計画調整担当、事業担当で構成され、下記業務を担当する。 

(1) 土地改良区の検査・運営指導、土地改良事業施行申請・認可、団体営土地改良事業補助金、農業基

盤整備資金、災害復旧事業補助金、予算経理、庶務、各種証明に関すること。 

(2) 農業農村整備施策に係る企画・調整・広報、並びに農業農村整備事業及び水田畑地化基盤強化対策

事業の調査・計画、耕作放棄地再生利用対策に関すること。 

(3) 団体営及び非補助土地改良事業、地籍調査事業の指導、地すべり防止区域の管理・指導、耕地災害

復旧の調査・指導、農地・水・環境保全向上対策の推進、中山間地域等直接支払制度、並びに農業水

利権の保全・指導に関すること。 

(4) 国営土地改良事業の推進に関すること。 

 
１ 平成２３年度の基本方針 
 「山形県農林水産業振興計画（H22.3月策定）」、「やまがた農山漁村元気づくり応援プラン（H23.3月策
定）」（山形県農業農村整備長期計画の名称変更）並びに「第 3 次山形県総合発展計画 庄内地域の発展方

向（H22.3 月策定）」を基本として、以下の方針に基づき農村計画課（計画、指導部門）・農村整備課（県
営事業の実施）一体となり、地域ニーズを踏まえた農業農村整備を推進していく。 

(1) 農業の持続的な発展のための競争力の高い経営体の育成・支援 
農林水産業元気再生戦略を支える担い手の育成、生産基盤の維持・強化に向け、優良農地の維持保

全、農業水利施設の適切な維持管理と計画的な整備・更新、多面的機能の適正な発揮に向けた農業農

村整備事業の展開。 
(2) 水田畑地化の計画的な推進による畑作物の生産振興 

    水田畑地化二期対策（平成 23年～27年）の着実な推進 
(3) 多様な主体の参画による農村づくりと快適な農村居住空間の創造 
   環境と共生する農村居住環境基盤の整備、安全に暮らせる農村の防災対策の推進、地域資源の保 
全・活用と地域コミュニティの再生、都市との交流による農村の活性化 

 
２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 農業水利施設等の保全対策（ストックマネジメント）の推進 
  老朽化等による機能低下が見られる農業水利施設について、関係機関が連携した適切な保全管理と
計画的な更新整備に向けた機能診断調査を進めるとともに、診断結果に基づく補修・更新対策を順次

実施する。 
(2) 生産拡大に向けた優良農地の確保 

    転作田における土地利用型作物や野菜等園芸作物の積極的な導入計画に合わせ、排水不良田におけ
る水田畑地化二期対策の着実な実施を図るとともに、担い手への面的集積により耕作放棄地発生の抑

制を図り、農林水産業を起点とする産出額拡大に向けた優良農地の確保に努める。 
(3) 地域資源の保全活動と各種地域づくり活動の推進、支援 
   「農地・水保全管理支払制度」、「環境保全型農業直接支援対策制度」、「中山間地域等直接支払制度」
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や「農山漁村活性化プロ派遣事業」、「山形県女性や若者が活躍できる新たな産業創出事業」等を通し、

地域づくり活動の着実な実施と定着化に向け、各地域における特色ある活動や新たな取組み等に対し、

各市町・関係機関団体と連携し支援強化を図る。 
(4) 国営土地改良事業の推進及び支援対策の実施 

最上川下流沿岸地区かんがい排水事業、赤川二期地区かんがい排水事業及び庄内あさひ地区地すべ

り対策事業の推進を図る。 
また、鳥海南麓地区農地開発事業の造成畑における営農支援対策等を実施する。 

 
３ 平成２３年度の事業計画 

－ 別添 農村計画課 事業計画 － 
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平成２３年度実施計画一覧表 （H23．3．22時点）

市町 工  期

旧市町・区

基幹水利施設 庄内管内

1 ストックマネジメント 庄内 H19～H23

小規模畑地化 三川町 県単事業

2 横山上 H23 暗渠排水

汚水処理交付金 酒田市 機能強化

3 浜中 H21～H26 計画人口 1,730人

農業集落排水 酒田市 機能強化

4 資源循環統合 宮内 H21～H23 計画人口 950人

農山漁村地域整備交付金 鶴岡市 機能強化

5 農業集落排水 上郷 H23～H27 計画人口 2,470人

酒田市 機能強化

6 大川渡 （松山町） H23～H25 計画人口 750人

酒田市 機能強化

7 山谷円道 （平田町） H23～H25 計画人口 920人

鶴岡市 機能強化

8 羽黒中央 （羽黒町） H23～H29 計画人口 7,710人

国土調査費 鶴岡市

9 （地籍調査） 藤島・温海

酒田市

10 平田

調査計画 酒田市

11 実施計画 広野 H23～H24 調査計画

鶴岡市

12 鎌田 （羽黒町） H23～H24 調査計画

農村災害対策 鶴岡市

13 大川堰 （櫛引町） H23～H24 調査計画

団体営 鶴岡市 水田畑地化

14 大山三字 H23 調査計画

三川町 水田畑地化

15 押切上町 H23 調査計画

三川町 水田畑地化

16 猪子 H23 調査計画

計画設計事業（県単） 鶴岡市 ストックマネジメント

17 （藤島町） H23 調査計画

鶴岡市 ストックマネジメント

18 京田・栄 H23 調査計画

庄内町 かんがい排水

19 上堰・八ｶ村堰 H23～H24 調査計画

鶴岡市

20 栗山２期 （朝日村） H23 調査計画

農地防災施設 地すべり 地すべり防止施設

21 維持管理費 概成地区 継続 維持管理費 一式

炭素貯留関連

22 基盤整備実験事業 鳥海南麓 酒田市 H22～H24

農地・水保全管理支払交付金

23 管内 ５市町 H23～H27

環境保全型農業直接支援対策

24 管内 ５市町 H23～H27

中山間地域等直接支払

25 管内 ４市町 H22～H26

農山漁村活性化

26 プロ派遣事業 庄内管内 H20～H24

女性や若者が活躍できる

27 新たな産業創出事業 庄内管内 H22～

庄内活き活きファーム

28 づくり総合支援事業 鶴岡市、酒田市 H22～H24

七五三掛地区農業生産基盤

29 復旧支援事業 鶴岡市 H23

地籍調査

地籍調査

  総       量

番号 地区名

八栄島

事 業 名
事  業  量

経営体育成（通作条件整備型）

経営体育成（面的集積型）

経営体育成（面的集積型）

用水路改修
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農村整備課 
農村整備課は、用地換地担当、施設担当、工事担当、水利整備担当、農地整備担当で構成し、農業農村整備

事業の実施に関する下記業務を担当する。 

（用地換地担当） 

  農業農村整備事業の実施に伴う用地の買収補償、換地、土地改良財産の管理委託及び譲与、自作農財産の

管理及び処分等の事務に関すること 

（施設担当） 

国営造成施設県管理費補助事業、基幹水利施設管理事業、国営・県営造成施設管理体制整備促進事業、基

幹水利施設ストックマネジメント事業 

（工事担当） 

ため池等整備事業、中山間地域総合農地防災事業、広域営農団地農道整備事業 

（水利整備担当） 

経営体育成基盤整備事業（水利施設整備） 

（農地整備担当） 

地域水田農業再編緊急整備事業、経営体育成基盤整備事業（農地整備）、農業経営高度化支援事業 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

  「第３次山形県総合発展計画 庄内地域の発展方向（H22.3月策定）」、｢山形県農林水産業振興計画（H22.3

月策定）｣及び新たな山形県農業農村整備長期計画「やまがた農山漁村元気づくり応援プラン（H23.3策定）」

に基づき農村計画課等関係課と連携して、地域ニーズに対応した農業農村整備の推進を図る。 

 (1) 基盤整備の推進による生産力の強化 

 (2) 農業水利施設の機能維持と長寿命化 

 (3) 安心安全な暮らしを支える環境基盤の整備推進 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 農業産出額の向上を目指す経営体の育成を支援するため、農業生産基盤の整備と農地の面的集積の推進 

(2) 畑地化を契機とした園芸産地拡大に向けた、関係機関との連携した取り組みの強化 

(3) 農業用水の安定供給とライフサイクルコストの低減を図るため、農業水利施設の適切な維持管理と更新 

整備の推進 

(4) 農産物輸送の合理化と地域間交流の促進を図るため、基幹的な農道の整備推進 

(5) 農村地域における自然災害の未然防止のため、老朽ため池等の改修整備の推進 

(6) 事業実施市町、関係団体及び地域住民と連携して、整備した施設等を活用した地域づくりを支援するな 

ど、農村地域の活性化の推進 

 

３ 平成２３年度の事業計画 

─ 別添 農村整備課 事業計画 ―  
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農村整備課　　事業計画

1 鷺
サギ

　畑
ハタ

鶴岡市 H19～H24 区画整理 26.3ha

2 西郷北部
鶴岡市・酒田市・

三川町
H21～H26 区画整理 306.4ha

3 地域水田農業再編緊急整備事業 鶴岡中央 鶴岡市 H20～H22 暗渠排水 85.5ha 繰越

4 湯尻米出 鶴岡市 H21～H22
電気設備
ポンプ設備

2箇所 繰越

5 大
ダイ

　黒
コク

鶴岡市 H21～H22
電気設備
ポンプ設備

1箇所 繰越

6 東郷
トウゴウ

堰
セキ

鶴岡市・三川町 H23～H28
電気設備
ポンプ設備
集中管理システム

揚水機場
4ヶ所

7 京田
キョウデン

・栄
サカエ

鶴岡市 H23～H24 揚水機場・幹線用水路
揚水機場

　　７箇所

8 八栄島
ヤエジマ

鶴岡市 H23～H24 揚水機場 2箇所

9 広域営農団地農道整備事業 飽海中央 酒田市 H9～H23 道路工 12,194.3m

10 中山間地域総合農地防災事業 八沢 鶴岡市 H10～H23 ため池改修 4ヵ所

11 ため池等整備事業（ため池大規模） 通　越
ト オ リ コ エ

酒田市 H22～H26 ため池改修 1ヵ所

12 上野新田３期 鶴岡市 H19～H23 水路トンネル 594.9m

13 越中堰　　３期 鶴岡市 H22～H26 水路・トンネル 1,051.7m

14 最上川下流右岸 酒田市 H8～ 平沢用水機場

15 最上川下流右岸２ 酒田市 H11～

16 最上川下流 庄内町 H14～ 北楯頭首工・北楯大堰

17 赤　川 三川町 H8～ 赤川用水機場

18 赤川２ 鶴岡市 H11～ 西1･東2号幹線用水路

19 国営造成施設県管理費補助事業 赤　川 鶴岡市 H4～ 赤川頭首工

20 赤　川
鶴岡市・酒田市・

三川町
H12～H26 計画・推進･支援事業

21 最上川下流右岸 酒田市・庄内町 H12～H26 計画・推進･支援事業

22
国営造成施設管理体制整備促進事業
（操作体制整備型）

最上川下流沿岸 庄内町・酒田市 H21～H23 操作体制整備

23 八沢川 鶴岡市 H14～H26 計画・推進･支援事業

24 西　郷 鶴岡市・酒田市 H14～H26 計画・推進･支援事業

25 笹　川 鶴岡市 H14～H26 計画・推進･支援事業

26 鷺　畑 鶴岡市 H19～H27
指導・調整事業
集積促進事業

27 西郷北部
鶴岡市・酒田市・

三川町
H21～H29

指導・調整事業
集積促進事業

28 やまがたの水利施設補完整備事業 庄　内 酒田市・鶴岡市 H21～H22 安全施設 一式 繰越

29 ふるさと雇用再生特別基金事業 庄内砂丘 鶴岡市 H21～H23 自然環境保全活用事業

30 （人材育成分野） 鶴岡市 H22～H23 農業水利施設操作習得

31 （重点分野） 鶴岡市、庄内町 H22～H23
土地改良財産データの電
子化

県営造成施設管理体制整備促進事業

農業経営高度化支援事業

緊急雇用創出事業

備　考

経営体育成基盤整備事業

基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業

基幹水利施設管理事業

国営造成施設管理体制整備促進事業
（管理体制整備型）

関係市町地区名 工　　期事 業 名
全　　体　　事　　業　　量

ため池等整備事業（用排水施設）

草薙頭首工・導水幹線用水路

番号
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水 産 課 
 総務担当（総務係）、振興普及担当、漁港整備担当、漁業調整担当の４担当制で、総務担当は予算経理と水

産団体の指導・検査、漁港区域内の国有地の管理、漁港施設の監視・維持管理及び水産金融関係に関する事

務を分掌している。振興普及担当は、漁港の衛生管理対策、栽培漁業の推進、栽培漁業センターの管理運営、

水産業改良普及事業、水産物販売・流通･加工及び海面・内水面漁業振興対策関係等に関する事務を分掌して

いる。漁港整備担当は、水産基盤（漁港・漁場）及び漁港海岸（海岸保全施設・海岸環境）の整備、漁港漁

場整備長期計画を担当している。漁業調整担当は、資源管理型漁業の推進、漁業権の免許、漁業の許認可、

海面・内水面漁業及び遊漁等の調整、漁業遊漁取締り、漁船建改造許可・登録、漁場環境保全、漁業調査、

海洋観測、漁業無線通信、海上気象通信及び水産統計等に関する事務を分掌している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 
「山形県水産振興実践計画」（平成 20 年 3 月策定）に基づき、水産資源を管理し漁場環境を保全すること

により海の生産力を有効に利用した漁業を展開するとともに地産地消を進め、県民への水産物の安定供給を

図る。 

低迷する魚価対策として新たな販売対策等により、漁業の収益向上に取組み、雇われから自営への転換を

促進することなどにより若い漁業の担い手確保を図る。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 
(1) 資源管理型漁業と栽培漁業の推進による水産資源の安定的確保 

(2) 県・関係市町・県漁協等が連携した就業者確保育成対策の推進 

(3) 水産物の鮮度保持・衛生対策による安全・安心な水産物供給の促進 

(4) 「庄内浜文化伝道師」の活動支援等による地産地消・魚食普及の推進  

(5) 水産物の新たな付加価値づくりと販売対策による漁業者の収益の向上・安定化 

(6) 安全で機能的な漁港の整備と増殖施設の整備による生産基盤の整備 

(7) 水産関係団体（山形県漁業協同組合、（財）山形県水産振興協会等）の経営改善等 

(8) 離島（飛島）の水産業・漁村の再生 

 

３ 平成２３年度の事業計画 
(1) 資源管理型漁業と栽培漁業の推進 

ア 水産資源の安定的な確保と持続的な利用を図るため、資源が著しく減少している重要魚種について

資源回復計画に基づき、漁獲努力量の規制、小型魚の保護等に取り組む。 

   対象魚種（マガレイ、ハタハタ、ヒラメ、キス等） 

イ TAC 制度により漁獲量を的確に管理する。 

対象魚種（ズワイガニ、スケトウダラ、マアジ、スルメイカ） 

ウ 栽培漁業センターで、ヒラメ、アワビ、クロダイ、アユ、モクズガニの種苗を生産し、関係団体へ 

供給する。 

エ 海面養殖や陸上養殖の振興を図る。 

オ 内水面では、サケ、サクラマスの稚魚放流を行い、資源増殖を図る。 

  カ 漁業監視調査船「月峯」によるパトロールを強化し、山形県沖合海面の水産資源と漁場を守るとと

もに漁業秩序の維持を図る。 
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(2) 漁業の担い手確保・育成 

ア 山形県漁業就業者確保育成協議会において、担い手確保・育成の具体的方策を検討する。 

イ 新規漁業就業希望者を対象に、長期・短期の漁業技術研修を実施する。また、漁船、漁具等の有効 

な継承を図るための情報を提供する等により、雇われ漁業者の独立・自営化を支援する。 

ウ 制度資金による経営改善を支援する。 

エ 中学生を対象とした少年水産教室や水産高校生の体験漁業を実施するほか、漁業者団体等の活動を

支援する。 

(3) 安全・安心な水産物の供給 

ア 出荷水産物の鮮度保持・衛生対策、並びにイワガキ等貝類のモニタリング検査を支援する。 

イ 消費者への安全安心な水産物の供給を実現するために、荷さばき施設の衛生管理対策を支援する。 

(4) 庄内浜文化伝道師の活動への支援 

ア 地産地消・魚食普及に取組む「庄内浜文化伝道師」の講座開催や伝道師協会の運営を支援する。 

(5) 水産物の新たな付加価値と販売対策 

ア 漁師のまかない魚（低利用魚）の料理方法や加工品の開発などを推進する。 

イ 内陸地方への流通促進並びに大消費地やホテル、レストラン等との直販ルート開拓など、県漁協の

販売活動を支援する。 

ウ 漁業者が行う鮮度保持技術による付加価値向上対策を支援する。 

エ 「庄内浜文化情報館」等のｗｅｂサイトにより地域の情報を発信し、庄内浜産魚介類の販売を促進

する。 

(6) 漁港漁場等の整備 

ア 安全で機能的な漁港の整備や増殖施設の整備による漁業生産基盤の整備を図る。 

イ 高潮・津波対策により、災害に強い漁村づくりを推進する。 

ウ 藻場の機能維持・回復に取り組む「藻場保全地域協議会」の運営と活動組織を支援する。 

(7) 水産関係団体への指導及び水産公益法人の新制度移行等に対する指導 

ア 山形県漁業協同組合の経営改善を指導・支援する。 

イ (財)山形県水産振興協会については、健全な運営を維持するとともに、公益法人改革に対応した新

公益財団法人への移行を指導・支援する。 

ウ 山形県漁業信用基金協会については、保証審査の適正化、求償権回収の向上等、経営健全化のため、

適切な指導を行う。 

(8) 離島（飛島）の水産業・漁村の再生 

ア 漁業の再生に取組む飛島の漁業集落（勝浦、中村、法木地区）の活動を支援し、離島の水産業・漁

村の再生を図る。 
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森林整備課（森づくり推進室） 
 森林整備課は、林政企画担当、指導担当及び治山林道担当の 3 部門並びに森づくり推進室の森づく

り担当及び里山造林担当の 2 部門の合計 5 部門で、林業･山村の活性化の推進、間伐の推進・森林病害

虫等の駆除・民有林の造林等の森林整備推進、森林組合等林業関係団体の育成指導、林産･木材産業の

振興、林業労働力対策、林業金融の利用促進、地域森林計画の実行確保、県民参加の森づくりの推進、

林業技術の普及指導、林業経営の指導、林道の開設･舗装等、山地災害の防止、山地治山、地すべり防

止、保安林の整備、林地開発行為の許可、眺海の森の管理、環境緑化の推進等に関する事務を分掌し

ている。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

「山形県農林水産業振興計画」及び「農林水産業元気再生戦略」に基づき、「森林資源の循環利用」

と「健全で多様な森づくり」を推進するため次の施策を実施する。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

 (1) 地域の木材の生産振興と需要拡大 

    循環型資源である地域産木材の有効利用と需要拡大を図るため、施業地の集約化と機械化によ

る低コスト生産体制の確立、間伐材の有効活用の推進、乾燥材の生産拡大を支援するとともに、

一般県民に対する「木の良さ」のＰＲと地域の「家づくりネットワーク」の活動を支援するこ

とにより消費促進を進める。 

 (2) 健全で豊かな森林の整備 

森林の公益的機能を高度に発揮させるために「やまがた緑環境税事業」「森林整備促進・林業 

等再生事業」等により間伐等の森林整備を推進する。 

(3) 県民参加の森づくりの推進 

    「出羽庄内公益の森づくり事業」及び「やまがた緑環境税の交付金・公募事業」と既存事業と

の連携により森林の保全・整備及び森林ボランティアの活動支援等により、県民参加の森づく

りを推進する。 

 (4) 松くい虫被害対策の推進 

    森林病害虫防除事業等による予防と駆除の両面における対策を重点的に実施する。 

 

３ 平成２３年度の事業計画 

【森林資源の循環利用】 

 (1) 森林施業の集約化等の促進 

   地域産木材の低コスト化と安定供給、長期的な森林経営受託を図るため、スギ人工林等要整備

森林の施業集約化と森林整備作業の効率化を推進する。 

 (2) 県産木材の需要拡大 

  ア 風土に根ざした「庄内の家」づくりの推進 

    地域材の地産地消及び利用拡大、良質な地域材の生産振興、地域の住宅産業の活性化を図る 
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   ため、地域材を使用して地域の工務店が建築する風土に根ざした家（「庄内の家」という）づく 

りを推進する。 

   (ｱ) 顔の見えるやまがたの木で家づくり推進事業 

   庄内の森林から始まる家づくりネットワーク（鶴岡・田川）、同（酒田・飽海）の地域材 

を使用した家づくり推進活動を支援する。 

   (ｲ) 山形の家づくり利子補給制度 

     県産材を利用した住宅建築に対し、住宅ローンの１％の利子補給を実施する。 

   (ｳ) 県産認証材「やまがたの木」普及・利用促進事業 

  市町村と連携し、県産認証材を使用した住宅新築を支援する。 

(ｴ) やまがたの木流通体制強化事業 

  乾燥材の生産など、県産製材品を安定供給するモデル的な取組みを支援する。 

 イ 木材需要拡大のＰＲ 

    木材需要の拡大と林業及び木材産業の活性化を図り、地域材利用の重要性を広くＰＲするた 

め、次の事業を実施する。 

   (ｱ) 庄内森とみどりのフェスティバルの開催 

     森林の働きや地域材利用の重要性をＰＲし、森林の保全活動の推進と地域林業・木材産業 

    の振興を図るために開催されるフェスティバルを支援する。 

開催場所 主 催 開 催 日  事 業 内 容 

鶴岡市 

酒田市 

実行委員

会組織 

10 月中旬 

10 月下旬 

森林整備体験、木材、木製品の展

示及び木工工作体験等 

 (ｲ) 地域材利用促進対策事業 

   地域材の利用促進を図るため公共施設の木造・木質化を推進し、展示効果やシンボル性 

  が高く波及効果の期待できる木造公共施設整備に対して支援していく。 

（庄内自然博物園学習交流館の整備・・・鶴岡市 H22 補正） 

 ウ 公共事業への木製土木資材の利活用促進 

  公共事業等に小径木（間伐材）を使用した木製土木資材の利用促進を図り、木材資源の有効

利用を促進する。 

  エ 木質バイオマス資源の有効利用の促進 

    地球温暖化防止と森林資源の有効利用を図るため、松くい虫被害木、未利用間伐材、製材工 

場等で発生する端材等の木質資源のエネルギー利用を推進する。 

   (ｱ) 木質バイオマスエネルギー施設整備事業 

   未利用木質資源をバイオマスエネルギーとして活用するために必要な施設や公共施設等 

  において木質バイオマスを燃料として利用するために必要な施設の整備に対し支援をして 

いく。 

(木くず焚きボイラーの整備・・・やまがたの木乾燥センター H22 補正) 

(ｲ) 製材廃材等エネルギー利用促進事業 

  県産木材製品の生産増大による木くず等の増加が見込まれる状況にあるため、これらを原 

料とするペレットを利用するストーブの導入を、市町村との連携のもとに支援していく。 
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 (3) 県産木材の生産振興 

 ア 設備等導入支援事業 

(ｱ) 林業・木材産業構造改革事業 

  競争力ある木材産地の形成等を推進するため、高性能林業機械や高度加工製材施設等の導 

入に支援する。 

   (ｲ) 森林整備促進・林業等再生事業（H21～H23 基金事業） 

     森林整備の加速化と森林資源の有効利用を図るための施設導入に支援する。 

     (木材乾燥施設等の整備・・・やまがたの木乾燥センター) 

 イ 林道事業の推進 

森林空間の総合的利用の促進、木材搬出コストの削減及び山村地域の居住環境の改善を図る。 

（単位：ｍ）      

ウ 林業金融関係事業 

    林業・木材産業事業体の生産活動等を援助するため、次の金融関係事業を実施する。 

   (ｱ) 林業・木材産業改善資金貸付事業 

    森林所有者等の個人や林業・木材関係事業体が経営改善のため、先駆的な取り組み等を行 

うために必要な資金に対し、無利子の融資事業を実施する。 

   (ｲ) その他の資金 

    ａ 公有林造林資金貸付事業 

      市町村等の公有林の整備を目的とした長期かつ低利の資金融資事業を実施する。 

    ｂ 日本政策金融公庫資金貸付事業 

      農林漁業の生産力の維持増進を目的とした長期かつ低利の資金融資事業を実施する。 

   (ｳ) 木材産業等高度化推進対策事業資金貸付事業 

     林業事業体が行う木材の生産及び流通の合理化を促進するため、低利の運転資金融資事業 

    を実施する。 

事業区分 区  分 路線名 工区 施工主体 施 工 地 
幅

員 
延長 摘要 

1 山形県 鶴岡市温海 4.0 353 H22 補正 
八方峰 

2 山形県 鶴岡市温海 4.0 700 H23 通常 

森 林 環 境

保 全 整 備

事業 

森林 

管理道

開

設 
計     1,053  

1 山形県 鶴岡市本郷 4.0 376 H22 補正 
本郷松沢

2 山形県 鶴岡市砂川 4.0 297 H23 通常 

森 林 居 住

環 境 整 備

事業 

森林 

基幹道

開

設 
計     673  

1 鶴岡市 鶴岡市三瀬 4.0 300 H22 繰越 
三瀬矢引

2 鶴岡市 鶴岡市三瀬 4.0 800 H23 通常 

里 山 エ リ

ア 再 生 交

付金 

 

森林 

管理道

 

開

設 
計     1,100  

平成 23 年度計画 合計 3 路線、9 工区、2,826ｍ 

（内訳）・県施工 2 路線、6 工区、・補助営 1 路線、3 工区 
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(4) 森林管理・経営の担い手の育成 

ア 森林組合の指導育成 

   (ｱ) 一般指導事業 

     地域林業の中核的担い手である森林組合の指導をおこなう。 

（森林組合 3 組合、生産森林組合 28 組合） 

   (ｲ) 常例検査 

   森林組合法第 111 条第４項の規定に基づき、森林組合の業務及び会計の状況を検査する。 

   (ｳ) 入会林野等の整備 

  入会林野等の権利関係の近代化及びその農林業上の利用を図るため、入会集団及び集団 

の属する市町に対し認可に向けた指導及び助言をおこなう。 

  イ 林業労働力対策事業 

    林業労働力を確保するため、林業後継者の育成及び労働安全衛生を推進する。 

   (ｱ) やまがたグリーンマイスター養成研修 

  山形県林業労働力確保支援センターと連携し、森林施業の高度化に対応した、より高度な 

専門技能資格を有する現場作業員（やまがたグリーンマイスター）を養成する。 

   (ｲ) 森林、林業労働安全衛生対策 

     労働安全衛生推進のため、林業木材製造業労働災害防止協会山形県支部が主催するチェー 

    ンソー作業従事者の健康診断や講習会等の受講を事業体に働きかける。また、県営事業の現 

    場を中心にした安全パトロールを実施して、労働災害の防止と労働安全意識の向上に努める。 

 ウ 県営林事業 

    管内の県営林について、除間伐・枝打ち等の施業と路網の整備等を行い、森林資源を培養し 

県有財産を造成する。（県営林 19 箇所、552ha） 

 (5) 特用林産物の生産振興 

  中山間地域の活性化及び就業の場の確保とグリーンツーリズムの推進のため、山菜、きのこ等 

特用林産物の生産を振興する。 

  ア 森のめぐみ王国やまがた振興事業 

    特用林産物の生産振興と産地づくりを推進するため、市町村と連携し、生産基盤や生産・加 

   工施設等の整備を支援する。 

 イ 林業金融関係事業（再掲：林業・木材産業改善資金貸付事業） 

【健全で多用な森林づくり】 

 (1) 多様な森林整備・保全 

  ア 森林計画事業 

森林の持つ多様な機能を総合的かつ高度に発揮させるため、地域森林計画の実行を確保、市 

町村森林整備計画に基づく森林管理を推進すし計画的な森林の整備につとめる。 

イ 森林整備地域活動支援交付金事業 

    森林所有者等による森林施業の実施に必要な施設集約化の促進や作業路網の改良などの地

域活動を確保するため、交付金を協定締結者に交付し、計画的かつ一体的な森林整備を推進す

る。 
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 ウ 森林環境緊急保全対策事業（やまがた緑環境税事業） 

         経営環境の悪化、森林所有者の離村や所有規模が零細なことから、管理が行われず荒廃が進 

        んでいる人工林や、長期間利用されずに活力が低下し病虫害や気象災害などにより荒廃が危惧 

        されている里山林のうち、県民の生活に大きな影響を及ぼす恐れのある民有林を復旧・再生す 

        るため、環境保全機能を重視した整備を実施し、森林の公益的機能の高度な発揮を持続的に図 

る。 

   (ｱ) 荒廃森林緊急整備事業（350ha） 

    ・人工林を針広混交林や様々な樹齢からなる森林へ誘導  225ha 

    ・病害虫等で荒廃した里山林の再生      125ha 

   (ｲ) 森林資源循環利用促進事業 

    間伐の結果発生する低質間伐材の利用を推進するため、利用可能材の搬出に要する経費の 

   一部を補助する。（30.4 千㎥ 県全体） 

 エ 森林整備支援事業（民有林造林補助事業等） 

  森林の有する水資源のかん養や山地災害防止等の多面的機能の維持・増進を図るため森林整

備を推進する。                                                     (単位:ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業  名 事業量 実 施 箇 所 等 

森林整備支援事業（民有林造林補助事業）

（森林環境保全直接支援事業） 

（保全松林緊急保護整備事業） 

       

    70 

     3 

 

鶴岡市、酒田市、庄内町,遊佐町 

鶴岡市、酒田市、遊佐町 

      計     73  

美しい森林づくり基盤整備交付金     79 鶴岡市、酒田市、庄内町,遊佐町 

森林整備促進･林業等再生事業（間伐）    463 鶴岡市、酒田市、庄内町,遊佐町 

合 計    615  
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 オ 森林病害虫被害対策 

  (ｱ) 松くい虫被害対策 

  (ｲ) ナラ枯れ被害対策 

    ナラ枯れ被害の原因であるナラ菌を媒介するカシノナガキクイムシを駆除し、その蔓延を 

   防止して公益的機能の高い森林の保全を図る。また、林業的防除としてナラ林の萌芽更新に 

   よる若返りを推進するための、伐採利用に要する経費を補助する（下表の２）。治山事業で 

   は過年災木も併せて処理し、倒木による二次被害防止と森林の健全化を図る。 

事 業 名 市 町 村 名 事業量 備 考 

１ 森林病害虫等防除事業 鶴岡市･庄内町･酒田市･遊佐町 767 本 駆除･予防 

２ 広葉樹林健全化促進事業 未定 未定 伐採搬出 

３ 市町村総合交付金事業 鶴岡市・酒田市 902 本  

４ 治山事業 鶴岡市、酒田市、遊佐町 104 本  

カ 美しいふるさと景観保全整備事業（緊急雇用創出事業：継続） 

里山林の不要木・不良木伐採除去による森林景観整備をとおして緊急に雇用を確保する。 

海岸林のつる切り・除伐等の整備、県営林や保全林等の歩道や境界の刈払いを行う。 

事  業  区  分 区  分 市  町  名 事業量 推定本数

１ 森林病害虫等防除事業    

特別伐倒駆除  280 ㎥ 500 本 

無人ヘリ散布   15ha  

 地方公共団体委託事業 

（国から県が受託  

国庫 10/10) 地上散布 

遊佐町 

  19ha  

 県営 （国庫補助事業   

 国庫 1/2 県 1/2) 

特別伐倒駆除 鶴岡市、酒田市、遊佐町 800 ㎥  

無人ヘリ散布 遊佐町   31ha   補助営 （国庫補助事業  

 国庫 1/2 県 1/4) 地上散布（海岸

林のみ) 

鶴岡市、酒田市、遊佐町  147ha  

伐倒駆除 酒田市  100 ㎥  170 本 ２ 市町単独事業 

  地上散布 酒田市   2ha  

伐倒駆除 鶴岡市、酒田市、遊佐町   49 ㎥    40 本 ３ みどり環境税交付金事業 

 地上散布 鶴岡市   7ha  

４ 造林事業補助営 （国庫

補助事業 国庫 1/2 県

1/4) 

保 全 松 林 健 全

化 整 備 （ 衛 生

伐） 

鶴岡市、酒田市、遊佐町  260 ㎥ 300 本 

５ 治山事業県営 （国庫補

助事業 国庫 1/2 県 1/2) 

保安林整備  619 ㎥ 1,800 本

 

合 計 

2,108 ㎥ 

  221ha 

5,110 本
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キ 林業機械作業システム整備事業 

    素材生産規模の拡大、木材生産の低コスト化及び林業従事者の就労環境改善のために必要な

林業生産用機械の導入について支援する。 

  ク 森林調査管理事業 

   民有林の保安林、林野火災予防地域、海岸林、孤立集落に係る地すべり防止区域及び山地災

害危険地区を対象として、森林法違反の監視、林野火災の予防、森林病害虫調査、山地災害早

期発見等を目的として、森林巡視を実施する。（巡視期間は 4 月から 12 月まで） 

 ケ 林道事業（再掲） 

 コ 治山事業計画 

森林の維持造成を通して、山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全する。 

 

  サ 保安林整備管理事業 

    森林の公益的機能の発揮により、県民生活の安全と生活環境の保全を図るための保安林の指

定や管理を行う。 

区     分 数   量 摘       要 

保安林指定調査  ３件 10ha （酒田市上餅山、楯山、泥沢） 

保安林解除調査  ３件 10ha （鶴岡市辻興野、湯温海）高速道関連

保安林等立木伐採等許可事務 100 件  伐採許可 30 件、作業許可 70 件 

保安林標識等の設置 10 本 管内一円 

 

シ 林地開発行為許可業務 

    適正な森林管理をおこない、森林の多面的な機能を維持するため、林地開発行為の許可及び 

変更等の事務を行う。 

事  業  区  分 箇  所 施 工 地 施工主体 工     種 

復旧治山 大桐峯 庄内町狩川 治山ダム工 
山地治山 

予防治山 大村山 酒田市楯山 治山ダム工 

地 す べ り 防

止 

地すべり

防止 

大網 鶴岡市大網 集水ボーリング 

調査 

特定流域 

総合治山 

保安林 

整備 庄内海岸 

鶴岡市 

酒田市 

遊佐町 

森林整備 

保安林整備 保 育 酒田市 酒田市外山越 森林整備 

温海 鶴岡市 森林整備 

櫛引・朝日 鶴岡市 森林整備 

漁場保全 

の森づくり 

保安林 

改良 

離島飛島 酒田市飛島 

山形県 

森林整備 
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許     可 
区  分 

新  規 変  更 完了検査
変更届 連絡調整 

件   数   5   10   5  15    5 

  ス 林業普及指導事業 

   (ｱ) 巡回運営指導 

     林業普及指導実施計画に基づく、林業普及指導員による巡回普及活動を実施する。 

   (ｲ) 研修会の開催 

    ａ 収益性間伐研修：収入を考慮した間伐技術を普及し、森林整備の推進を図る。 

    ｂ 特用林産研修会：山菜、きのこの生産技術等を普及し、中山間地域の活性化と所得の拡 

     大を図る。 

 ｃ 森林病害虫研修：マツ、ナラ類等の病害虫対策について、理解を深めると共に被害拡大 

  の抑制を図る。 

   (ｳ) 普及指導広報活動 

     普及指導広報誌の編集発行等を行い、林業関係者へ情報提供する。 

   (ｴ) 林業技術適用化事業（里山における原木きのこの通年発生技術） 

     里山での栽培技術を確立し、都市住民との体験交流等による山村地域の活性化に繋げる。 

   (ｵ) 普及指導協力員活用事業（林業技術向上対策事業） 

     森林・林業の専門知識・技術を備えた人材を普及指導協力員として選任し、効率的な普及 

    指導活動に資する。 

   (ｶ) 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業（事業主体：庄内林業研究会） 

     林研グループが行う「新規就業者の育成」に取り組む各種活動を支援する。 

(2) 県民参加の森林づくり 

ア やまがた緑環境税充当事業 

 「21 世紀にふさわしい県民と森林との関わり」を構築していくため、森林の直接的な整備に

加え、森林に対する理解醸成、県民協働の森づくり、森林を含めた生態系としての自然環境保

全活動を推進し、県民全体で森林や自然環境を保全していく仕組みや、下地づくりを行ってい

く。 

   (ｱ) 出羽庄内公益の森づくり事業 （庄内総合支庁直接要求事業） 

     庄内地域の砂丘林は 300 年にわたる造成と保全の歴史を有する大いなる遺産であり、地域 

の暮らしと産業に不可欠な森林である。この砂丘林を、多様な主体の協働により保全し、良 

好な環境で後世に引継ぎ、強風・飛砂・潮風害・津波等を防ぎ、県民の安全安心な暮らしを 

支える。 

    ａ 「出羽庄内公益の森づくりを考える会」の開催 

多様な主体の協働による保全活動を行うための情報交換、意見交換の場として開催し、

砂丘林の今後のあり方などについても検討する。（3 回開催予定） 

    ｂ 森林ボランティア等の活動の支援 

森林ボランティア活動の企画、機材の貸与、現地技術指導、残材処理等の支援を行う。
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（10 回程度予定） 

    ｃ ボランティアリーダー研修 

      森林ボランティアで指導的な役割を果たす人材を育成する。（2 回開催予定） 

    ｄ 森林環境教育の支援 

      砂丘林や松くい虫被害等についての普及啓発や学習活動の支援を行う。（随時実施） 

    ｅ 森づくりフォーラムの開催 

      森林ボランティア団体が森づくり活動に関する情報を共有し、庄内地域全体への波及を 

図る。（1 回開催予定） 

    ｆ 海岸林資源の利用促進 

ボランティア活動で発生する枝条等の林地残材をチップ化して資源の有効利用を図る。 

   (ｲ) 県民みんなで支える森・みどり環境公募事業 

     地域住民やＮＰＯ、企業等が地域のニーズに応じて取組む多様なアイデアによる森づくり 

    活動や自然環境の保全活動等、県民自らが主体的に進める活動を広く公募し、その事業に要 

    する経費を支援する。 

   (ｳ) みどり環境交付金事業 

地域における住民の意向や実情に精通している市町が、それぞれの地域の課題に沿って独 

    自性を発揮し、かつ創意工夫を凝らしたきめ細やかな森づくりや自然環境の保全活動等の取 

    組みを展開できるように、市町長に対して交付する。 

   (ｴ) 新たな森づくりの普及啓発事業（再掲） 

     森づくりの大切さについての理解を深め、県民みんなで支える新たな森づくりの機運を高 

    めるため、イベントや普及啓発活動を実施する。 

    ・庄内森とみどりのフェスティバルの開催 

    ・鶴岡市、酒田市２会場で開催予定 

  イ 緑化推進事業 

    緑豊かなうるおいのある環境づくりをめざし、地域や学校の緑化整備を行うとともに、住民 

の森林に対する意識の高揚を図るため、各種緑化推進事業をおこなう。 

   (ｱ) 緑化及び森林、林業に対する意識の高揚 

事 業 名 事  業  内  容 

「緑の募金」運動 募金運動春募金：（4/1～5/31、秋募金：9/1～10/30） 

緑のプレゼント 花木配布に対する支援を行う （・酒田市眺海の森：４月 ・鶴岡市

いこいの村庄内：５月） 

ふれあい森林教室  一般市民を対象にした各種事業に対する支援を行う 

校庭樹配布事業 校庭樹用苗木の配布支援を行なう 

緑の街並みづくり

推進事業 

市町や各地区緑化推進委員会が実施する緑化樹の無償配布を支援す

る。 

   (ｲ) 緑の少年団育成 

     庄内地区交流研修会（県みどりの少年団交流研修大会と共催） 
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    ・場所：遊佐町白井新田「しらい自然館」 8 月 2 日～3 日 

    ・参加者：庄内地区緑の少年団員 50 名 

    ・内 容：森林整備、ネイチャーゲーム、クラフト等 

  ウ 眺海の森管理整備事業 

  多くの県民が森林に親しみ、森林、林業について学んでもらうため、眺海の森を管理運営す

るとともに、眺海の森を訪れた人に対し各種体験、学習等を指導する「森の案内人｣活動を支

援する。  
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家畜保健衛生課 
 家畜伝染病の防疫、家畜衛生に関する事務を担当している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

 平成 22 年 4 月に発生した口蹄疫は、宮崎県内で飼養されている 29 万頭の牛、豚を殺処分し 7 月に終息し

た。その後の発生はなく 2 月には清浄国に復帰したが、依然、近隣諸国で発生があり警戒が必要である。ま

た、高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）はアジア各地で発生が確認されており、日本においても昨年 

10月に野鳥で確認されてから11月の島根県における鶏での発生をはじめとして9県、24農場の発生があり、

約 180 万羽の鶏が殺処分されるに至った。人の動きや物流の国際化が進む中、口蹄疫やＨＰＡＩの発生に迅

速かつ適切に対応するため、引き続き、家畜防疫地理情報システム（ＧＩＳ）のデータ更新・整備や初動防

疫訓練等による防疫体制の強化を図る。 

一方、食品の安全性が強く求められている社会情勢の中、畜産物の安全性確保のため、生産段階における

衛生管理や動物用医薬品の適正使用の徹底を図る必要があり、関係者への指導を強化する。 

地域における家畜防疫・衛生の中枢機関として、家畜伝染病の発生予防やまん延を防止し、安全な畜産物

の供給に資するため、以下の対策に努める。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

 (1) 家畜防疫対策 

監視伝染病並びに新疾病に関する情報収集と速やかな伝達に努め、家畜伝染病予防法や特定家畜伝染

病防疫指針（口蹄疫、牛海綿状脳症、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ）、家畜防疫対策要綱に基

づき、着地防疫検査の徹底を図り伝染病の侵入防止に万全を期す。 

ＢＳＥ（牛海綿状脳症）については、引き続き農場監視体制を強化し、サーベイランスを実施する。 

オーエスキー病については、国は本病の防疫要領を改正し、平成 20 年 12 月より新要領に基づく清

浄化への取組を推進している。本県は清浄地域を維持しているが、特に管内は養豚主産地であること

から、新たな県防疫対策実施要領に基づく検査を徹底して清浄維持に努める。 

高病原性鳥インフルエンザについては、情報の収集と提供、監視体制の強化とサーベイランスにより

発生防止に努めるとともに、防疫対策マニュアルの見直しを随時実施し、万が一の発生に備える。 

牛のヨーネ病については、酪農経営農場ならびに放牧牛について清浄性確認を行う。 

予防手段の講じられる伝染性疾病については、予防の徹底を図ることとし、自衛防疫の推進に努める。 

 (2) 家畜衛生対策 

慢性疾病等による生産性阻害要因を除去するため指導等の充実を図る。また、各種調査・検査を行い、

生産性向上や畜産物の安全性確保のため衛生管理の啓蒙・指導に努める。 

 (3) 病性鑑定 

家畜防疫・衛生対策の推進上、病性鑑定は極めて重要な部門であり、獣医技術の研鑽と検査機能の充

実強化に努め、迅速かつ正確な病性鑑定を行う。 

 (4) 放牧衛生対策 

公共放牧場におけるピロプラズマ病等の疾病対策については、定期的な検査を実施し、早期発見、早
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期処置により損耗防止に努め、放牧場の利用拡大による低コスト生産の推進を図る。 

 (5) 動物薬事 

畜産物の安全性確保は社会的要請であることから、安全な畜産物を消費者に供給するため、動物用医

薬品並びに抗菌性飼料添加物の適正販売、適正使用について検査、指導を行う。 

 

３ 平成２３年度の事業計画 

 (1) 家畜防疫事業（監視伝染病の発生状況等を把握するための検査等） 

事  業  名 計画頭羽数 実施時期 摘  要 

牛の結核病検査 310 年間 

牛のブルセラ病検査 310 年間 

乳用牛定期検査（酒田市、
庄内町） 

牛のヨーネ病検査 570 年間 定期、放牧等 

みつばちの腐蛆病検査 250 5～11 月 転飼養蜂 

アカバネ病検査 60 6～11 月 抗体動態調査 

チュウザン病検査 60 6～11 月 抗体動態調査 

ブルータング病 60 6～11 月 抗体動態調査 

アイノウイルス 60 6～11 月 抗体動態調査 

イバラキ病 60 6～11 月 抗体動態調査 

流行熱 60 6～11 月 抗体動態調査 

県
告
示
に
基
づ
く
検
査 

馬伝染性貧血 10 年間 乗用馬 

ピロプラズマ病検査 800 4～10 月 放牧牛 

牛白血病検査 350 年間 抗体検査 

伝達性海綿状脳症（牛） 3 随時 サーベイランス 
牛 

伝染性疾病の検査 7,000 年間 臨床検査 

オーエスキー病検査 1,100 年間 抗体検査 

豚コレラ（ＦＡ） 50 年間 抗体検査 

豚繁殖呼吸障害症候群（PRRS） 700 年間 抗体検査 
豚 

伝染性疾病の検査 25,000 年間 臨床検査 

ニューカッスル病検査 300 年間 抗体検査 

ひな白痢検査 300 年間 抗体検査 

マイコプラズマ病検査（MGMS） 600 年間 抗体検査 

高病原性鳥インフルエンザ 460 年間 抗体検査、培養検査 

鶏 

伝染性疾病の検査 45,000 年間 臨床検査 

伝達性海綿状脳症（めん山羊） 5 随時 サーベイランス 
羊 

伝染性疾病の検査 200 年間 臨床検査 

馬 伝染性疾病の検査 20 年間  

着地防疫検査 随時 県外導入 

畜舎消毒 随時   

病性鑑定 随時  
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 (2) 家畜衛生関係（消費・安全対策交付金事業） 

事 業 名 内    容 
実施 

時期 

1．家畜衛生対策推進会

議 

事業の効率化、円滑な推進を図るため、家畜衛生推進会議の開催 5 月 

２．監視体制の整備 ・ＢＳＥ検査・清浄化の推進 

・家畜衛生に関する情報の収集、広報の発行 

・防疫マップの整備 

・診断予防技術向上対策 ①疫学調査・指導 

・動物由来感染症監視体制の整備 ①立入調査 ②検査 

4～3 月

３．家畜衛生対策による

生産性向上の推進 

・慢性疾病対策 ①検査、疫学調査 ②衛生管理指導 

・動物用医薬品の適正使用・流通促進 

 飼育動物診療施設、動物用医薬品販売業者等の調査、指導 

4～3 月

４．畜産物の安全性向上 ・鶏卵衛生管理体制整備  

①調査検査 ②衛生的な鶏卵の生産体制推進 

・動物用医薬品危機管理対策 ①菌分離 ②薬剤感受性検査 

4～3 月

 

 (3) 畜産の生産性向上に関する事業等（ブランド力の向上･環境保全型農業への誘導） 

事 業 名 内    容 
実施 

時期 

１．種畜衛生検査 家畜改良増殖法第 4条に基づく衛生検査指導 6 月 

２．畜産環境保全対策事

業 

①畜産農家の環境汚染発生防止のための調査・指導 

②畜舎排水処理施設の保全管理指導 

4～3 月

３．飼料安全性確保強化

指導 

飼料使用基準遵守の徹底を図り安全な畜産物の供給を期するための

指導調査 

①農家巡回指導、抗菌性物質の畜産物残留調査 

4～3 月

４．食肉検査データ還元

事業 

食肉衛生検査所から提供されると畜検査等のデータを活用すること

により、家畜衛生の向上を図る 

4～3 月

５．県畜産物の品質向上 県産種雄牛・系統造成豚・地鶏など県特産物の振興業務への協力 随時 

６．獣医事及び飼育動物

診療施設の指導 

適正な獣医療を提供するため、獣医師法及び獣医療法に基づく検査、

指導 

随時 

７.研修会等 ①講習・講話会、研修会の開催 

②各種共励会、共進会等の審査協力 

随時 
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Ⅵ 建 設 部 



 



建設部組織図

河川海岸工事担当(2)

総務専門員

課長補佐

(兼)酒田分所長

河川砂防課長

建築課長

課長補佐
(住宅営繕担当）

河川海岸専門員

課長補佐

技術主査

(砂防担当)

建 設 部 長 建設総務課長

用地課長

課長補佐

建 設 技 術
調整専門員

副主幹
（兼）課長補佐

副主幹

道路計画課長

保安管理主査

用地担当(4)

ダム管理担当(5)

審査指導担当(3)

住宅営繕担当(4)

鶴岡分所(9)

酒田分所(9)

道路企画担当(1)

維持調査担当(6)技術主査(2)

ダム管理担当(5)ダム管理主査

施設主査
(兼)施設係長

施設係(2)

維持管理担当(4)

課長補佐

用地専門員(1)

温海支所長

(都市整備・企画担当)

(維持管理担当)

用地主査(3)

技術主査

庄内空港事務所長 庶務係(3)利用・調整主幹 庶務係長

 総務係(10)

ダム管理係(2)

建設技術調整主査

ダム管理係長

 行政係(4)

 経理係(7)

行政主査
（兼）行政係長

維持管理担当(3)

課長補佐

審査指導専門員

維持工事担当(3)

砂防工事担当(4)

技術主査

技術主査

都市整備担当(3)

技術主査(2)

道路整備担当(9)

(兼)鶴岡分所長

道路企画専門員

道路管理主幹 課長補佐

技術主査

課長補佐

総務係長

荒沢ダム管理課長

技術主査(3)

技術主査

経理主査
（兼）経理係長

(兼)課長補佐(技術総括担当)
調整主査

技術主幹
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建設総務課 
 総務係、経理係、行政係の 3係及び建設技術・事業調整担当で、部内職員の服務・労働条件・給与・旅費、

部内関係課の予算経理・入札執行・税外収入、道路法・河川法・建設業法・屋外広告物条例等の許認可及び

部内・外の調整に関する事務等を分掌している。 

      
１ 平成２３年度の基本方針 

建設部内各課との連携を強化し、予算の適正かつ効率的な執行に努めるとともに、道路・河川等建設関係

の諸法令の適正な執行による建設行政の円滑な推進、入札・契約事務の適正な執行及び電子入札の円滑な執

行等に努める。 

「安心して暮らせる地域社会の実現」、「魅力発信と雇用を生み出す知的産業群の形成」、「広域的な交流基

盤の整備」を基本方策の柱として、安全・安心で活力と魅力ある地域づくり、高速交通網の充実による広域

交流の促進、さらには東日本大震災の復興支援等のため、部内外の事業・取組み等に対する調整を行なって

いく。 

      

２ 平成２３年度の重点目標 
(1) 部内事業の円滑かつ計画的な推進 

(2) 道路・河川等関係法令の適正な執行による建設行政の円滑な推進 

(3) 電子入札の円滑な執行等入札・契約事務の適正な推進 

      
３ 平成２３年度の事業計画 

(1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく施策の推進 

    総合評価落札方式及びプロポーザル方式による技術力重視の入札方式の推進及び市町の総合評価落

札方式の導入への支援をする。 

(2) 道路・河川等関係の諸法令の適正な執行による建設行政の円滑な推進 

道路・河川等の適正な管理に資するため、継続的に巡視等を行うとともに、関係法令に係る許認可事務の適 

正化を図る。 

(3) 建設業法の適正な執行による建設業の健全な発達の推進 

   建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図るため、建設業法や関係法令の遵守 

徹底を指導するとともに、建設業法に係る許認可事務の適正化を図る。 

(4) まちづくり・地域づくりの推進 

ア 平成 22 年 3 月に指定を受けた「庄内景観回廊」を活用した地域づくり・まちづくりを進めるため、

「庄内景観回廊モデル事業」として地域住民と県・鶴岡市の連携による活動の展開を図る。 

イ 違反屋外広告物の改善指導を継続して行うとともに、巡回調査等を通じて掲出基準の遵守徹底を 

図り、良好な景観の保全に努める。 

   ウ 景観行政団体である鶴岡市及び酒田市とともに屋外広告物の景観形成上の問題・課題を抽出し、良

好な景観形成に向けた取組みを実施する。 

(5) 建設部職員スキルアップ塾の運営 
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   部内各課の協力のもと、建設部職員が幅広い知識を身につけ実務担当者としてのスキルアップを図る 

  ため、建設部所管業務に関する研修会（スキルアップ塾）の企画・運営を行う。 

  (6) 地域予算による地域課題への対応 

   総合支庁地域予算を活用した地域課題への対応を企画・運営する。 

 

    ◇ 自動車及び建設機械現有台状況 〔建設総務課管理〕   （平成 23 年 4月 1日現在） 

車  種 台数 機械名 台数 機械名 台数

ステーションワゴン 17 除雪トラック 5 小型ダンプ 2

バン 15 グレーダ 13 作業車 3

河川パトロール車 2 ロータリ 16 道路維持車 4

トラック 1 ドーザ 34 道路パトロール車 6

  小型除雪車(搭乗式) 30  

      小型除雪車(ハンド式) 3      計 15

  凍結防止散布車 11

    計 35     計 112

 

合   計 162
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用 地 課  
 用地取得担当において、以下の事務を分掌している。 

 (1) 公共事業に伴う用地の取得、借り上げ、補償に関する事務 

 (2) 公有地の拡大の推進に関する法律による先買い等に関する事務 

 (3) 取得した事業用地の登記事務 

 (4) 廃川廃道敷地等の管理及び処分に関する事務 

 (5) 国土交通省所管国有財産（法定外公共物）管理事務 

 

１ 平成２３年度の基本方針 
   厳しい財政状況の下、事業効果を早期に発現させるため、進行管理を徹底し、計画的かつ効率的な用地取得 

の推進に努める。 
 
２ 平成２３年度の重点目標 

 (1) 用地取得難航案件に対する迅速な対応 
 (2) 土地収用制度の活用の検討 
 (3) 登記事務及び未登記用地の解消の推進 
 (4) 廃川廃道敷地等の処分の推進 
 (5) 職員のスキルアップのための各種研修等の実施 

 
３ 平成２３年度の事業計画 
(1) 用地取得補償 

都市計画街路 ①羽黒橋加茂線（鶴岡市神明町地内） ②藤島駅笹花線（鶴岡市藤島地内） ③豊里十

里塚線（酒田市上本町地内） 

道路建設 ①鶴岡羽黒線（鶴岡市羽黒町手向地内） ②湯田川大山線（鶴岡市白山地内） ③鶴岡

村上線（鶴岡市大針地内） ④余目温海線（鶴岡市温海地内） ⑤鶴岡村上線（鶴岡市

荒沢地内） ⑥板井川下山添線（鶴岡市上山添地内） ⑦三瀬水沢線 外（鶴岡市大広

地内 外） ⑧余目加茂線（鶴岡市下川地内） ⑨温海川木野俣大岩川線（鶴岡市小国

地内） ⑩湯田川大山線（鶴岡市山田地内） ⑪余目温海線（鶴岡市松根地内） ⑫鶴

岡村上線（鶴岡市東岩本地内） ⑬国道３４５号（鶴岡市藤島地内） ⑭国道１１２号

（酒田市高見台地内） ⑮酒田松山線（酒田市飛鳥地内） ⑯余目松山線（庄内町提興

屋地内） ⑰国道３４５号（庄内町狩川地内） ⑱中川代川尻余目線（庄内町主殿新田

地内） ⑲吹浦酒田線（酒田市光ヶ丘地内） ⑳安田砂越停車場線（酒田市上野曽根地

内） ○21田沢下新田線（酒田市山元地内） 
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道路維持 ①余目温海線（鶴岡市一霞地内） ②鶴岡村上線（鶴岡市高坂地内） ③三瀬水沢線（鶴

岡市水沢地内） ④たらのき代鶴岡線（鶴岡市外内島地内） ⑤鶴岡羽黒線（鶴岡市羽

黒町荒川地内） ⑥鶴岡村上線（鶴岡市滝沢地内） ⑦吹浦酒田線（遊佐町藤崎地内）

⑧鳥海公園青沢線（酒田市升田地内） 

河川改修等 ①黒瀬川（鶴岡市羽黒町昼田地内） ②湯尻川（鶴岡市白山地内） ③矢引川（鶴岡市

大荒地内） ④京田川（鶴岡市三和地内） ⑤宇津野沢川（庄内町千本杉地内） ⑥中

野俣川（酒田市中野俣地内） ⑦月光川（遊佐町江地地内） 

砂防・急傾斜・

地すべり等 

①清水平（鶴岡市加茂地内） ②中田（鶴岡市油戸地内） ③大波渡川（鶴岡市堅苔沢

地内） ④小網川（鶴岡市大網地内） ⑤笹立（鶴岡市湯野浜地内） ⑥渕の上（鶴岡

市堅苔沢地内） ⑦内田元（鶴岡市下清水地内） ⑧山ノ下（鶴岡市山五十川地内） ⑨

清水端（鶴岡市中沢地内） ⑩灯台下（鶴岡市由良地内） ⑪下中島（鶴岡市上田沢地

内） ⑫堅苔沢（鶴岡市堅苔沢地内） ⑬少連寺（鶴岡市少連寺地内） ⑭竹野浦（鶴

岡市西目地内） ⑮小波渡（鶴岡市小波渡地内） ⑯釜谷坂（鶴岡市温海地内） ⑰下

清水（鶴岡市下清水地内） ⑱日向川（酒田市升田地内） ⑲山添（酒田市下青沢地内） 

⑳水上（酒田市市条地内） ○21金生沢（酒田市北沢地内） ○22菅沼沢（酒田市田沢地内） 

○23総光寺沢（酒田市総光寺沢地内） ○24後口山（酒田市大蕨地内） ○25石鉢山（酒田市

本宮地内） ○26工藤沢（庄内町科沢地内）  

 

 (2) 廃川廃道敷地等の処分 

   公共事業の施行に伴い生じた廃川廃道敷地の処分を推進する。 
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道路計画課 
道路整備担当、都市整備・企画担当、維持管理担当の３担当と鶴岡分所、酒田分所で、道路改築事業、

橋梁事業、都市計画事業、下水道事業、道路の維持管理、除雪事業、高速道路の整備促進、鳥海南工業団

地に関する事務を分掌している。            

 

1 平成２３年度の基本方針 
県の第 3 次総合発展計画の実現に向けた短期アクションプラン(全県版)の施策テーマの一つである「県

土環境の保全･創造･活用」を課題とし、機能的で足腰の強い交通基盤整備を推進する。 

(1) 道路整備事業 

ア 幹線ネットワークを形成し、地域振興や地域活性化を支える県管理国道･県道の新設･改築や渋滞

対策等を推進する。 

イ 高速道路や一般国道と一体になるアクセス道路及び雪や災害に強い地域道路網の整備を促進する。 

ウ 橋梁などの社会資本の機能を良好に維持し、安全・快適に長期にわたって県民に提供し続けるた

めの「長寿命化対策」に取り組む 

(2) 都市計画事業 

快適で住みよい都市環境の整備と活力ある街づくりを進めるため、その基盤となる都市施設の整 

備を図り、都市環境の改善を積極的に進める。 

(3) 下水道事業 

    身近な生活環境を改善し、水質保全を図るために市町単位を超えた広域的な観点から事業を推進 

   する。 

(4) 道路の維持管理及び除雪事業等 

ア 道路の維持管理については、特にパトロールを強化し、安全で円滑な道路交通を確保するため管

理の万全を図る。 

イ 冬期間における安全、安心な道路空間づくりや自然災害等に対して安全で信頼性の高い道路網の

確保等、災害や雪に強い道づくりに努める。 

(5) 高速道路対策 

国土交通省酒田河川国道事務所、東日本高速道路(株)東北支社鶴岡工事事務所並びに県高速道路

整備推進課との密接な連携のもとに、関係市町をはじめ庁内関係各課、関係各公所、関係諸団体の

協力を得て高速道路の整備事業を推進する。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 道路整備事業 

ア 一般国道 112 号(酒田南拡幅)出羽大橋 4車線化事業の推進 

イ 日本海沿岸東北自動車道の温海～鶴岡間開通に合わせたアクセス道路及び地域活性化インターチ

ェンジの整備 

ウ 橋梁長寿命化修繕計画に沿った橋梁補修対策の推進  

(2) 都市計画事業 

ア 鶴岡市、酒田市の都市計画街路の整備 
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(3) 下水道事業 

ア 最上川下流流域下水道の整備 

(4) 道路維持事業 

ア 住民のニーズに応えられるように、道路美化愛護活動支援事業などを推進し、地域住民と一体と

なった取り組みを行い、良好な道路環境の確保を図る。 

イ 道路の不法占用、不法使用の監視を行い、安全で円滑な交通の確保に万全を期する。 

 

３ 平成２３年度の事業計画 

(1) 道路整備担当 

ア 道路改築事業 

(国)112 号 酒田南拡幅（出羽大橋４車線化） 酒田市高見台～若竹町 

(主)鶴岡羽黒線 羽黒山バイパス 鶴岡市手向 

(一)鶴岡村上線 荒沢工区 鶴岡市荒沢 

(一)鶴岡村上線 大針工区 鶴岡市大針 

(主)酒田松山線 飛鳥バイパス 酒田市飛鳥 

(一)湯田川大山線 白山工区 鶴岡市白山 

(主)余目温海線 温海工区 鶴岡市温海 

(主)菅野代堅苔沢線 五十川ＩＣ（地域活性化ＩＣ） 鶴岡市五十川 

(一)余目松山線 庄内橋 庄内町提興屋～酒田市竹田 

(一)吹浦酒田線 光ケ丘工区 酒田市北千日堂前 

(一)湯田川大山線 山田工区 鶴岡市山田 

(一)安田砂越停車場線 上野曽根工区 酒田市上野曽根 

(主)余目加茂線 下川工区 鶴岡市下川 

(一)田沢下新田線 山元(２)工区 酒田市山元 

イ 交通安全道路事業 

(一)板井川下山添線 上山添工区（自歩道） 鶴岡市上山添 

(一)中川代川尻余目線 主殿新田工区（歩道） 庄内町主殿新田 

ウ 道路施設長寿命化対策事業（橋梁補修） 

(国)345 号 三川橋 鶴岡市大宝寺 

(国)345 号 最上川橋 庄内町狩川 

(国)112 号 袖浦橋 酒田市浜中 

(一)砂越余目線 庄内大橋 庄内町榎木  

(2) 都市計画担当 

ア 都市計画街路事業 

・(都)豊里十里塚線    酒田市山居町地内 

・(都)羽黒橋加茂線    鶴岡市神明町地内 

・(都)藤島駅笹花線    鶴岡市藤島 地内 

イ  鳥海南工業団地 
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ウ  街路調査及び都市計画基礎調査 

(3) 下水道担当 

ア 最上川下流流域下水道事業（庄内処理区） 

   ・マンホールポンプ増設工事 

   ・庄内浄化センター水処理施設増設工事 

(4) 道路維持担当 

ア 交付金事業として、舗装補修、道路災害防除、雪寒（防雪）事業等を実施する。他に県単独事業

として道路施設長寿命化（トンネル補修）、側溝整備、自然災害防止事業等を実施する。 

イ 降積雪や地吹雪のため、交通障害の発生またはその恐れがあるときは、冬期交通の安全確保を図

るため、除雪指定路線全線の除雪業務委託として実施する。 

ウ 維持管理の概要 

庄内管内の国土交通省直轄管理国道は、一般国道 7 号(84.8km)、同 47 号(23.2km)、同 112 号

(42.2km)の 3路線（総延長 150.2km）となっている。  

県が管理を行う道路として、一般国道 112 号(47.8km)、同 344 号（27.7km）、同 345 号（105.3km)

の 3 路線のほか、主要地方道 16 路線(236.5km)、一般県道 51 路線(433.5km)の合計 70 路線(850.8km)

を維持管理している。 

管理体制は、建設部道路計画課鶴岡・酒田両分所を配置し、保全管理を行っている。 
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河川砂防課 
 維持調査担当、河川海岸工事担当、砂防工事担当、ダム管理担当の 4 担当で、管内における河川・海岸・

砂防関係施設及びダム（月光川及び田沢川）等の維持管理と、災害復旧事業、河川改修事業、海岸事業、砂

防関係事業、ダム設備更新事業（温海川ダム）に関する事務を分掌している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 
集中豪雨等による自然災害から生命・財産を守るため、ハード整備とソフト対策を組み合わせた水害・

土砂災害対策等を「やまがた水害・土砂災害対策中期計画」の基づき推進する。また、「川は地域の共有財

産」であるという共通認識のもと、地域住民との協働による維持管理活動を推進する。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 
(1) 河川 

  ア 洪水による災害の防止を図り安全な県土を築くため、河川改修事業等を計画的に推進する。 

イ 平成 18 年に大山川、平成 21 年に日向川を洪水予報河川に指定して、洪水時における情報提供の充

実を図った。また、平成 22 年度までに 23 河川を水位情報周知河川とするため、水位観測局の整備と

浸水想定区域図の作成を行い完了した。今後は、市町村のハザードマップ作成の支援を引き続き行う。 

  ゥ 地域住民との豊かなふれあい空間としての親水に配慮した、河川整備事業等を進める。 

  エ 自然と共生する良好な河川環境を創出するため、多自然型川づくりを展開し、河川の生物の多様な 

生息・生育環境の保全、回復を図る。 

(2) 砂防 

  ア 土石流や地すべり、がけ崩れ等の土砂災害及び雪崩による災害を防止するため、砂防事業、地すべ 

り対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、雪崩対策事業を計画的に推進する。 

  イ 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定に向けた基礎調査を進め、調査の 

完了した箇所から計画的に区域指定を行う。また、市町村が行う土砂災害に関する危険の周知及び警 

戒避難体制の整備等を支援する。 

(3) 海岸 

  ア 冬季風浪による海岸の侵食防止を図るため、海岸侵食対策事業を推進する。 

(4) ダム（温海川ダム） 

  ア 現在故障中のダム管理用制御処理設備の早期復旧に向け、更新工事の年度内完成を図る。 

  イ ダム管理の合理化、効率化、情報伝達機能強化に向け、情報処理設備・警報設備の更新工事の年度 

内完成を図る。 

 (5) ダム管理（月光川ダム、田沢川ダム） 

  ア 洪水調節、河川機能の維持、上水道用水の供給、管理用発電等のダム目的を正常に確保するため、 

維持・管理の万全を図る。 

(6) 河川・砂防等の維持管理 

  ア 河川の深掘れや土砂の堆積、河川に繁茂する雑木などが出水時に支障となっているため、災害の未 

然防止のため、定期的なパトロールを実施するとともに、河道の整正・浚渫や支障木伐採の伐木を行 
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い、必要な河積を確保する。 

  イ 「川は地域の共有財産」であるという共通認識のもと、地域住民やＮＰＯ、ボランティア団体との 

連携による河川の維持管理活動をすすめる。 

３ 平成２３年度の事業計画 
(1) 河川改修事業 

  ア 河川整備補助事業（広域河川） 

    ①宇津野沢川（庄内町千本杉地内）      ②中野俣川（酒田市中野俣地内） 

    ③新井田川（酒田市漆曽根地内）       ④湯尻川（鶴岡市白山地内） 

    ⑤黒瀬川（鶴岡市荒俣地内）         ⑥矢引川（鶴岡市大荒地内） 

    ⑦月光川（遊佐町江地地内） 

  イ 河川管理施設機能確保事業（特定構造物改築事業） 

    ①丸岡分水堰（鶴岡市丸岡） 

    ①小牧川水門（酒田市こがね町地内）（H22 繰越） 

(2) 砂防事業  

  ア 通常砂防事業 

    ①清水平（鶴岡市加茂地内） ②中田（鶴岡市油戸地内） ③大波渡川（鶴岡市堅苔沢地内） 

イ 火山砂防事業 

  ①日向川（酒田市升田地内） 

ウ 急傾斜地崩壊対策事業 

  ①笹立（鶴岡市湯野浜地内） ②渕の上（鶴岡市堅苔沢地内）③勝浦(2)（酒田市飛島地内） 

④内田元（鶴岡市下清水地内）⑤山ノ下（鶴岡市山五十川地内） 

⑥水上（酒田市市条地内）  ⑦清水端（鶴岡市中沢地内） ⑧灯台下（鶴岡市由良地内） 

エ 地すべり対策事業      ①山添（酒田市山添地内） 

オ 雪崩対策事業        ①下中島（鶴岡市上田沢地内） 

カ 情報基盤緊急整備事業    ①最上川圏域（酒田市、庄内町） ②赤川圏域（鶴岡市） 

キ 特定緊急砂防事業      ①小網川（鶴岡市大網地内） 

(3) 海岸事業 

ア 海岸侵食対策事業 

①宮海地区海岸（酒田市宮海地先）  ②比子地区海岸（遊佐町比子地内） 

(4) ダム事業 

 ア ダム整備事業（温海川ダム情報基盤総合整備事業） 

    ①温海川ダム（管理用制御処理設備他の更新）（鶴岡市一霞地内） 

(5) 河川・砂防関係単独事業 

ア 河川自然災害防止事業 

    ①西通川（酒田市六ツ新田） ②滝渕川（遊佐町直世） ③西通川（遊佐町江地） 

    ④京田川（鶴岡市三和） ⑤庄内小国川（鶴岡市小国） 

  イ 砂防自然災害防止事業（砂防） 

    ①降矢川（鶴岡市三瀬） ②丸山川外（酒田市北俣外） ③田沢（酒田市田沢） 
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    ④金生沢（2）（酒田市生石） ⑤総光寺沢（酒田市総光寺） 

  ウ 砂防自然災害防止事業（急傾斜） 

    ①堅苔沢（鶴岡市堅苔沢） ②少連寺（2）（鶴岡市少連寺） ③竹浦（鶴岡市竹浦） 

    ④小波渡（鶴岡市小波渡） ⑤後口山（酒田市大蕨） ⑥石鉢山（酒田市本宮） 

    ⑦釜谷坂（鶴岡市温海） ⑧下清水（鶴岡市下清水） 

  エ 砂防自然災害防止事業（地すべり） 

    ①工藤沢（庄内町科沢） 

(6) ダム管理 

 ア 月光川ダム（遊佐町吉出地内）（①～③は H21 繰越、④は H22 繰越） 

    ①管理用施設修繕事業（経済危機対策交付金） ②管理用施設修繕事業（きめ細臨時交付金） 

    ③臨時河川整備事業（きめ細臨時交付金）   ④ダム管理費（きめ細臨時交付金） 

イ 田沢川ダム(酒田市山元地内) 

    ①田沢川ダム管理費（きめ細交付金）（H22 繰越） 

 (7) 河川災害復旧事業  

    ①赤川（鶴岡市大鳥地内）外 24 箇所 （決定額 222,210 千円） 
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建 築 課 
建築審査指導担当では、建築基準法に基づく建築確認申請、完了検査及び建築許可、特殊建築物の定期  

報告受理業務、建築士法に基づく建築士事務所登録及び指導業務、都市計画法に基づく開発行為の許可事務、

宅地建物取引業の登録及び指導業務、市街地再開発事業の指導及び助言、応急危険度判定士の登録事務、  

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく診断及び改修に関する業務、建設リサイクル法による届出 

(通知)の審査及び現場確認、山形県みんなにやさしいまちづくり条例による届出の審査、高齢者・障がい者

等移動の円滑化の促進に関する法律による認定審査、エネルギーの使用の合理化に関する法律による届出 

及び定期報告の審査、景観条例の届出の審査、長期優良住宅促進法の認定、瑕疵担保履行法の届出の審査、

及び住宅リフォーム総合支援事業に関する事務を分掌している。 

住宅営繕担当では、公営住宅法に基づき県営住宅整備、管理及び保全業務、市町営住宅・高齢者向け優良

賃貸住宅の建設及び管理について市町の指導、管内一般県有建物の設計、審査、及び工事監理等の業務、   

県有施設の耐震補強工事の設計及び監理業務、街なみ環境整備事業の指導及び助言、高齢者向け優良賃貸  

住宅制度に関する審査、県有施設の定期点検業務、耐震診断業務、管内町有施設の耐震診断（一次）業務、

及び山形の家づくり利子補給に関する業務を分掌している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針   

(1) 総合的な住宅対策により民間住宅の建設及び住宅リフォーム促進と、県営住宅の整備業務・市町営住 

  宅の指導業務を通じて住宅の居住水準及び住環境の向上に努める。  

(2) 建築基準法に基づく建築確認、完了検査等を適正に行う。 

(3) 安全で安心な住宅、建築物のストック形成のため、耐震診断・改修の促進を図る。 

(4) 「みんなにやさしいまちづくり」の推進に努める。 

(5) 建築物の設計業務、工事監理業務等の適正化が図られるように、建築士事務所の業務指導に努める。 

(6) 宅地及び建物の適正な取引が図られるように、宅地建物取引業者の業務指導に努める。 

(7) 建設リサイクル法に基づく分別解体及び再資源化等の周知に努める。 

(8) 営繕業務、福祉施設等審査業務を通して、安価で良質な公共施設整備に努める。 

(9) 県有施設の定期点検、耐震改修業務を通して、公有施設の安全性の確保に努める。 

(10) 景観条例の周知に努める。 

 

２ 平成２３年度の重点施策 

(1) 「山形の家づくり利子補給制度」及び「住宅リフォーム総合補助制度」の利用促進。 

(2) 建築基準法に基づく建築確認の迅速化を図る。 

(3) 市町営住宅を良質な住宅ストックへ整備指導。 

(4) 特殊建築物の定期報告及び省エネルギーの定期報告の促進を図る。 

(5) 民間建築物の耐震診断・耐震改修の促進を図る 

(6) 既存木造住宅の無料耐震診断を実施する。 

(7) 建設リサイクル法に基づく分別解体及び再資源化等の周知に努める。 

(8) 県有施設の定期点検の充実を図る。 

(9) 公有施設の耐震化の促進を図る。 

(10) 景観条例の届出の促進を図る。 
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３ 主要業務の実績状況 

                                       （単位：件数）    

N0. 項       目 平成 21 年度実績 平成 22 年度実績 

① 建築基準法に基づく確認申請受付     141 180

② 建築基準法に基づく完了検査申請受付 100 164

③ 建築物及び建築設備の定期報告受付 437 480

④ 
省エネルギー法届出受付 

（Ｈ22.4.1 から対象面積が 2.000 ㎡から 300 ㎡に変更）
8 48

⑤ 宅地建物取引業の事務所登録数 151 147

⑥ 建築士法に基づく事務所登録数 333 329

⑦ 山形の家づくり利子補給の利用者数 59 53

⑧ 建設リサイクル法に基づく届出及び通知 805 695

⑨ みんなにやさしいまちづくり条例の届出受付 18 21

⑩ 景観条例に基づく届出の受付 16 20

⑪ 長期優良住宅認定 37 44

○12  瑕疵担保履行法届出受付（平成 22 年度より） - 215

⑬ 県営住宅の管理戸数 735 731

○14  県有施設の耐震実施設計 10 2

○15  県有施設の耐震補強工事 16 8

○16  県有施設の定期点検実施施設 45 45
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温海支所 
ダム管理係と道路監視担当の体制で、温海川ダム及び温海地区の道路、河川、海岸、砂防、地すべり、

急傾斜地等の公共土木施設の維持管理全般に関する業務（工事を除く）を分掌している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

(1) 河川、海岸、砂防、地すべり、急傾斜地施設等及び温海川ダムの監視を計り、災害防止を図る。 

(2) 道路のパトロールやメンテナンスを行い、安全で円滑な道路交通の確保を図る。 

(3) 道路区域、河川指定区域、砂防指定区域、地すべり防止指定区域、急傾斜地崩壊防止指定区域及び

海岸保全区域における許認可事務の相談や受理とともに事前協議や技術的審査を行い、地域住民の利

便性を図る。 

 

２ 平成２３年度の重点目標  

(1) 温海川ダム及び河川・道路など公共土木施設の良好な維持管理と情報の迅速な提供を図る。 

 

３ 平成２３年度事業計画 

(1) 温海川ダムの維持管理。 

(2) 道路、河川、海岸、砂防、地すべり、急傾斜地施設等の土木施設の維持管理。 

 

４ 温海川ダム概要 

 (1) 目的 

    ①洪水調節  ②流水の正常な機能の維持  ③発電（県企業局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河 川 名 集 水 面 積 31.6 k㎡

ダ ム 名 湛 水 面 積 0.39 k㎡

位 置 設計 最高 水位 ＥＬ 158.30 ｍ

型 式 洪水 時満 水位 ＥＬ 156.50 ｍ

堤 頂 標 高 ＥＬ 160.00 ｍ 常 時 満 水 位 ＥＬ 142.50 ｍ

堤 高 60.0 ｍ 堆 砂 位 ＥＬ 139.00 ｍ

堤 頂 長 167.0 ｍ 総 貯 水 容 量 5,700,000 m
3

堤 頂 幅 員 5.00 ｍ 有効 貯水 容量 4,400,000 m
3

堤 体 積 135,000 m
3 堆 砂 容 量 1,300,000 m

3

計画 高水 流量 330 m3/sec

設計 洪水 流量 620 m3/sec

受配電設備、予備発電機（２台）、無停電設備（２台）

構内電話、無線送受信装置

管理所、警報局（７箇所）、警報車、警報看板

漏水量・揚圧力測定装置、堤体変位計、温度計、継目計、地震計

遠隔雨量観測局、遠隔水位警報局、ダム水位計、総合気象観測装置

ダム諸量処理設備、副監視設備、地震応答設備

流木処理設備、焼却設備、繋船設備、巡視船、作業船

ダ

ム

諸

元

貯

水

池

諸

元

２級河川　温海川水系温海川

温海川ダム

西田川郡温海町大字一霞地内

重力式コンクリートダム

管

理

設

備

水象・気象観測装置

建 物

放 流 設 備

電 気 設 備

通 信 設 備

警 報 設 備

堤 体 観 測 設 備

温海支所、ダム管理所、繋船庫、放流設備室、水位計室、流木施設倉庫

制水ゲート、非常用ゲート、水圧鉄管バルブ、主ゲート、遠方操作卓

監 視 設 備

付 属 設 備
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５ 道路概要 

                            平成 23 年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 河川概要  

 

 

 

 

 

 

 

７ 砂防概要 

 

 

 

 

８ 海岸概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線数 総延長 重用延長 実延長 改良済 改良率 未改良 舗装済 舗装率 未舗装

(路線) （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （％） （ｍ） （ｍ） （％） （ｍ）

一般国道 1 30,931 0 30,931 25,787 83.4 5,144 25,550 82.6 5,381

主要地方道 3 28,475 520 27,955 24,958 89.3 2,997 23,602 84.4 4,353

一般県道 1 18,551 6,047 12,504 12,504 100.0 0 12,504 100.0 0

合計 5 77,957 6,567 71,390 63,249 88.6 8,141 61,656 86.4 9,734

箇所 （ｍ） 箇所 （ｍ） 設置 延べ

一般国道 39 685 5 1,264 2,463 2,478

主要地方道 42 1,145 6 1,428 5,367 7,044

一般県道 12 199 1 852 3,089 3,099

合計 93 2,029 12 3,544 10,919 12,621

橋梁 トンネル 歩道延長

水 系 延長（㎞） 摘　　　　要

五 十 川 水 系 27.6 五十川　外５河川

温 海 川 水 系 18.3 温海川　外２河川

庄内小国川水系 26.1 小国川　外３河川

早 田 川 水 系 1.1 早田川

鼠 ヶ 関 川 水 系 15.7 鼠ヶ関川

巌 沢 川 水 系 1.2 巌沢川

出 口 沢 川 水 系 1.2 出口沢川

合 計 91.2 １７河川

二

級

河

川

箇所数 摘　　　　要

土 石 流 危 険 渓 流 198

地 す べ り 危 険 箇 所 12

急傾斜地崩壊危険箇所 82

合 計 292

海 岸 名 延長（ｍ） 摘　　　　要

五十川地区海岸 1,383

暮 坪 地 区 海 岸 3,004

温 海 地 区 海 岸 3,679 温海(１)～(３)

大岩川地区海岸 1,736

早 田 地 区 海 岸 2,632 早田(１)～(２)

合 計 12,434
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庄内空港事務所 
総務（庶務係）、施設管理（施設係）の 2係で組織され、庄内空港を利用する航空機の安全運航のための空

港施設維持管理及び改善整備並びに航空機公害の緩衝を図る周辺環境対策事業等の事務を分掌している。 
 
１ 平成２３年度の基本方針 
 航空機の安全運航並びに空港利用者の安全確保及び利便性の向上を図るため、関係機関と連携し、空港施 
設の維持管理、保安に万全を期す。 
また、庄内空港緩衝緑地については、指定管理者と連絡調整を図りながら、「利用者・地域・地球環境」に 
対し、「安心・安全・快適」な公園空間を提供する。 
 
２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 危機管理対策の徹底（職員の危機管理意識の保持及び施設の点検、保安警備の徹底） 

(2) 空港の利用拡大 

(3) 滑走路中心線灯火等の電源の高質化 

 
３ 平成２３年度の事業計画 

(1) 空港施設の維持管理 
    滑走路、航空灯火・電気施設等の保守管理業務、除雪業務、空港内緑地管理業務、防風林・防風柵の

維持管理業務、消防業務、常駐・夜間警備業務、保安対策業務、駐車場管理業務 
 (2) 滑走路中心線灯火等の電源の高質化 

    停電時の 2次電源切替え時間を短縮するため、無停電電源装置を付加 

 (3) 庄内空港緩衝緑地の維持管理（指定管理者） 
    空港施設周辺約 61haの維持管理並びに施設利用者及び公園利用者への快適な空間の提供 
 (4) 庄内空港利用拡大事業の推進 
    東京線の 5便化等に対応し、庄内空港利用振興協議会等関係機関の行う利用拡大事業への参画推進 
 (5) 開港 20周年記念事業の実施 
    庄内空港がこれまで果たしてきた役割について再認識するとともに、将来にわたり地域住民に親しま

れ、さらに活性化する空港を目指し記念事業を実施 
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荒沢ダム管理課 
1係体制で、一級河川赤川の洪水調節、及び発電（倉沢発電所）、かんがい用水補給を目的とした荒沢ダ

ム（多目的ダム）の管理に関する事務を分掌している。 

 

１ 平成２３年度の基本方針 

近年、記録的な短時間の大雨による水害が多発している中、赤川の洪水調節にあたっては利水運用水位

を維持していることから、6～7時間前に大雨を予測し予備放流（ダム放流）を的確に実施することが重要

になってきている。この予備放流は大雨がまだ降っていない状況下において、ダム湖水位を下げるために

多量のダム放流を行うことから、ダム下流の河川水位が急激に上昇する場合があり、河川利用者及び水防

関係者等の安全性を確保するためのＰＲを積極的に行う必要がある。 

また、農業用水補給（赤川流域水田 12,000ha）については、昭和 55年に締結した「新落合追加協定」に

従い、荒沢・八久和、両ダムにより対応しているが、近年、農業関係者より用水補給の増強を強く要望さ

れている。しかし、渇水期においては荒沢・八久和、両ダムだけでこの要望に対応するのは困難な状況で

ある。 

 

２ 平成２３年度の重点目標 

(1) 洪水調節に伴う予備放流の安全性の確保 

ダム下流河川の急激な水位上昇による水難事故が起こらないよう、会議等の機会を捉え、河川利用

者及び水防関係者等への積極的なＰＲに努めるとともに安全性に配慮した予備放流の実施を図る。 

 (2) 農業用水補給の増強についての対応 

荒沢・八久和、両ダムは共に昭和 30 年代に完成したもので、ダム貯水容量の変更は困難であり、

渇水期においては早期に「荒沢ダム渇水情報」を提供し関係機関の調整を図る。 

(3) 危機管理 

テロや地震対策については防災訓練等により、また、渇水や豪雨が予想される場合には関係機関へ

の早期の情報提供に努め、ダム管理の安全性の向上を図る。 

 

３ 平成２３年度の事業計画 

(1) 荒沢ダム管理演習 

5月に洪水時における関係機関への通知、下流住民への警報、ダム操作等を的確に行うための演習

を実施。 

(2) 森と湖に親しむ旬間「タキタロウまつり」 

5 月 29 日（日）に鶴岡市と共催してダム監査廊や資料室等を開放し、また、メイン会場で行われ

る催し物への支援等を行い、積極的なダム管理のＰＲを図る。 

(3) ダム管理業務等 

安全衛生に配慮したダム操作、管理に努める。 
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４ 荒沢ダムの概要 

 

 ダム名 位置 鶴岡市 目的 治水・発電 補給内容 農業用水

湛 水 面 積 高 さ 63.0m 最大発電力 13,600kw

総 貯 水 量 提 頂 長 195.5m 常時発電力 4,800kw

有 効 貯 水量 計画高水量 1,200m3/s 給 水 区 域 －

洪 水 調 節量 計画放流量 360m
3
/s 給 水 量 －

利 水 容 量 調 節 流 量 840m3/s S28～S30

荒沢

1.892㎞
2

ダ
ム

重力式
ｺﾝｸﾘｰﾄ

流 域 面 積 162.0㎞2

41,420千ｍ
3

治
水

貯
水
池

型 式

施工期間

30,870千ｍ3

17,570千ｍ
3

30,870千ｍ3

12,000ha

か
ん
が
い

発
電

都
水

補 給 面 積
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